
資料２－２

目標１　国民の薬剤耐性に関する知識や理解を深め、専門職等への教育・研修を推進する

戦略（1.1）国民に対する薬剤耐性の知識、理解に関する普及啓発・教育活動の推進

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁

・薬剤耐性（AMR）に係る全国的な普及啓発活動を推進するため、毎
年11月を「薬剤耐性（AMR）対策推進月間」に設定（平成28年）

・薬剤耐性（AMR）対策ロゴマークを作成し、提供を開始した。（令
和元年）

・普及啓発ポスターを作成した。（平成28年, 令和４年）
　・普及啓発ポスター（平成28年）
　・やさしい日本語、６言語（令和４年）

・普及啓発パンフレット及び動画を作成し、提供を開始（令和５年
～）

【継続】
薬剤耐性（AMR）対策に関して、内閣感染症危機管理統括庁のウェブサイトにて普
及啓発資材（普及啓発ポスター（６言語＋やさしい日本語）、普及啓発パンフ
レット（６言語＋やさしい日本語）、動画（1分程度）及びAMRのロゴマーク）を
提供するとともに、SNSを活用した広報等を展開した。
また、薬剤耐性（AMR）対策推進月間における普及啓発に係る政府の取組等をまと
め、内閣感染症危機管理統括庁のウェブサイトにて公表した。
加えて、国民の薬剤耐性対策（AMR）に関する認知度・理解度のさらなる向上を図
るため、令和６年11月２日に大学生を中心に様々な年代層の方を対象としたイベ
ントを実施した。

引き続き、薬剤耐性（AMR）対策
推進月間を中心に、SNS等を活用
した普及啓発活動を行う。

国際感染症普及啓発事業費：19百
万円

※■特定層に向けた施策に記載 内閣官房内閣感染症
危機管理統括庁

・食品安全委員会HPに、薬剤耐性菌に関するページを新設し（平成
28年～）、食品安全委員会における取組について随時情報を更新し
た。

・Facebookとメールマガジンで、薬剤耐性（AMR）対策推進月間（毎
年11月）に薬剤耐性菌に関する取組を紹介した。

・広報誌で、薬剤耐性菌に関する評価について解説した（平成29
年）。また、平成30年に飼料添加物としての使用が禁止され、令和
２年時点で動物用医薬品として牛及び豚に使用されていた硫酸コリ
スチンについて、耐性遺伝子の情報等を収集できたことから再評価
を行い、大腸菌及びサルモネラをハザードとして特定し、食品健康
影響評価の結果、リスクの程度は「低い」とされたことを紹介した
（令和３年）。

【継続】
食品安全委員会のHPの薬剤耐性菌に関するページにおいて、食品安全委員会の取
組について随時情報を更新した。また、11月の薬剤耐性（AMR）対策推進月間の期
間中に、食品安全委員会FacebookやX（旧Twitter）を利用し、幅広く国民への情
報発信を実施した。

引き続き、食品安全委員会HP、
Facebook、Xを活用した情報発信
を実施。

－ － 内閣府食品安全委員
会

文部科学省公式X（旧Twitter）において、毎年薬剤耐性（AMR）対策
推進月間に関する告知を実施している。

【継続】
文部科学省公式X（旧Twitter）において、薬剤耐性（AMR）対策推進月間に関する
告知を実施したほか、文部科学省のメールマガジン［マナビィ・メルマガ］での
告知も実施した。

引き続き、SNSでの情報発信を行
うことで、国民に対しAMRに関す
る情報提供を行う。

－ － 文部科学省

【継続】
国立国際医療センター AMR臨床リファレンスセンターにて、令和６年９月から12
月にかけてキャラクターを起用したポスター1種とリーフレット1種を新たに作成
の上公開するとともに、インフォグラフィックス及び一部のポスター、リーフ
レットの内容を見直し、更新した。
ポスター、リーフレット、ブックレットの一部は印刷版を作成し、希望に応じて
全国の自治体、病院、薬局、教育機関などに配布した。地域の関連イベントにも
提供して参加者に配布した。

JIHSにおいて、11月の薬剤耐性
(AMR)対策推進月間に合わせた
キャンペーンを中心に引き続き
ツールを作成し、普及啓発を図っ
ていく。

【継続】
ウェブサイトを運営し、一般向け及び医療従事者向けの情報提供を行っている。
ウェブサイトのトップページの内容を見直し、新しいデザインに更新した。メ
ディアを通じた一般向けの情報発信としてニュースレターやプレスリリースを８
件作成し、ウェブサイトにも掲載した。

JIHSにおいて、引き続きウェブサ
イトの充実を図り、信頼度の高い
情報提供を行う。

【継続】
「AMR対策の教育啓発に関する研究」また、11月のAMR対策推進月間前に、毎年一
般国民の意識調査をインターネットで調査し、抗菌薬意識調査レポートの形でま
とめ、AMR臨床リファレンスセンターの情報サイトに掲載した(令和６年９月公
開）。

JIHSにおいて、引き続き「抗菌薬
意識調査レポート」による意識調
査を実施する。

厚生労働省AMRに関する臨床情報センター事
業:387百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業:387百万円の内数

■国民全体に向けた施策

国立国際医療研究センター AMR臨床リファレンスセンターにて以下
の取組を実施
・令和７年３月現在、動画９種（インフォグラフィック動画３種を
含む。）、ポスター11種、リーフレット５種、ブックレット２種、
カレンダー1種、インフォグラフィック静止画10種を作成し、配布し
ている。

・ウェブサイトを運営している（平成29年９月開設）。ソーシャ
ル・ネットワーキング・サービス（SNS）やメディアを通じた情報発
信を行っている。

・平成29年～令和５年までに７回、一般国民の意識調査を実施し、
「抗菌薬意識調査レポートとして調査結果を報告書にまとめて公表
している。
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・普及啓発ツールの作成・配布
- リーフレットを作成し、ウェブサイト、業界誌に掲載。（平成28
～30年、令和３年）
- ポスターやノベルティを作成し、普及啓発イベント等で掲示や配
布。（平成28～30年、令和４年）

・基盤（ウェブサイト）の運営、SNSやメディアを通じた情報発信
- WEBを充実（平成28、29年度、令和元～４年）
- SNSによる発信（平成29、30、令和２～４年）

・普及啓発イベントの実施
- 消費者の部屋に出展し、上記普及啓発ツールを配布・掲示等を
行った。（令和４年）
- 動物感謝デーに出展し、上記普及啓発ツールを配布・掲示等を
行った。（令和４年）
- シンポジウムを開催し、抗菌薬の適正使用の必要性等の普及啓発
を行った。（平成30～令和３年）

【継続】
・抗菌薬の適正使用をよびかけるノベルティを作製し、イベント等で配布した。

・薬剤耐性対策について、分かりやすいウェブサイトに更新するとともに、適
宜、SNS発信にて伴侶動物の飼養者に対し、抗菌薬を飲みきること、獣医師の指示
を守ることを呼びかけた。

・消費者の部屋及び動物感謝デーに出展し、抗菌薬の適正使用を呼びかけた。

・適正使用等を呼びかける普及啓
発ツールを作成・配布する。

・適宜、ウェブサイトを更新す
る。

・SNS発信で適正使用等を呼びか
ける。

・消費者の部屋及び動物感謝デー
に出展し、抗菌薬の適正使用等を
呼びかける。

生産資材安全確保対策事業：203
百万円の一部を用いて普及啓発
ツールの作成・配布、イベントの
出展を実施した。

生産資材安全確保対策事業：209
百万円の一部を用いて普及啓発
ツールの作成・配布、イベントの
出展を実施予定。

農林水産省

・薬剤耐性（AMR）に関する認知度向上などを図るため、子供とその
保護者を対象とした参加型のイベントを開催（令和５年度）

-
※令和６年度においては対象を特定層としなかったため、取組内容は■国民全体
に向けた施策に記載

対象を明確化したうえで、薬剤耐
性（AMR）対策推進月間を中心に
イベントの実施や普及啓発資材の
提供等を行う

（■国民全体に向けた施策に記
載）

国際感染症対策普及啓発事業：17
百万円

内閣官房内閣感染症
危機管理統括庁

外務省海外安全ホームページ等において、AMRに関する感染症広域情
報を発出し、在外邦人等に対して情報提供を行っている。

【継続】
外務省海外安全ホームページ等において、AMRに関する感染症広域情報を引き続き
掲載し、在外邦人等に対して情報提供を行った。

引き続き、厚生労働省と協力しな
がら、外務省海外安全ホームペー
ジ等を通じて適宜適切な情報提供
に努める。

－ － 外務省
厚生労働省

感染症対策及び医薬品を正しく使用することの必要性に関する教育
を推進するため、学習指導要領に基づき、感染症の予防及び医薬品
の正しい使用について指導することとしている。また、中学生向け
に感染症など、高校生向けに感染症及び医薬品の適正使用などの健
康課題について総合的に解説した啓発教材を文部科学省ウェブサイ
トに掲載するとともに、その活用を促した。

【継続】
感染症対策及び医薬品を正しく使用することの必要性に関する教育を推進するた
め、学習指導要領に基づき、感染症の予防及び医薬品の正しい使用について指導
することとしている。また、中学生向けに感染症など、高校生向けに感染症及び
医薬品の適正使用などの健康課題について総合的に解説した啓発教材を文部科学
省ウェブサイトに掲載するとともに、その活用を促した。

引き続き、感染症対策及び医薬品
を正しく使用することの必要性に
関する教育を推進する。

－ － 文部科学省

【継続】
・令和６年３月時点で動画９種、ポスター11種、リーフレット5種、ブックレット
２種、カレンダー1種、インフォグラフィック静止画10種を公開しており、また令
和６年９月から12月にかけてキャラクターを起用したポスター1種とリーフレット
1種を公開した。一部のポスター、リーフレットの内容を見直し、更新した。ま
た、インフォグラフィクスは全体的に内容を見直し、刷新した。ポスター、リー
フレット、ブックレットの一部は印刷版を作成した。またリーフレット１種を見
直し、更新した。

・「抗微生物薬適正使用の手引き　第3版」ダイジェスト版のブックレット版を、
日本医師会の協力のもと、医師会会員宛てに配布した（132,588部）。

・これらの資材を希望に応じ全国の自治体、病院、薬局に提供した（計379,288
件）。

・小さな子どもやその親、薬局への来局者を対象にキャンペーンに合わせて人気
TVアニメのキャラクターを使用したリーフレットやクリアファイルやシールを作
成し、全国の薬局など760施設で配布した。

・入院・外来患者向けに、WHO手指衛生キャンペーンのポスター（日本語版）作成
に協力した。

JIHSにおいて、11月の薬剤耐性
(AMR)対策推進月間に合わせた
キャンペーンを中心に引き続き
ツールを作成し、普及啓発を図っ
ていく。

厚生労働省

【継続】
抗菌薬適正使用に関するポスター・リーフレットなどの資材を薬剤耐性(AMR)に関
連する企業、医療・動物衛生・食品衛生に関する学術団体に提供し、自主的な活
動を促した。AMR対策の優良取り組み事例として、ウェブサイトで動物用抗菌剤研
究会や日本製薬工業協会のAMR対策活動を紹介した。

JIHSにおいて、各職能団体や学術
団体との共同活動を通じ、自主的
な活動を推進する。普及啓発活動
について企業、学術団体及び行政
とで共同で行う枠組みの成立の可
否を検討する。

厚生労働省

【継続】
厚生科学審議会感染症部会の薬剤(AMR)等に関する小委員会等で、薬剤耐性
（AMR）アクションプランの進捗および薬剤耐性緑膿菌（MDRP）感染症の名称及び
届出基準の変更について、専門家及び関係団体との意見交換を実施。

引き続き「薬剤(AMR)等に関する
小委員会」等で、薬剤耐性の関係
団体とAMR対策の専門的・技術的
事項について議論を継続し、本ア
クションプランの実行を確実なも
のとする。

厚生労働省

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万円の内数

■特定層に向けた施策

・AMR対策・抗菌薬適正使用に関する医療関係者向けの動画、ポス
ター、リーフレット、ブックレット、カレンダー、インフォグラ
フィック（静止画・動画）をAMR臨床リファレンスセンターのウェブ
サイトにて公開中。全国の自治体、病院、薬局からの希望に応じて
動画ファイルやポスター、リーフレット、ブックレットを提供して
いる。
とくに、入院・外来患者向けには、WHO手指衛生キャンペーンのポス
ター（日本語版）の作成協力を行ったほか、小さな子どもやその
親、薬局への来局者を対象に、キャンペーンに合わせて人気アニメ
のキャラクターを使用したリーフレット等を作成し、配布した。

・米国 CDCの発行している「病院における抗菌薬適正使用支援のコ
ア・エレメント」を翻訳し、ウェブページ上に公開している。

・「薬剤(AMR)等に関する小委員会」を通じて、薬剤耐性対策に関連
する専門家及び関係団体との議論を継続している。
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・畜水産関連の生産者団体、動物用医薬品等生産資材の関連団体、
獣医師会等に対し、薬剤耐性対策普及啓発活動への協力を依頼する
通知を発出。（平成28年～）
・畜水産関連の生産者団体、動物用医薬品等生産資材の関連団体、
獣医師会等に対し、薬剤耐性対策の推進に係る意見交換を実施。
（平成28年～）
・抗菌剤の慎重使用の徹底に関するリーフレットを作成し、配布。
（平成28年～）
・抗菌剤の慎重使用に係る優良事例を収集し、動画等で紹介。（平
成29年度）
・雑誌への寄稿や講演による普及啓発の実施。（平成28年～）
・動物分野の薬剤耐性対策への理解を深めるためのシンポジウムを
開催。（平成29～３年）
・デジタルサイネージに掲載する広告として、愛玩動物飼養者に向
けたアニメーション動画を作成し、診療施設内広報に使用するほ
か、省来訪者への薬剤耐性対策の普及啓発に活用。（令和３、４
年）
・生産者向け動画の作成（令和２、４年）
・生産者、獣医師、伴侶動物飼養者を対象とした薬剤耐性（AMR）に
関する認知度調査を実施。（令和５年）

【継続】
・畜水産関連の生産者団体、動物用医薬品等生産資材の関連団体、獣医師会等に
対し、薬剤耐性対策普及啓発活動への協力を依頼する通知を発出。

・畜水産関連の生産者団体等に対し、薬剤耐性対策の推進に係る意見交換を実
施。

・薬剤耐性対策への理解醸成のためのミニセミナーを７回開催し、開催後一定期
間参加希望者向けに公開。

【新規】
・新たに抗菌性飼料添加物の使用実態等について、アンケート及びヒアリング調
査を実施。

・引き続き、畜水産関連の団体等
に対し、普及啓発活動への協力依
頼、薬剤耐性対策の推進に係る意
見交換を実施する。

・セミナーを開催し、普及啓発を
実施。

・抗菌性飼料添加物の使用実態等
調査を実施。

生産資材安全確保対策事業：203
百万円の一部を用いて、普及啓発
に係るセミナー、抗菌性飼料添加
物の使用実態等調査を実施した。

生産資材安全確保対策事業：209
百万円の一部を用いて、普及啓発
に係るセミナー、動画作成、抗菌
性飼料添加物の使用実態等調査を
実施予定。

農林水産省

・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁
薬剤耐性（AMR）臨床リファレンスセンターによって行われる一般国
民のアンケート調査にて、「『抗菌薬･抗生物質はかぜに効く』は間
違いである｣と正しく回答した人の割合

25.9%（令和６年７月時点） 厚生労働省

農林水産省による獣医師、生産者、愛玩動物飼養者を対象とした
ウェブアンケート調査結果において、薬剤耐性対策アクションプラ
ンを名前は知っている、内容を説明できるに回答した割合。

<参考>
令和５年度（令和６年３月時点）：
　産業動物臨床獣医師： 73.3％
　小動物臨床獣医師： 66.6％
　生産者： 26.1％
　愛玩動物飼養者：　6.8％

農林水産省

作成した普及啓発資材の配布数の合計 100件 内閣官房内閣感染症
危機管理統括庁

作製した普及啓発ツール（キャンペーン配布分を含む）の配布数 379,288件配布 厚生労働省

動画再生数 生産現場における抗菌剤の慎重使用に関する優良事例動画:1,730回
獣医学生向け普及啓発動画：390回
愛玩動物の飼い主向け普及啓発動画:155回
愛玩動物の飼い主向け普及啓発動画（3分ver）:115回

農林水産省

普及啓発ツール閲覧数 ポスター
・薬剤耐性菌のリスク低減　動物用抗菌剤の「責任ある慎重使用」を進めるため
に：1,655回

ガイドブック
・牛呼吸器病（BRDC）における抗菌剤治療ガイドブック：1,954回
・豚呼吸器病（PRDC）における抗菌剤治療ガイドブック：1,596回
・牛乳房炎抗菌剤治療ガイドブック：549回
・愛玩動物における抗菌薬の慎重使用の手引き2020-：4,205回
・抗菌薬を使う前に-便利ツール-：1,884回

農林水産省

内閣感染症危機管理統括庁YouTubeチャンネルにて公開しているAMR
関係動画の合計再生数

約4,100回 内閣官房内閣感染症
危機管理統括庁

内閣府食品安全委員会公式Facebook
（https://www.facebook.com/cao.fscj）において、薬剤耐性
（AMR）対策推進月間中に投稿した、薬剤耐性菌に関する記事の閲覧
数※
※Facebookから入手可能な、投稿から3週間後までのリーチ数とす
る。投稿が複数ある場合、最も高い数値を記載する。

5,164件　（※）
※Facebookから入手可能な、投稿から3週間後までのリーチ数とし、期間内の投稿
のうち、最も高い数値を記載した。

内閣府食品安全委員
会

薬剤耐性（AMR）対策推進月間における文部科学省公式X（旧
Twitter）の推進月間の告知に関する投稿の閲覧数

7,270件(令和６年11月１日～11月30日) 文部科学省

・引き続き、11月のAMR対策推進月間に合わせたキャンペーンを中心に普及啓発を図っていく。

・AMR臨床リファレンスセンターのホームページを通じて国民に広くAMRを周知する。

10,000回

次回の認知度調査で回答が上がるよう、SNS等の発信を増やす。

講演やSNS等で抗菌薬の慎重使用に関する普及啓発ツールやウェブサイトの閲覧を誘導していく。

引き続き、11月の薬剤耐性（AMR）対策推進月間に合わせたキャンペーンを中心にツールを作成し、普
及啓発を図っていく。

薬剤耐性（AMR）普及啓発ツー
ルの配布数

1,000件

薬剤耐性菌に関するリスク評価内容や関連情報について、SNSやホームページ等を通じた国民にわかり
やすい情報提供を積極的に行い、国民の薬剤耐性に関する知識や理解の促進に役立てる。

引き続き、SNSでの情報発信を行うことで、国民に対しAMRに関する情報提供を行う。

薬剤耐性（AMR）の認知度、理
解度

講演やSNS等で抗菌薬の慎重使用に関する普及啓発ツールやウェブサイトの閲覧を誘導していくほか、
普及啓発ツールの見直しを行う。
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AMR臨床リファレンスセンターのAMR対策啓発サイト「かしこく治し
て、明日につなぐ～抗菌薬を上手に使ってAMR対策～」の閲覧数、お
よび啓発ツールのダウンロード数

令和６年度閲覧数　911,943 PV及びダウンロード数 合計55,079回
（参考）
令和５年度閲覧数　1,182,917 PV及びダウンロード数 合計47,830回

厚生労働省

厚生労働省の薬剤耐性に関するウェブサイト（※）の閲覧数
※以下のサイト：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120172.h
tml

152,421 PV（月平均12,702 PV） 厚生労働省

農林水産省の薬剤耐性に関するウェブサイト（※）閲覧数
※以下のサイト：
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/torikumi.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/240328.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/240328_5.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/240328_6.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/240328_7.html

23,901PV（月平均1,992PV) 農林水産省

農林水産省動物医薬品検査所の薬剤耐性に関するウェブサイト
（※）閲覧数
※以下のサイト
https://www.maff.go.jp/nval/yakuzai/yakuzai_p1.html
https://www.maff.go.jp/nval/yakuzai/yakuzai_p2.html
https://www.maff.go.jp/nval/yakuzai/yakuzai_p3.html
https://www.maff.go.jp/nval/yakuzai/yakuzai_p4.html
https://www.maff.go.jp/nval/yakuzai/yakuzai_p5.html
https://www.maff.go.jp/nval/yakuzai/yakuzai_p9.html
https://www.maff.go.jp/nval/yakuzai/yakuzai_p6.html
https://www.maff.go.jp/nval/yakuzai/koenshiryo/index

28,660PV（月平均2,388PV） 農林水産省

引き続き、ヒト分野でのAMR対策の情報をウェブサイトで発信する。

講演やSNS等で抗菌薬の慎重使用に関する普及啓発ツールやウェブサイトの閲覧を誘導していく。

引き続き、11月のAMR対策推進月間に合わせたキャンペーンを中心にツールを作成し、普及啓発を図っ
ていく。

講演やSNS等で抗菌薬の慎重使用に関する普及啓発ツールやウェブサイトの閲覧を誘導していく。

薬剤耐性（AMR）情報提供基盤
（ウェブサイト）、ソーシャ
ル・ネットワーキング・サー
ビス（SNS）の閲覧数
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戦略（1.2）関連分野の専門職等に対する薬剤耐性に関する教育、研修の推進

・取組について

取組 これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁
医学教育、歯学教育、薬学教育、看護学教育のモデル・コア・カリ
キュラムにおいて、「薬剤耐性」に関する内容を記載し、各大学に
おいてこれらを踏まえた医学教育を実施。
獣医学教育モデル・コア・カリキュラム（令和元年度改訂）におい
ても、「薬剤耐性」に関する内容を記載し、各大学における「薬剤
耐性」に関する教育の実施を推進。

【継続】
医学教育、歯学教育、薬学教育においては、モデル・コア・カリキュラムに「薬
剤耐性」に関する内容を記載しており、国公立大学薬学部長会議や私立薬科大学
協会総会において、「薬剤耐性」に関する教育が充実されるよう各大学への周知
を実施。
看護学教育においては、モデル・コア・カリキュラムを改訂し、現行のモデル・
コア・カリキュラムに引き続き「薬剤耐性」に関する内容を記載。
獣医学教育モデル・コア・カリキュラム（令和元年度改訂）においても、「薬剤
耐性」に関する内容を記載し、各大学における「薬剤耐性」に関する教育の実施
を推進。

医学教育、歯学教育、薬学教育に
ついては、モデル・コア・カリ
キュラムに基づき、「薬剤耐性」
に関する教育が充実されるよう各
大学への周知を実施。
看護学教育については、改訂され
たモデル・コア・カリキュラムが
適用される令和８年度以降も、
「薬剤耐性」に関する教育が充実
されるよう各大学への周知を実
施。
令和８年度からも改定された獣医
学教育モデル・コア・カリキュラ
ムにおいて、引き続き「薬剤耐
性」に関する教育が実施されるよ
う検討。

－ － 文部科学省

医療関係者を目指す学生に対して、基礎教育等における薬剤耐性
(AMR)、感染予防・管理(IPC)及び抗微生物剤の適正使用(AMS)に関し
て関係機関における教育活動を推進した。
臨床検査技師養成課程において、感染管理等を含めた全体的な見直
しが行われ、令和３年にカリキュラムの改正が行われた。

【継続】
令和4年度から適用された臨床検査技師養成課程の新カリキュラムに基づいて、感
染予防・管理（IPC）等の教育を実施した。

改正後のカリキュラムに基づい
て、臨床検査技師養成課程におい
て感染予防・管理（IPC）等に関
する教育を実施する。

－ － 厚生労働省

介護福祉関係者を目指す学生に対して、基礎教育等における薬剤耐
性(AMR)、感染予防・管理(IPC)及び抗微生物剤の適正使用(AMS)に関
して関係機関における教育活動を推進

【継続】
令和元年度から導入された介護福祉士養成課程の新カリキュラムに基づいて、薬
剤耐性及び感染予防の知識や対策等を学んだことを確認した。

引き続き、介護福祉士養成課程に
おいて、薬剤耐性及び感染予防の
知識や対策等に関する教育を実施
する。

－ － 厚生労働省

・インターンで獣医系学生を受け入れ、薬剤耐性対策の必要性、取
組についての講義や薬剤感受性試験についての実習を実施。（平成
28年～）
・獣医学生向けの教育を予定している民間団体に対し、配布資料へ
の助言を行った。（平成29年）
・獣医学生向けに、動画やスライドを用いた普及啓発講義を実施
（令和２年～）

【継続】
・インターン生を７名受け入れ、講義や実習を実施した。
・獣医学生向け講義資料を見直すとともに、14大学に対し講義を実施又は講義資
料を提供した。また、講義の効果をウェブアンケートで把握した。
・新たに、水産系の1大学での講義を実施した。

・引き続き、インターン生を受け
入れ、薬剤耐性対策に関する講義
や実習を実施する。
・理解度が進むよう、獣医学生向
け講義資料見直す。
・新たに令和７年度より、畜産や
獣医療にかかわる者への講義を増
やす。

－ － 農林水産省

①医師国家試験においては、平成24年度（平成25年2月）より「多剤
耐性菌」の項目の記載を具体化・追加した出題基準を適用した医師
の国家試験を実施しており、平成29年度（平成30年2月）からは項目
名を「薬剤耐性＜AMR＞」の記載とした新たな出題基準を適用してお
り、同様の記載がある令和６年版出題基準を令和４年度に作成し
た。

②歯科医師国家試験においては、平成29年度（平成30年2月）より
「抗菌薬の適正使用<AMS>と薬剤耐性<AMR>」の項目の記載を具体
化・追加した出題基準を適用した歯科医師の国家試験を実施してい
る。

③保健師助産師看護師国家試験においては、平成26年2月から「薬剤
耐性菌」の項目を追加した出題基準を適用した看護師国家試験を実
施しており、平成30年2月からは項目名を「薬剤耐性＜AMR＞対策」
や「薬剤耐性＜AMR＞（多剤耐性菌）」等と具体化・追加した出題基
準を適用し、保健師・助産師・看護師の国家試験を実施している。

④薬剤師国家試験においては、平成28年度に改訂した出題基準に
て、「薬剤耐性菌及び薬剤耐性化機構について説明できる」や「薬
剤耐性菌による院内感染について、予防方法、薬物治療等を説明で
きる」など、項目の記載を具体化済みであり、令和２年度から当該
出題基準を適用した薬剤師国家試験を実施している。

【継続】
①医師については、当該出題基準を適用した国家試験を実施した。

②歯科医師については、当該出題基準を適用した国家試験を実施した。

③保健師・助産師・看護師については、当該出題基準を適用した国家試験を実施
した。

④薬剤師については、当該出題基準を適用した国家試験を実施した。

①医師については、引き続き当該
出題基準を適用した国家試験を実
施する。

②歯科医師については、引き続き
当該出題基準を適用した国家試験
を実施する。

③保健師・助産師・看護師につい
ては、引き続き当該出題基準を適
用した国家試験を実施する。

④薬剤師については、引き続き当
該出題基準を適用した国家試験を
実施する。

－ － 厚生労働省

介護福祉関係の国家試験の出題基準に薬剤耐性（AMR）、感染予防・
管理(IPC)及び抗微生物剤の適正使用(AMS)に関する項目の設定・継
続

【継続】
令和４年度から実施している介護福祉士養成課程の新カリキュラムに対応した国
家試験について、出題基準において出題内容の例示として薬剤耐性及び感染予防
を明記した。

引き続き、当該出題基準を適用し
た国家試験を実施する。

－ － 厚生労働省

■ 国家資格試験

■　卒前教育
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愛玩動物看護師国家試験では、出題基準（令和４年策定）に「One
Healthと獣医療」や「薬物動態（吸収、分布、代謝、排泄）、半減
期、耐性」が定められており、当該出題基準のもと愛玩動物看護師
国家試験が令和４年度から実施されている。

【継続】
愛玩動物看護師国家試験について、令和４年に策定された出題基準の下、試験を
実施した。（令和７年２月）

愛玩動物看護師の国家試験につい
ては、引き続き当該出題基準を適
用した国家試験を実施する。

－ － 農林水産省
環境省

獣医師国家試験では、出題基準（平成26年改正）に①「感染症とそ
の対策」における「薬剤耐性菌の出現とその抑制法」や②「抗菌薬
治療の基本」における「薬剤感受性」、「多剤耐性と交差耐性」が
定められており、当該出題基準が適用された獣医師国家試験が平成
27年度から農林水産大臣の監督の下実施されている。

【継続】
獣医師国家試験について、平成27年度から適用された出題基準の下、試験を実施
した。（令和７年２月）

獣医師の国家試験については、引
き続き当該出題基準を適用した国
家試験が適切に実施されるよう監
督する。

－ － 農林水産省

医師臨床研修制度への抗微生物薬適正使用(AMS)等に関する教育の実
施（戦略4.1と連携）

【継続】
令和２年度から適用の臨床研修の到達目標、方略及び評価に薬剤耐性菌対策を含
む項目等を盛り込んだ医師臨床研修を行った。

引き続き、令和２年度から適用の
臨床研修の到達目標、方略及び評
価を踏まえた医師臨床研修を行
う。

－ － 厚生労働省

歯科医師臨床研修制度への抗微生物薬適正使用(AMS)等に関する教育
の実施（戦略4.1と連携）

【継続】
令和３年４月施行の歯科医師臨床研修制度の改正において、新たな到達目標に、
「医療の最新動向（薬剤耐性菌等を含む。）を把握する。」を位置づけた歯科医
師臨床研修を行った。

引き続き、当該到達目標を踏まえ
た歯科医師臨床研修を行う。

－ － 厚生労働省

薬剤師の卒後臨床研修における薬剤耐性（AMR）、感染予防・管理
(IPC)及び抗微生物薬適正使用(AMS)に関して標準化された研修プロ
グラムの開発、導入

【継続】
IPCやAMS等の感染制御項目を必修としている「薬剤師臨床研修ガイドライン」
（令和６年３月公表）の効果的な社会実装に向けて、薬剤師臨床研修実施要領お
よび研修者を募集する際に使用するフォーマットを作成し、研修の手引き等の研
修資材を作成した。

引き続き関係団体に開発された研
修プログラムの推進に向けた検討
を行う。

－ － 厚生労働省

医師、歯科医師、薬剤師以外の医療関係者、医療関係者以外の医療
機関で働く者を対象とした卒後導入研修における感染予防・管理
（IPC）等に関するセミナー開催やeラーニング構築等の研修プログ
ラムの開発

【継続】
セミナー開催やeラーニング構築を通じて研修プログラムの開発を行った。また、
感染症教育コンソーシアムコアメンバー会議において研修プログラムの必要性や
内容について議論を行った。

JIHSにおいて、研修プログラムを
開発してセミナーやeラーニング
で活用する。卒後導入研修におけ
るeラーニングの活用などを全国
の病院に呼びかけていく。

また、研修プログラムの必要性や
内容の見直しなどについては、引
き続き感染症教育コンソーシアム
にて議論を行う。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万円の内数
AMRに係る普及啓発経費 ４百万円
の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万円の内数
AMRに係る普及啓発経費 ４百万円
の内数

厚生労働省

・都道府県の家畜防疫員を対象とした研修会を実施（平成28年～）
・都道府県の魚類防疫員等を対象とした研修会を実施（平成29年
～）
・臨床獣医師、畜産関係者等を対象とした講演等を実施（平成28年
～）
・抗菌剤の慎重使用の考え方や薬剤感受性試験の手技を説明するe
ラーニング教材を作製し、WEBサイトに掲載した。（平成29年）
・動物分野の薬剤耐性対策への理解を深めるためのシンポジウムを
開催。（平成29～令和３年）

【継続】
・都道府県の家畜防疫員を対象とした研修会を５回実施した。
・都道府県の魚類防疫員等を対象とした研修会を１回実施した。
・臨床獣医師、畜産関係者等を対象とした薬剤耐性対策についての講演等を30回
実施した。

引き続き、都道府県の家畜防疫
員、魚類防疫員等を対象とした研
修会を開催予定。

・消費・安全対策交付金のうち、
家畜衛生の推進（ソフト）：
1,720百万円の一部を用いて、都
道府県の家畜防疫員を対象とした
研修を実施。

・生産資材安全確保対策事業：
203百万円の一部を用いて、都道
府県の魚類防疫員等を対象とした
研修を実施。

・消費・安全対策交付金のうち、
家畜衛生の推進（ソフト）：
1,896百万円の一部を用いて、都
道府県の家畜防疫員を対象とした
研修を実施予定。

・生産資材安全確保対策事業：
209百万円の一部を用いて、都道
府県の魚類防疫員等を対象とした
研修を実施予定。

農林水産省

【継続】
・医療関係者を対象としオンラインあるいはハイブリッド形式で、抗微生物薬適
正使用や感染対策に関する研修プログラムを提供するものを７回開催した。さら
に、日本歯科医師会と共催で歯科医療従事者対象のセミナーをオンライン開催
し、eラーニングとして掲載した。また、日本外来小児科学会学術集会に合わせて
小児をテーマとしたセミナーを開催した。また、薬局薬剤師むけのオンラインセ
ミナーを開催した。AMR臨床リファレンスセンターのウェブサイトのeラーニング
の充実を図った。

・医療関係者向けのセミナーは職種を問わない形で開催し、事務職など医療職以
外の職種にも参加を促した。

JIHSにおいて、セミナーは全国の
医療従事者に参加してもらうため
にオンライン開催を中心に行い、
必要に応じて現地開催との併用、
現地開催のみの形式も検討する。
またeラーニングコンテンツの充
実を図り、YouTubeなど他の動画
プラットフォームでも視聴可能な
動画コンテンツを準備する。

【継続】
J-SIPHE活用Webセミナーを実施し、薬剤感受性表の活用法について、周知した。

JIHSにおいて、引き続き、J-
SIPHE活用Webセミナーを実施し、
薬剤感受性表の活用法について、
周知する。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万円の内数

厚生労働省医療関係者、医療関係者以外の医療機関で働く者を対象として以下
を実施
・抗微生物薬適正使用や感染対策に関する研修プログラムの提供
・関連学会とのセミナーを共催

自治体担当者を対象として以下を実施
・グループワークのためのシナリオ教材の開発
・講習会・研修会の開催

 

■ 卒後教育・研修
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資料２－２

【継続】
医療関係者向け（医療職以外も含む）のセミナーを開催し、地域医師会をはじめ
感染症教育コンソーシアムコアメンバー会議に参加している職能団体、学会の後
援を得るなど、各種団体を通じての広報を行った。

JIHSにおいて、セミナーの開催や
eラーニングシステムについて引
き続き職能団体や各種学会に情報
提供し、参加を促していく。

【継続】
日本歯科医師会、日本薬剤師会、小児薬物療法研究会、日本小児感染症学会、全
国保健所長会などの専門家集団との共催でセミナーを開催した。また、日本薬剤
師会の協力を得て、一般国民向けの配布事業を実施し、薬局薬剤師の資質向上を
図った。

JIHSにおいて、引き続き職能団体
や各種専門学会と連携して教育研
修を行っていく。

【継続】
・全国保健所長会協力事業AMR対策等推進事業班と協力し、保健所職員のAMR対策
に関する知識の底上げを目指したオンラインセミナーを開催し、グループワーク
のためのシナリオ教材を開発した。

・自治体で開催するセミナーについて、全国保健所長会協力事業AMR対策等推進事
業班から全国に広報を行った。

・全国保健所長会協力事業の新型コロナウイルス対策等推進事業班と協力し、保
健所職員のAMR対策に関する知識の底上げを目指したオンラインセミナーを開催し
た。また国立保健医療科学院の自治体担当者を対象とした「感染症集団発生対策
研修」を開催した。

JIHSにおいて、以下を実施
・保健所が地域感染症ネットワー
ク構築や連携に寄与することを目
指し、保健所職員の資質向上を目
的としたオンライン研修会を企
画、実施する。
・研修プログラムと広報の充実を
図る。

感染症に関する医療領域の団体・学会、資格認定機関等による認定
資格を有する者又は資格取得を目指す者に対して以下を実施
・感染症教育コンソーシアムを通じた意見交換の開催
・歯科医師会の生涯教育制についてeラーニングを作成
・医療疫学講習会の開催

上記以外の医師、歯科医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師に対し
て以下を実施
・感染症教育コンソーシアムを通じた意見交換の開催

【継続】
・感染症教育コンソーシアムを通じて職能団体や各種学会との意見交換を行っ
た。

・歯科医師会の生涯教育制度のeラーニングを作成し、掲載した。

・AMR臨床リファレンスセンターが、国立感染症研究所との共催で医療疫学講習会
を開催し、118名が参加した。

JIHSにおいて、以下を実施
・感染症教育コンソーシアムを通
して引き続き検討や働きかけを進
めていく。日本専門医機構による
新専門医制度との整合性について
調査を進める。
・令和７年度も、オンラインにて
医療疫学講習会を行う。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万円の内数

厚生労働省

・都道府県の家畜防疫員を対象とした研修会を実施（平成28年～）
・都道府県の魚類防疫員等を対象とした研修会を実施（平成29年
～）
・臨床獣医師、畜産関係者等を対象とした講演等を実施（平成28年
～）
・臨床獣医師を対象に、ガイドブックや手引きを作成し、配布（平
成30年～）
・獣医師、生産者を対象としたAMRに関する動画をウェブサイトで公
開（平成30年～）

【継続】
・抗菌薬の適正使用に関するノベルティを作成し、愛玩動物診療施設171施設で配
布。
・都道府県の家畜防疫員を対象とした研修会を５回実施した。
・都道府県の魚類防疫員等を対象とした研修会を１回実施した。
・愛玩動物における抗菌薬の慎重使用の手引きを日本獣医学会で配布。
・臨床獣医師、畜産関係者等を対象とした薬剤耐性対策についての講演等を30回
実施した。

・引き続き、愛玩動物診療施設に
対し、ノベルティを配布。
・引き続き、都道府県の家畜防疫
員、魚類防疫員等を対象とした研
修会を開催予定。
・魚類防疫士養成研修の１講義に
おいて、水産リスト獣医師、動物
用医薬品メーカー、動物用医薬品
ディーラーに聴講対象を拡大し、
AMR特論講義を実施予定。

・消費・安全対策交付金のうち、
家畜衛生の推進（ソフト）：
1,720百万円の一部を用いて、都
道府県の家畜防疫員を対象とした
研修を実施。
・生産資材安全確保対策事業：
203百万円の一部を用いて、ノベ
ルティの製作・配布、都道府県の
魚類防疫員等を対象とした研修を
実施。

・消費・安全対策交付金のうち、
家畜衛生の推進（ソフト）：
1,896百万円の一部を用いて、都
道府県の家畜防疫員を対象とした
研修を実施予定。
・生産資材安全確保対策事業：
209百万円の一部を用いて、ノベ
ルティの製作・配布、都道府県の
魚類防疫員等を対象とした研修を
実施予定。
・水産防疫対策事業委託費：72百
万円の一部を用いて、魚類防疫士
養成研修を実施予定。

農林水産省

・医療、介護福祉、食品等の各分野の専門家による感染症教育専門
家ネットワーク（「感染症教育コンソーシアム」）の設立と運用

・医療関係者、介護福祉関係者、地方自治体職員向けの教育資材の
作成と提供および優良事例の周知

【継続】
・医療分野の専門家による感染症教育コンソーシアムにおいて、専門家に呼びか
けてAMR対策サポーターとして登録してもらい、必要に応じて専門家を派遣できる
体制を整えた。

・AMR臨床リファレンスセンター情報・教育支援室において一般国民、医療従事者
向けの各種資材を作成するとともに、相談に対応している。また、各地の優良事
例をまとめてウェブサイト上に公開した。「列島縦断AMR対策事例紹介シリーズ」
https://amr.ncgm.go.jp/case-study/

JIHSにおいて、以下を実施
・感染症教育コンソーシアムを構
成する職能団体・専門団体との協
力関係を継続し、コンソーシアム
による活動の充実を図る。
・資材作成及び優良事例の紹介を
継続する。問い合わせ対応につい
ても継続する。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万円の内数

厚生労働省

・薬剤耐性対策推進に関する動画、ガイドブックや手引きをウェブ
サイトで公開（平成28年度～）

【継続】
・薬剤耐性対策推進に関する動画、ガイドブックや手引きをウェブサイトで公開
した。

・引き続き、薬剤耐性対策推進に
関する動画をウェブサイトで公開
する。

- - 農林水産省

・評価指標

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁

■ 専門教育

■ 普及啓発・教育体制の確保

■ 生涯教育
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資料２－２

関連分野の専門職等に対する薬剤耐性に関する講習会、研修会、セ
ミナーの実施回数および参加者数。

・国立感染症研究所実地疫学専門家養成コース(FETP)の初期導入コース　（6週
間）：実施回数１回　参加者数22人
・IHEAT研修：実施回数２回　参加者数856人
・日本病院会「感染対策担当者のためのセミナー」：実施回数１回　参加者数247
人
　（同様の研修を上記以外に２回実施）
・AMR臨床リファレンスセンターにより下記を実施
　研修会：実施回数11回　参加者数2,828人
　今年度に公開されたAMRに関するセミナーの総動画視聴回数：3,397回

厚生労働省

・家畜防疫員を対象とした研修開催数
・魚類防疫員を対象とした研修開催数
・動物用医薬品メーカー向け研修開催数
・獣医系（水産系含む）大学での普及啓発講義参加大学数
・畜産関係団体等への講演数

・家畜防疫員を対象とした研修：５回
・魚類防疫員を対象とした研修：１回
・動物用医薬品メーカー向け研修：１回
・獣医系（水産系含む）大学での普及啓発講義参加大学数：15大学
・畜産関係団体等への講演数：30回

農林水産省

薬剤耐性（AMR）等に関する研
修履修を要件としている資格
数

薬剤耐性（AMR）等に関する研修履修を要件としている資格数 ５資格
・日本医師会生涯教育制度
・ICD制度
・日本歯科医師会生涯研修制度
・日本薬剤師研修センター「研修認定薬剤師」
・日本薬剤師研修センター「小児薬物療法認定薬剤師」

厚生労働省

・国立健康危機管理研究機構（JIHS）による実地疫学専門家養成コース(FETP)の4－5月開催の初期導入
コースでAMRアウトブレイク対応のオンライン講義を自治体担当者に提供し、対面参加者にはAMRアウト
ブレイク事例対応に関するケーススタディを提供する。7月に医療従事者向けに国立国際医療研究セン
ターと共催で医療疫学講習会を、8月に日本病院会のセミナーを、オンデマンドでIHEAT研修を行う。ま
た、自治体からの依頼に応じ、保健所職員向けにAMRに関する講義とケーススタディを実施する（実施
予定：北海道実施、茨城県、新潟市、鹿児島市）。

・ヒト分野については、引き続き、研修プログラムを開発してセミナーやeラーニングで活用する。ま
た、卒後導入研修や生涯教育におけるeラーニングの活用などを全国の病院・医療従事者に呼びかけ
る。

引き続き、研修プログラムを開発してセミナーやeラーニングで活用する。卒後導入研修や生涯教育に
おけるeラーニングの活用などを全国の病院に呼びかけていく。

講習会・研修会の種類・実績

薬剤耐性対策への理解醸成のため、積極的に講習や研修会等に対応していく。
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資料２－２

目標２　薬剤耐性及び抗微生物剤の使用量を継続的に監視し、薬剤耐性の変化や拡大の予兆を適確に把握する

戦略（2.1） 医療・介護分野における薬剤耐性に関する動向調査の強化

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁

【継続】
耐性結核について、AMED研究班により最新の薬剤耐性情報を更新し、結核登録者
情報調査の集計結果（年報）を公表した（令和６年８月27日）。また、ベダキリ
ン抵抗性（tolerance）を示唆するpckA 変異の症例を報告した。DeeplexMyc-TB
を用いた塗抹陽性検体からの直接アンプリコンディープシークエンスによる薬剤
耐性予測手法を導入した。WHOの結核菌遺伝子耐性変異データベース作成に参加
した。

結核研究所において、耐性結核菌株を収集し、表現型とゲノム変
異のカタログをアップデートする。Deeplex Myc-TB に加えて
Deeplex Myc-TB XLを導入し、検査精度の向上を目指す。また抗
酸菌塗抹陽性検体だけでなく、塗抹陰性検体での検出についても
方法論を検討中である。AMED研究班において多剤耐性結核菌の
サーベイランスを行い、それらのリンケージ解析を実施し、疫学
的拡がりを調査する。

【継続】
研究班を通して全国より1,228株の淋菌株を分離同定した。令和５年（2023年）
分離株に関しては、厚労省ならびにWHO GLASSへの情報提供した。国内分離株の
理解を深めるために分離株（1,051株）のゲノム疫学解析を充実させた。

JIHSにおいて、国内分離株の情報取集はAMED研究班で継続し、今
後も厚労省ならびにWHO GLASSへ報告する。ゲノム疫学解析を通
した国内・国外分離株の理解を深め、新たなセフトリアキソン耐
性株の出現時にも迅速な対応が出来る体制を整る。

【継続】
・精度管理として感染症発生動向調査で報告された薬剤耐性菌の届出誤りに対
し、報告自治体に届出修正を依頼し、届出基準の周知を図った。全数届出対象耐
性菌（CRE、VRE、MDRA）、定点把握対象疾患（MDRP、PRSP、MRSA）の疫学情報を
国立感染症研究所ホームページ上で公表した（令和7年3月公表）。IHEAT研修や
複数の地方自治体において、薬剤耐性菌の感染症発生動向調査に関する届出の注
意点について研修を実施した。

・感染症発生動向調査MDRP報告の評価から薬剤耐性緑膿菌のサーベイランスの在
り方を検討し論文として発表し、かつMDRPとカルバペネム耐性緑膿菌の分離患者
数を石川県で見積もり、国内における各耐性菌分離患者数の疾病負荷の推計に活
用した。

・自治体担当者を対象にした地方衛生研究所サーベイランス業務従事者研修で耐
性菌届出について周知した。地方衛生研究所の薬剤耐性菌検査担当者向けの実技
研修を実施するとともに陽性コントロールや研修資料を配布した。

・2023年の感染症発生動向調査の届出症例分離株から成るCRE病原体サーベイラ
ンスの暫定集計結果を含めた2017－2023年、7年間の動向についてIASR2025年2月
号で公表（令和７年２月25日公表）。

・JIHSにおいて、感染症発生動向調査の届出基準に合致していな
い報告への地方自治体を通じた医療機関への問い合わせという精
度管理を継続する。また、同調査の全数把握対象（CRE、VRE、
MDRA）と定点把握対象（MDRP、MRSA）の耐性菌感染症報告のまと
めを感染研ホームページ上で還元する。

・JIHSにおいて、引き続きCRE病原体サーベイランスの結果を公
表するとともにVRE等の病原体サーベイランス体制を整備する。

【継続】
中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンスを全国保健所長会の
地域保健総合推進事業の報告書一覧の薬剤耐性（AMR）対策等推進事業
http://www.phcd.jp/02/kenkyu/chiikihoken/pdf/2017_H29_02_3.pdf を通じて
保健所長に周知した。

JIHSにおいて、中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応
ガイダンスを自治体に継続して周知し、適切な感染管理について
情報提供を継続する。

【強化】
JANISの運用に関して、長らく使用しているCLSI2012基準に加え、最新のCLSI基
準も用いて公開情報を今後作成していくための準備を進めた。また、感染症法の
届け出基準改訂の根拠となるデータを整備した。
感染症発生動向調査におけるVRE感染症患者数とJANIS検査部門におけるVRE分離
患者数のデータを用い、VRE拡大の評価方法の検討を行った。

JIHSにおいて、JANIS検査部門データと感染症発生動向調査の
データを用いて、VREに関して国内における拡大評価の方法（評
価間隔と地理的単位）を検討する

【継続】
国立感染症研究所実地疫学専門家養成コース（FETP）で感染症発生動向調査で報
告されるAMR症例からピックアップを毎週行い、その事例のリスク評価を実施
し、ハイリスクと判断された事例は地方感染症情報センターに問い合わせを実施
している。令和５年度に翻訳したWPROのAMRアウトブレイク対応ガイダンスを国
立感染症研究所のサイトで公開（令和６年８月公開）し、リスク評価自体の周知
を進めた。

JIHSにおいて、引き続き、FETPによる事例のピックアップとリス
ク評価を実施する。VREに関して、新たに定めた基準で問い合わ
せを行った結果を日本環境感染学会で発表し、保健所などに、
JIHSによるFETPが実施しているAMR事例のリスク評価と還元に関
する流れを周知する。

【継続】
JANISに提出された令和５年のデータを検体別、年齢群別などの層別を行って、
都道府県別に集計して公開し、AMR臨床リファレンスセンターに提供し、AMRワン
ヘルスプラットフォーム（WEB)上で、主要菌の各抗菌薬に対する耐性率の分布を
日本地図の中で可視化できるようにした。

JIHSにおいて、今後も同様の集計行い、AMRワンヘルスプラット
フォーム（WEB）上での閲覧を可能にする。

【継続】
JANIS検査部門の診療所診療所版公開情報のデータを、年齢区分別に集計し、AMR
ワンへルスプラットフォームへの提供を開始した。

JIHSにおいて、検査会社の実状に即した検査材料別での集計を、
新たに血液由来大腸菌に注目して行うことで、キノロンおよび第
三世代セファロスポリンに耐性を示す菌の割合が診療所では
JANISの外来よりも有意に高いことを明らかにした研究の続編と
して、その後の平成31年（2019年）から令和５年（2023年）のト
レンドを分析する研究を進める。

JANISの運用およびデータ解析体制の構築を行い、以下についての
支援体制を構築できるよう強化を行った。
・薬剤耐性（AMR）ワンヘルスプラットフォームの運用
・WHO GLASSへの参加およびデータ登録体制の構築
・J-SIPHEおよび診療所版J-SIPHEの運用およびデータ解析体制の構
築（JANISとの連携を含む）
・薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書へのデータ提供
・JARBSの運用による耐性菌株の収集および解析（フィードバック
レポート　計６回）

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

厚生労働省

 

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

厚生労働省

■ 感染症発生動向調査の強化

・結核登録者情報調査の集計

・WHOの結核菌遺伝子耐性変異データベース作成への参加

・多剤耐性淋菌感染症調査の実施とWHOへ調査結果報告

・多剤耐性淋菌感染症は感染症法による対象疾患ではなく、現状で
は国内分離株の情報の蓄積が困難であるが、AMED班において本邦で
のこれら感染症の基礎的な情報を得ている。

・薬剤耐性淋菌の国内における同規模のサーベイランスは他では実
施されておらず、AMED班からの情報が実質的なナショナルサーベイ
ランスの情報となっている。

・全数届出対象耐性菌の疫学情報をWebサイトにて公表

・地方衛生研究所サーベイランス業務従事者研修の実施

・感染症発生動向調査における届出基準の周知

・中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンスの作
成

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数
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資料２－２

【継続】
WHO GLASSの仕様の大幅改定に関するWHOとの議論に参加した上で、WHOの要求に
応え、国立感染症研究所は、まず髄膜炎菌、チフス菌、パラチフスA菌について
薬剤感受性データを新たに提出した。

JIHSにおいて、GLASSが各国に主要な耐性遺伝子に関するサーベ
イランスデータ提出を求めるようになる見通し（GLASS2.0）であ
り、それに対応するための準備を進める。

【継続】
・病床を有する医療機関における薬剤耐性情報の可視化を行えるシステム「J-
SIPHE（Japan Surveillance for Infection Prevention and Healthcare
Epidemiology）」の構築・運営・改修を継続して行った。JANIS検査部門のサー
バー連携の強化によるJANISデータの有効活用を促進した。

・診療所における薬剤耐性情報の可視化を行えるシステムである診療所版J-
SIPHEにおいても、構築・運営・改修を継続して行った。JANIS検査部門のサー
バー連携の強化によるJANISデータの有効活用を促進した。

＜参考＞
・薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書に基づいたAMRの情報公開の場として
構築したウェブサイトを令和５年度に更新した。ワンヘルスに関わるAMR、AMU、
感染症、予防接種、環境情報を集約したAMRワンヘルスプラットフォーム（WEB）
のデータを更新した。また、同WEBサイトを地域連携に活用しやすいように改修
した。

・JIHSにおいて、J-SIPHEおよび診療所版J-SIPHEを地域連携に役
立つように引き続き改修・運営を行う予定である。

・JIHSにおいて、薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書の年次
改訂に合わせJ-SIPHEの情報を追加し、「AMRワンヘルスプラット
フォーム」を地域連携に活用しやすいように改修し、公開する。

【継続】
・JANIS参加医療機関に呼びかけ、日本で重要な複数種類の薬剤耐性菌を収集
し、ゲノム情報を解読、重要な薬剤耐性遺伝子を網羅的に検出する、JANISとリ
ンクした新たなサーベイランス（JARBS）を持続可能にするための仕組み作りを
進め、第二期（JARBS2,0）の運用を軌道に乗せた。

・収集した全株についてゲノムを解読し、ゲノム解読によって耐性遺伝子や病原
性遺伝子を網羅的に検出し、菌株の高精度な型別を行った結果を参加医療機関に
還元することで、日本全国の主要な薬剤耐性菌の動向をゲノム・遺伝子レベルで
監視することが可能になり、フィードバックレポートを9回作成した。

JIHSにおいて、引き続きJARBS2.0を持続的に発展させる。特にゲ
ノム解読によって特定したCPE菌株を用いて、CPEの新薬に対する
感受性データの整備を進める。また、JARBS2.0で収集した菌株の
ゲノムデータを用い、薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書の
中にも重要な薬剤耐性遺伝子の情報、およびCPEの新薬に対する
感受性データを掲載可能にする。

【継続】
・カンジダ属菌の菌種傾向と薬剤耐性発生動向を正確に把握することを目的に、
JANIS参加医療機関に呼びかけ、血液分離カンジダナショナルサーベイランス
（JARBS-Candida）を実施した。

・令和６年度中までに64施設から526株の血液分離カンジダ属菌を収取し、菌株
提供医療機関に菌種同定結果および薬剤感受性試験結果を還元した。

JIHSにおいて、医療機関の日常検査で測定される真菌の薬剤感受
性データの信頼性向上のために何が必要かを検討する。血液分離
カンジダナショナルサーベイランス（JARBS-Candida）を継続す
る。

【継続】
・「地域感染症対策ネットワーク（仮称）」を支援する２つのプラットフォーム
をAMR臨床リファレンスセンターが運営し、医療機関及び地域連携での有効活用
を促進した。

・J-SIPHE（Japan Surveillance for Infection Prevention and Healthcare
Epidemiology）
（令和７年３月26日時点）
参加施設数：3,612　基本グループ数：997　任意グループ数：158

・診療所版J-SIPHE
（令和７年３月26日時点）
参加施設数：診療所4,150施設、管理施設（病院・その他）543施設、グループ
数：442

JIHSにおいて、J-SIPHEおよび診療所版J-SIPHEのシステムを活用
し、感染対策向上加算の届出施設を中心に、地域ネットワーク構
築を支援する。

【継続】
・薬剤耐性菌の発生状況や抗菌薬使用状況などのデータを参加施設や地域の連携
医療機関のグループで活用できるようシステム運用の継続。

・データ登録やデータの可視化の自動化を導入することにより現場の感染対策の
効率化を促進。

・感染対策に資するデータを用いた学会発表等の促進。

・蓄積された全参加施設の薬剤耐性菌発生状況および抗菌薬使用状況、手指衛生
実施状況などの複合されたデータの研究利用の環境を構築した。

・全施設の登録データを用いた年次報告書を作成・公開した。

JIHSにおいて、J-SIPHEシステムに蓄積されたデータの解析を進
める。

【継続】
研究班において、令和４年度に開始したレセプトファイルとJANISデータを結合
する取り組みを継続して実施した。

JIHSの研究班において、レセプトファイルとJANISデータを結合
する取り組みを報告し、HAIサーベイランス実装に向けて準備を
行う。

 

　

厚生労働省

■ 院内感染対策サーベイラン
ス事業（JANIS）の強化

■ 感染対策連携共通プラット
フォーム（J-SIPHE）の強化

・J-SIPHEに蓄積されたデータ解析体制の構築

・レセプトデータとJANISの検査部門データの結合による疾病別の
抗微生物薬動向調査の可能性について継続調査

・「院内感染対策サーベイランス事業（JANIS）」とのデータ連携
による薬剤耐性対策に資するデータの活用の強化

・医療機関におけるJ-SIPHEの有効活用を促進するための知識習得
の機会を提供

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数
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資料２－２

【継続】
・JANISサーバーからのデータ取得により参加施設におけるデータ集計の効率化
を継続。

・JANISサーバーから材料別の感受性結果のデータを取得することにより、より
詳細な感受性率の変化を捉える仕組みを導入。

JIHSにおいて、「JANIS検査部門情報を用いた薬剤耐性菌に関す
る研究」を継続し、疾病負荷を明らかにする。

【継続】
・自施設や地域におけるJ-SIPHEの活用事例について2部構成のウェブセミナーを
開催し、第1部551名、第2部607名が参加した。

・AMR（薬剤耐性）対策アクションプランにおける感染予防・管理及び動向調
査・監視を医療現場レベルで実践するために医療疫学分野の底上げを目的とした
医療疫学講習会をウェブ開催し95名が参加した。

JIHSにおいて、定期的にJ-SIPHEの利活用および薬剤耐性対策に
関する知識・技術の研修を実施、継続する。

■ 薬剤耐性（AMR）に関する
包括的なシンクタンク機能を
担う組織の整備

・地方衛生研究所における薬剤耐性菌について試験解析の支援およ
び共同研究の実施。

・JANISやJ-SIPHE・診療所版J-SIPHE等の各種サーベイランスの実
施と連携

・WHO Tricycle Surveillance（三輪車プロジェクト）の実施

・WHO AMR Collaborating Centerとして活動を実施

・AMRワンヘルス東京会議の共催（平成29年度-令和５年度　計６
回）

【継続】
・地方衛生研究所における薬剤耐性試験解析の支援、および地方衛生研究所との
薬剤耐性菌共同研究

・NESID CRE病原体サーベイランス、疫学センターと協働によるNESIDデータ共有
およびリスクアセスメントと自治体・医療施設での対策支援、院内感染アウトブ
レイクの解析支援

・JANISの運営と強化、J-SIPHE・診療所版J-SIPHEとの連携、東南アジアにおけ
る海外版JANIS (ASIARS-Net)の普及、WHO-GLASSへのデータ提供、JANISと連携し
た薬剤耐性病原体サーベイランスJARBS(Japan Antimicrobial Resistant
Bacterial Surveillance)の実施

・WHO Tricycle Surveillance（三輪車プロジェクト）と連携したワンヘルス
サーベイランスの日本およびベトナム、インドネシア、マレーシアでの実施を推
進し、インドネシアでは5大学合同で連携してサーベイランスを進めるための
ミーティングを実施した。

・薬剤耐性菌バンク JARBB(Japan Antimicrobial Resistant Bacterial Bank)へ
の耐性菌の受け入れおよび国内製薬企業、アカデミア、病院検査室への菌株譲渡
の実施、薬剤耐性研究センターによる収集菌株の多検体ゲノム解読を行なった。

・WHO AMR Collaborating Center としての活動を継続した。

・AMRワンヘルス東京会議でASPIRE４項目のうち３項目サーベイランスシステム
と検査機関ネットワーク、医療マネジメントについて薬剤耐性研究センターおよ
びAMR臨床リファレンスセンターがWG議長を務めた。

JIHSにおいて、以下を実施
・地方衛生研究所における薬剤耐性試験解析の支援、および地方
衛生研究所との薬剤耐性菌共同研究については引き続き研究体制
を推進するとともに、大学等の研究機関や医療機関、海外研究機
関やWHOなど国際機関と協力体制を構築する。
・引き続きNESIDデータ共有およびリスクアセスメントと自治
体・医療施設での対策支援等の活動を継続する。
・WHO AMR Collaborating Centerとして東南アジアにおける海外
版JANIS (ASIARS-Net)の普及、WHO-GLASSへのデータ提供、WHO加
盟国（特に東南アジア）の三輪車プロジェクトのサポート、WHO
の要望に応じてAMR病原体アウトブレイクにおける病原体のゲノ
ムシークエンス解析、遺伝子解析の実施、AMRサーベイランス及
びアウトブレイク対応のガイダンスペーパー作成のサポート、
WHO-Global Antimicrobials Resistance and Use Surveillance
の改善のサポートを行う。
・ASPIREのうち３項目サーベイランスシステムと検査機関ネット
ワーク、医療マネジメントについての活動を行う。

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

ワンヘルス・アプローチに関する
国際会議費26百万円の内数

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

ワンヘルス・アプローチに関する
国際会議費26百万円の内数

厚生労働省

・評価指標について

評価指標の測定について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁

耐性結核、多剤耐性淋菌感染
症等の報告数

・耐性結核については、結核登録者情報調査を実施する。

・国立感染症研究所において多剤耐性淋菌感染症の調査を実施す
る。（届出情報の集計と薬剤感受性情報の調査）

耐性結核については、結核登録者情報調査年報として毎年公表している。
・多剤耐性肺結核患者数：45人
※全薬剤感受性検査結果の報告があった4,514人中　1.0％

・薬剤耐性淋菌
1228株の淋菌株が分離同定され、薬剤感受性試験が終了した。その内、22株
（1.8%)がセフトリアキソン非感受性 (>0.125mg/L)であった。

厚生労働省

薬剤耐性（AMR）に関する動向
調査及びその調査研究等に参
加する医療機関数

・院内感染対策サーベイランス事業（JANIS：Japan Nosocomial
Infections Surveillance）における参加医療機関数(診療所を含
む)を調査する。

院内感染対策サーベイランス事業（JANIS：Japan Nosocomial Infections
Surveillance）における参加医療機関数(診療所を含む)は以下のとおり（令和７
年１月）。
・全国参加医療機関数：5,027医療機関
・検査部門数：4,886医療機関
・全入院患者部門数：1,142医療機関
・手術手技関連（SSI）部門数：1,021医療機関
・集中治療室（ICU）部門数：180医療機関
・新生児集中治療室（NICU）部門数：115医療機関

厚生労働省

戦略（2.2） 医療・介護分野における薬剤耐性に関する動向調査の強医療機関における抗微生物薬使用量の動向の把握

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁

【継続】
・抗微生物薬使用量（AMU）動向調査システムを用いたレセプトファイルからの
抗菌薬自動集計を継続的に行った。

・病院における抗菌薬使用状況（AUD・DOTなど）のグラフ上での可視化を継続し
て行った。

JIHSにおいて、レセプトファイルの仕様変更に合わせ、J-SIPHE
システムを改修する。より詳細なデータ分析が可能なシステム改
修を試みる。

【継続】
・WHOが提唱するAWaRe分類に基づいた集計機能とAccess抗菌薬使用比率の評価機
能の実装を行った。

・J-SIPHE参加施設におけるAWaRe分類のAccess抗菌薬使用比率の統計レポートの
作成と公開を行った。

JIHSにおいて、AWaRe分類の評価継続と詳細な分析を実施する。
さらに、日本におけるAWaRe分類の評価方法を検討する。

・耐性結核については、結核登録者情報調査を現状のまま継続するが、対象者のカバー率拡大に努力する。

・淋菌感染症については、現在実施中の届出情報の集計と薬剤感受性情報の調査を継続し、国内分離株の理解を深めるために分離株の
ゲノム解析を充実させる。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

JANISに参加する医療機関の月次での募集を続け、ウェブサイトでの動画資料の提供などにより、参加医療機関数の増加を図る。

厚生労働省

 

 

・抗微生物薬使用量（AMU）動向調査システムを用いたレセプト
ファイルからの抗菌薬自動集計および、JANISとのAPI連携による薬
剤耐性菌情報の自動集計の実装をおこなった。

・J-SIPHEのデータを用いた薬剤耐性菌検出状況に関連する抗菌薬
およびIPCプラクティスに関する調査をおこなった。

・外来の抗微生物薬使用量（AMU）動向調査システムの拡張、試行

・診療所版J-SIPHEの運用を開始

・匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）情報を用いた抗菌
薬使用量の集計（2013-2021）

・歯科レセプトを用いた抗菌薬および抗真菌薬使用量集計
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【継続】
・外来部門のレセプトファイルを用いた抗微生物薬使用量（AMU）動向調査シス
テムを開発・試行した。また、商業用のレセプトデータべースを利用し、非細菌
性気道感染症や急性膀胱炎における抗微生物薬使用量を調査した。

・令和４年10月に運用を開始した診療所版J-SIPHEに、令和７年３月時点で診療
所4,150施設、管理施設（病院・その他）543施設が参加した。

JIHSにおいて、以下を実施
・継続して病院外来や診療所の抗菌薬使用量集計を実施する。
・システム改修を進め、全国への普及と機能追加・拡充(抗菌薬
使用量集計、グループ機能)を行い、全国規模での診療所版J-
SIPHEシステム確立を目指す。

【新規】
J-SIPHEデータを用いて手指消毒薬の使用量と多剤耐性菌の検出頻度との関係を
検討し、明らかな関連はないことを報告した。(Hayakawa et al. J Infect
Public Health 2024)

JIHSにおいて、手指消毒薬使用量の報告形式を統一するなど、よ
り解析に適したデータをJ-SIPHEを通じて収集し、より精度の高
い解析を目指す。

【新規】
抗微生物薬使用量（AMU）動向調査システムの病院外来抗菌薬集計と評価指標を
立案。

JIHSにおいて、抗微生物薬使用量（AMU）動向調査システムを外
来抗菌薬の集計まで拡張し、医療機関のASP活動に資するプログ
ラムを開発する。

【新規】
世界各国の抗菌薬売り上げデータ（MIDAS)を用い、2020年・2021年の世界的な
AMU減少は一時的なものであり、行動制限との関連が示唆されることを報告し
た。(Tsuzuki and Koizumi et al. Clin Miclobiol Infect 2024)

JIHSにおいて、2023年以降の世界各国におけるAMUがどう変化し
ていくかを引き続き注視する。

【継続】
最新の抗菌薬マスタに更新し、AMR臨床リファレンスセンターのホームページ上
で公開した。マスタの利用について、ホームページ上から申込手続きができるよ
うにした。

JIHSにおいて、入院部門と外来部門で共通に利用できる
Antimicrobial stewardship (AMS)の評価指標について検討す
る。

【継続】
急性期医療機関におけるAMSに関するアンケート調査を、医療疫学講習会参加グ
ループに対して実施した。

JIHSにおいて、AMSの評価指標について検討し、適正使用活動に
利用できる準備を整える。

【継続】
主に中小病院を念頭に、入院患者における抗菌薬使用量算出のためのガイドライ
ンを引き続き周知した。AMSの質の評価について、サーベイランス体制を充実さ
せ、その項目を検討するための環境づくりを行った。

JIHSにおいて、抗菌薬の適正使用の質の評価方法を検討し、必要
項目を抽出していく。

【継続】
抗微生物薬使用量（AMU）の動向調査ができるアプリケーションを開発し連携す
る医療機関間で比較が可能なJ-SIPHEにデータ取り込みを行い、抗菌薬使用状況
を可視化させる機能を運用した。

JIHSにおいて、地域におけるAMUを用いた量的および質的な評価
の体制確保の継続。

【継続】＜参考＞
薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書に基づきワンヘルスに関わるAMR、AMU、
感染症、予防接種、環境情報を集約したAMRワンヘルスプラットフォームについ
て、令和５年度に2023年度版のデータを更新した。

JIHSにおいて、薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書の年次改
訂に合わせJ-SIPHEの情報を追加し、「AMRワンヘルスプラット
フォーム」を地域連携に活用しやすいように改修し、公開する。

■ 高齢者施設で処方される抗
微生物薬の処方実態の把握

介護老人保健施設および特別養護老人ホームにおける医療関連感染
症および抗菌薬使用に関するPoint　Prevalence　Surveyを実施し
た。

【継続】
特別養護老人ホームにおける医療関連感染症および抗菌薬使用に関するPoint
Prevalence　Surveyを実施した。

JIHSにおいて、以下を実施
・特別養護老人ホームにおける医療関連感染症および抗菌薬使用
に関するPoint　Prevalence　Surveyの報告書を公開する。
・介護老人保健施設における医療関連感染症および抗菌薬使用に
関するPoint　Prevalence　Surveyを再調整し実施する。
・介護老人保健施設における医療関連感染症および抗菌薬使用に
ついて、LIFEデータを活用する体制を検討する。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

厚生労働省

・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁

【全国の抗菌薬販売量】
14.52DID（平成25年：2013年）
14.08DID（平成26年：2014年）
14.23DID（平成27年：2015年）
14.15DID（平成28年：2016年）
13.36DID（平成29年：2017年）
12.91DID（平成30年：2018年）
12.75DID（平成31年・令和元年：2019年）
10.18DID（令和２年：2020年）
 9.77DID（令和３年：2021年）
 9.78DID（令和４年：2022年）
11.96DID（令和５年：2023年）
12.96DID（令和６年：2024年）

厚生労働省

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

■ 医療機関における「感染対
策連携共通プラットフォーム
（J-SIPHE）」による抗微生物
薬使用量（AMU）動向調査の実
施

・抗微生物薬使用量（AMU）動向調査システムの構築および活用の
推進

・抗微生物薬使用量（AMU）動向調査システムにおける外来抗菌薬
集計の開発・構築

■ 抗微生物薬使用量（AMU）
動向調査のリスク評価・リス
ク管理への応用

・国立国際医療研究センター病院のAMSに関する指標の研究結果の
論文を報告した。

・抗菌薬使用の事前許可制と事後フィードバックシステムがAMUの
減少に効果的であることを原著論文として報告した(Kinoshita et
al. Journal of Infect and Chemther 2020)。

・夜間小児救急診療において、ポスターを用いた啓発がAMU削減に
有効であることを原著論文として報告した(Shishido et al. Eur J
Pediatr 2021)。

・2020年のAMU減少について、COVID-19の影響が示唆されることを
報告した(Ono et al. Int J Infect Dis 2022)。

・入院患者における抗菌薬使用量算出のガイドライン策定

・「地域感染症対策ネットワーク（仮称）」等の連携する医療機関
において、J-SIPHEを用いた抗微生物薬の使用量に関する指標（AMU
指標）の評価ができる体制確保

医療機関における抗微生物薬

厚生労働省

都道府県ごとに、抗菌薬販売量(2013年～2024年)及び匿名医療保険
等関連情報データベース（NDB：National Database of Health
Insurance Claims）による抗菌薬使用量（2013年～2021年）のデー
タをそれぞれ毎年集計する。

・現在の方針を継続し、抗菌薬販売量ならびに使用量の集計を行う。

・IQVIAジャパンのデータは今後も購入し、全国、都道府県別の抗菌薬使用量を公開予定である。
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【NDBを利用した全国の抗菌薬使用量】
13.93DID（平成25年：2013年）
13.99DID（平成26年：2014年）
14.63DID（平成27年：2015年）
14.51DID（平成28年：2016年）
13.70DID（平成29年：2017年）
13.28DID（平成30年：2018年）
13.15DID（平成31年・令和元年：2019年）
1.41DID（令和２年：2020年）
9.96DID(令和３年：2021年)

補足：販売量と合わせて補正値DDDをAMR対策アクションプラン（2023-2027）策
定時点のものに更新

入院・外来部門における抗微
生物薬使用量（AMU）動向調査
参加施設数

J-SIPHE及び診療所版J-SIPHE等に参加している医療機関数を調査す
る。

・J-SIPHEの参加施設は全ての都道府県を網羅し、参加施設数：3,612施設　基本
グループ数：997　任意グループ数：158となった。（令和７年3月26日時点）

・診療所版J-SIPHEシステムを開始した。令和7年3月26日時点で診療所4,150施
設、管理施設（病院・その他）543施設が参加している。

厚生労働省

地域における抗微生物薬使用
量に関する指標（AMU 指標）
に関する検討体制を持つ自治
体数

J-SIPHEの参加医療機関が存在する都道府県数および参加施設数。 ・J-SIPHEの参加施設は全ての都道府県を網羅し、参加施設数：3,612施設　基本
グループ数：997　任意グループ数：158となった。（令和７年3月26日時点）

・J-SIPHEのWEBサイト上で、都道府県別の参加施設の公開を行った。

厚生労働省

戦略（2.3） 畜水産、獣医療等における薬剤耐性に関する動向調査の強化

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁

■ 動物分野における薬剤耐性
（AMR）の動向調査の実施

「動物由来薬剤耐性モニタリング（JVARM）」において、以下の調
査を実施。
・健康な家畜由来の菌を対象とした薬剤耐性の動向調査（平成11年
～）
・病畜由来の菌を対象とした薬剤耐性の動向調査（平成28年～）
・健康な愛玩動物由来の菌を対象とした薬剤耐性の動向調査（平成
30年～）
・病気の愛玩動物由来の菌を対象とした薬剤耐性の動向調査（平成
29年～）
・健康な魚由来の菌を対象とした薬剤耐性の動向調査（令和３年
～）
・病気の魚由来の菌を対象とした薬剤耐性の動向調査（平成29年
～）
・健康な豚由来のMRSAに関する動向調査（平成30年度～）
・動物分野における疫学的ゲノムデータベース（J-VEG: Japanese
Veterinary Epidemiology and Genomics）を構築（令和元年～）

【継続】
・国内の健康な家畜、疾病にり患した家畜、健康な愛玩動物、疾病にり患した愛
玩動物、健康な養殖水産動物及び病気の養殖水産動物の薬剤耐性に関する全国的
な動向調査・監視を実施した。

・J-VEGに、薬剤耐性菌の遺伝子情報を蓄積し、解析することで、ゲノム解析の
体制を強化した。

・健康魚及び病魚における動向調査結果を都道府県等に還元した。

・引き続き、家畜、愛玩動物や養殖水産動物の薬剤耐性に関する
動向調査について、対象菌種・薬剤の見直しを図りつつ充実させ
る。また、畜種ごとの薬剤耐性の状況や家畜疾病の発生を踏ま
え、薬剤耐性の変化や拡大の予兆を適確に把握し、動向調査の結
果をリスク評価・リスク管理へと応用することを図る。

・引き続き、J-VEGへの遺伝子情報の蓄積と解析により、薬剤耐
性対策に活用する。

・引き続き、健康魚及び病魚における動向調査について、現場で
活用できるよう情報を整理しつつ還元していく。

・健康な豚由来のMRSAに関する動向調査は、定期的（２年に１
回）に調査を実施し、これまでの動向調査を踏まえリーフレット
を更新し注意喚起を行う。

・消費・安全対策交付金のうち、
家畜衛生の推進（ソフト）：
1,720百万円の一部を用いて、病
畜由来の菌を対象とした薬剤耐性
の動向調査を実施した。

・生産資材安全確保対策事業：
203百万円の一部を用いて、健康
な家畜、健康・病気の愛玩動物、
健康・病気の魚由来の菌を対象と
した薬剤耐性の動向調査事業を実
施した。

・動物医薬品検査所の検査事業
費：280百万円の一部を用いて、
薬剤耐性菌の遺伝子情報を蓄積
し、解析を行った。

・消費・安全対策交付金のうち、
家畜衛生の推進（ソフト）：
1,896百万円の一部を用いて、病
畜由来の菌を対象とした薬剤耐性
の動向調査を実施予定。

・生産資材安全確保対策事業：
209百万円の一部を用いて、健康
な家畜、健康・病気の愛玩動物、
健康・病気の魚由来の菌を対象と
した薬剤耐性の動向調査事業及び
健康な豚由来のMRSAに関する動向
調査を実施予定。

・動物医薬品検査所の検査事業
費：309百万円の一部を用いて、
薬剤耐性菌の遺伝子情報を蓄積
し、解析予定。

農林水産省

■ 抗微生物剤使用量（AMU）
の動向調査の実施

・家畜、愛玩動物、水産養殖動物に使用される動物用抗菌性物質の
販売量を収集。（平成13年～）

・動物分野における人用として承認されている抗菌薬の使用量を推
計するための動向調査を実施。（平成28年～）

・畜産分野において農場ごとの抗菌剤の使用量を把握するため、指
示書の電子化を検討（令和２年～）

・抗菌性飼料添加物の使用量を推計するための動向調査を実施（平
成19年～）

・農薬として使用される抗菌剤の使用量の動向調査を実施。（平成
28年～）

【継続】
・令和５年の動物用抗菌性物質の使用量及び令和４年までの愛玩動物分野におけ
る人用として承認されている抗菌薬の使用量の調査結果を取りまとめ公表した
(令和６年３月公表)。

・農場ごとの抗菌剤の使用量を把握するためのツールである電子指示書システム
の開発を実施。

・抗菌性飼料添加物の使用量に係る動向調査を実施。

・農業分野における2023年度の抗菌剤の使用量の動向を取りまとめるとともに、
薬剤耐性菌の発現に係る研究を実施した。

・引き続き、抗菌剤の使用量の動向調査を実施するとともに、愛
玩動物分野における人用として承認されている抗菌剤の使用量を
取りまとめて公表する。

・引き続き、電子指示書システムの運用を進める。

・抗菌性飼料添加物の使用量に係る動向調査を実施する。

・引き続き、農業分野における抗菌剤の使用量の動向を継続して
調査するとともに、薬剤耐性菌の発現に係る研究の結果等を取り
まとめ、公表する。

・生産資材安全確保対策事業：
203百万円の一部を用いて動物分
野で使用される人用抗菌薬の販売
量調査事業を実施した。

・飼養衛生管理情報通信整備事
業：89百万円（令和５年度補正：
336百万円）の一部を用いて電子
指示書システムの開発を実施。

・生産資材安全確保対策事業：
209百万円の一部を用いて動物分
野で使用される人用抗菌薬の販売
量調査事業を実施予定。

・飼養衛生管理情報通信整備事
業：13,587百万円※（令和６年度
補正：5,754百万円※）の一部を
用いて電子指示書システムを運用
予定。
※農林水産省全体のシステム予算

農林水産省

■ 動向調査のリスク評価・リ
スク管理への応用

・家畜由来の細菌について、ヒト由来の細菌との遺伝子レベルでの
関連性の比較解析を実施するなど、より高度な動向調査・監視を実
施。 （令和２年～）

・家畜に使用する抗菌剤に係る薬剤耐性菌に関する食品健康影響評
価の基礎資料として、また、普及啓発等のリスク管理措置の取組の
根拠となる科学的知見として、JVARMのデータを活用。 （平成15年
～）

・動向調査において薬剤耐性率の増加がみられた製剤（第三世代セ
ファロスポリン）について、関係団体に適用外使用の中止を指導し
た。（平成24年）

【継続】
・健康な家畜について畜種ごとの薬剤耐性及び抗菌剤の使用状況について、年次
報告書に取りまとめ公表し(令和６年３月公表)、生産者団体へ情報共有した。

・キノロン系（オキソリン酸）の食品健康影響評価のため、家畜由来細菌の耐性
率などを情報収集し、食品安全委員会に提出した。

・引き続き、家畜に使用する抗菌剤に係る薬剤耐性菌に関する食
品健康影響評価の基礎資料やリスク管理措置の根拠として、動向
調査を活用していく。

・引き続き、畜種ごとの薬剤耐性の状況や家畜疾病の発生を踏ま
え、薬剤耐性の変化や拡大の予兆を把握し、リスク管理措置につ
なげる。

－ － 農林水産省

・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁

・システム運用を安定させ、参加施設の利活用が促進されるよう使いやすい仕組みの改修を継続。

・システムの改修を進め、全国への普及と機能追加・拡充（抗菌薬使用量集計、グループ機能）を行い、全国規模での診療所版J-
SIPHEシステム確立を目指す。

J-SIPHEの参加医療機関において、都道府県別のAMU指標の傾向や推移を分析し、AMU指標の適切な設定について検討する。

使用量（AMU）
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資料２－２

動向調査の報告数

事業等で実施した以下の調査の報告数
・健康畜・病気畜（AMR）
・健康魚・病魚（AMR）
・健康な愛玩動物・病気の愛玩動物（AMR）
・MRSA
・動物用医薬品（AMU）
・動物診療施設における人用抗菌薬（AMU）
・抗菌性飼料添加物（AMU）
・農薬（AMU）

11件 農林水産省

収集した菌株数

動物由来薬剤耐性菌モニタリング（JVARM：Japanese Veterinary
Antimicrobial Resistance Monitoring）での菌株収集合計数

計3,943株
　畜産：1,997株
　水産：383株
　愛玩：1,563株

農林水産省

戦略（2.4）医療機関、検査機関、行政機関等における薬剤耐性に対する検査手法の標準化と検査機能の強化

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁

【継続】
・結核菌薬剤感受性試験外部精度評価を実施した。

・関係機関における結核菌ゲノム解析の支援を行った。

・結核研究所において、精度管理プログラムの試行を実施し、課
題を整理する。結核菌の薬剤感受性試験外部精度評価を継続して
実施する。

・結核研究所において、関係機関における結核菌ゲノム解析を支
援する。

【継続】
・ARG試験用陽性コントロールを整備し、配布するとともに問い合わせ・相談対
応を実施した。

・地方衛生研究所の薬剤耐性菌試験担当者向けの研修を実施し、基本コースは、
現地23施設23名＆聴講41施設82名（計55施設105名）、アップデートコースは、
66施設149名（うち現地参加4名）が参加した。

・薬剤耐性菌検査用陽性コントロールDNAセットを74施設に送付した。引き続
き、地方衛生研究所等からの検査相談に対応した。

・JIHSにおいて最新の知見および検査技術に対応した病原体検出
マニュアルの改訂を実施。

・JIHSにおいて薬剤耐性菌研修を継続的に実施するとともに、将
来的なWGS-S(全ゲノムシークエンス解析サーベイランス)体制整
備に向けて地方衛生研究所における薬剤耐性菌のNGS解析の導入
支援を行う。

【継続】
カルバペネム（メロペネム）感受性が安定に保持される菌株を精度管理用パネル
として選抜した。また外部機関へ配布後の菌株の取り扱いに関するマニュアルを
整備した。（東邦大学・石井良和教授・青木弘太郎助教との共同研究）

JIHSにおいて、精度管理パネルを薬剤耐性菌バンクウェブサイト
で公開し、分与を開始する。

【継続】
感染症教育コンソーシアムを中心にアンチバイオグラム作成ガイドラインを作
成・周知し、AMR臨床リファレンスセンターの情報サイトに掲載した。

JIHSにおいて、ガイドラインをより多くの関係者に知ってもらう
ための広報を行う。

・都道府県の家畜防疫員を対象とした検査手法に関する研修会を実
施。（平成11年～）

・都道府県の魚類防疫員等を対象とした検査手法に関する研修会を
実施。（平成29年～）

・民間検査機関を対象としたに精度管理に係る指導。（平成28年
～）

【継続】
・WEB会議システムと動物医薬品検査所での実技を併用した都道府県の家畜防疫
員を対象とした研修会を開催し、薬剤感受性試験等の検査手法の技術指導を行っ
た。

・魚類防疫員等を対象に、養殖水産動物に対しては、外部機関への委託により薬
剤感受性試験の検査手法の研修を実施した。

・国内検査委託機関で行われる薬剤感受性試験等について、精度管理等を実施し
た。

引き続き、統一的な手法による動向調査のため、以下を実施す
る。
　- 都道府県の家畜防疫員を対象とした研修会の内容の充実を図
る。
　- 都道府県の魚類防疫員等を対象とした研修会の内容の充実を
図る。
　- 検査委託機関で行われる薬剤感受性試験等について、精度管
理のための指導等を実施する。

・消費・安全対策交付金のうち、
家畜衛生の推進（ソフト）：
1,720百万円の一部を用いて、都
道府県の家畜防疫員を対象とした
研修を実施。

・生産資材安全確保対策事業：
203百万円の一部を用いて、都道
府県の魚類防疫員等を対象とした
研修を実施。

・消費・安全対策交付金のうち、
家畜衛生の推進（ソフト）：
1,896百万円の一部を用いて、都
道府県の家畜防疫員を対象とした
研修を実施予定。

・生産資材安全確保対策事業：
209百万円の一部を用いて、都道
府県の魚類防疫員等を対象とした
研修を実施予定。

農林水産省

・新興再興感染症対策等健康危機管理推進事業において調査研究を
実施

【継続】
地域保健総合推進事業において、保健所感染症担当者を対象にした、AMRアウト
ブレイクのリスク評価と対応に関する研修会を実施した。

JIHSにおいて、同様の研修会を行い、AMR事例に対する保健所の
危機管理事例対応や医療関連感染対応・支援体制を強化する。

地域保健総合推進事業における
「院内感染対策ネットワークと保
健所の連携推進事業」
執行額：令和６年度138百万円の
一部

地域保健総合推進事業における
「院内感染対策ネットワークと保
健所の連携推進事業」
予算額：令和７年度139百万円の
一部

厚生労働省

・JANISデータを用いた主要な薬剤耐性菌の菌血症による死亡数の
評価研究の実施

・AMSに関する医療機関の実態調査研究の実施

国内の医療機関における実態調査として以下を報告。
・医療機関の規模とAntimicrobial Stewardshipの実施状況につい
て(BMC Infectious Diseases, 2021; 21(1), 355).。
・検査室の有無とアンチバイオグラムの活用状況について(Ishioka
et al. J Infect Chemother 2023.)。

【強化】
・ベトナムで調査を行い、インフルエンザ・RSVの迅速検査を行った気道感染症
症例では抗菌薬処方率が低いことをが明らかにした。

・J-SIPHEへJANIS検査部門サーバー連携による材料別薬剤感受性率の自動出力の
実装。また、サーバー連携時におけるバッチ処理化による利用者負担の軽減を実
装。

・JIHSにおいて、迅速抗原検査等の有用性も含め、引き続き検討
を行う。

・JIHSにおいて、J-SIPHEにおけるJANISデータの有効活用を促
進。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

厚生労働省

■ 薬剤耐性（AMR）関連検査
機能の拡大及びそのための調
査研究の実施

■ 検査手法の統一化・精度管
理の充実

・結核菌における精度管理プログラムの試行

・結核菌薬剤感受性試験の外部精度評価

・結核菌のゲノム解析マニュアルの作成

・地方衛生研究所向け薬剤耐性菌マニュアルの策定

・地方衛生研究所における薬剤耐性菌についての研修の実施。

・試験用陽性コントロールおよび相談対応体制の整備

・アンチバイオグラム作成ガイドラインの策定・周知

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

厚生労働省

引き続き、家畜、養殖水産動物や愛玩動物の薬剤耐性に関する動向調査・監視を実施し、動物分野における動向調査・監視の結果を公
表する。

引き続き、家畜、養殖水産動物や愛玩動物の薬剤耐性に関する動向調査・監視をを通じて、菌株収集を実施する。
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資料２－２

・Ｇ７の検査機関間の情報共有ネットワークを構築し、AMRモニタ
リングに関する情報の交換を実施。（平成28年）

・開発した動物分野における疫学的ゲノムデータベース（J-VEG:
Japanese Veterinary Epidemiology and Genomics）を構築（令和
元年度～）

・開発したゲノムデータベースへのデータを登録し、解析を実施。
（令和４年～）

【継続】
・次世代シークエンサーによるゲノム解析を実施するとともに、取得した遺伝子
情報の解析及び蓄積が可能となるJ-VEGを活用し、畜産動物及び愛玩動物由来菌
株のゲノム解析を実施した。

・ディスク法及び微量液体希釈法による薬剤感受性試験成績を比較解析し、薬剤
感受性の判定に活用できるデータを作成した。

・次世代シークエンサーによる解析、J-VEGの運用を引き続き実
施し、全ゲノム解析結果の薬剤耐性動向調査への活用を検討す
る。

・引き続き、獣医師、生産者等に向けた薬剤耐性に係る情報提供
基盤（ウェブサイト）を充実させる。薬剤感受性の検査に活用で
きる情報について対象菌種を拡大し情報発信を行う。

動物医薬品検査所の検査事業費：
280万円の一部を用いて、薬剤耐
性菌の遺伝子情報を蓄積し、解析
を行った

動物医薬品検査所の検査事業費：
309万円の一部を用いて、薬剤耐
性菌の遺伝子情報を蓄積し、解析
予定。

農林水産省

・一部の衛生研究所と共同で結核分子疫学研究体制を導入

・Deeplex Myc-TB を用いた薬剤耐性予測手法の導入

・国立感染症研究所による薬剤耐性腸内細菌目細菌のゲノム情報を
収集

【継続】
・薬剤耐性情報収集評価関連及びIGRA skin test 関連では、一部の衛生研究所
と共同で結核分子疫学研究体制を導入した。Deeplex Myc-TB を用いた塗抹陽性
検体からの直接アンプリコンディープシークエンスによる薬剤耐性予測手法を導
入した。

・ゲノム分子疫学情報による結核感染症対策支援ツールの開発では、疫学情報と
ゲノム情報の統合ツール PomeGraph をほぼ完成させた。

【停止】
・薬剤耐性ゲノムデータベース構築（GenEpid-J）は老朽化により停止した。

・結核研究所において、耐性結核菌の遺伝子変異情報の収集を進
め、結核菌ゲノム情報から公衆衛生対策および臨床診断へ橋渡し
するためのシステム作りを図る。

・結核研究所において、地方衛生研究所及び保健所と連携し、ゲ
ノム分子疫学調査法の確立を目指す。また開発ツール PomeGraph
を現場に届けて試行運用を開始する。

・JIHSにおいて、GenEpid-Jの後継として新たなプラットフォー
ム開発を開始する。

－ － 厚生労働省

・家畜由来の基質特異性拡張型βラクタマーゼ（ESBL）産生菌等に
関して、ヒト由来菌との遺伝子レベルでの関連性の比較解析を実施
（令和２年～）

・開発した動物分野における疫学的ゲノムデータベース（J-VEG:
Japanese Veterinary Epidemiology and Genomics）を構築（令和
元年度～）

・開発したゲノムデータベースへのデータを登録し、解析を実施。
（令和４年～）

【継続】
・J-VEGへ蓄積された遺伝子情報より、家畜由来の基質特異性拡張型β-ラクタ
マーゼ（ESBL）産生大腸菌等のゲノム情報から分子疫学に基づく解析を実施し
た。

・引き続き、家畜由来のESBL産生大腸菌等に関して、ヒト由来の
細菌との遺伝子レベルでの関連性の比較解析を行う。また、愛玩
動物由来細菌について、迅速菌種同定装置（TOF-MS）を用いて迅
速同定を行い、迅速で精度の高い動向調査・監視を実施する。

・引き続き、J-VEGへの遺伝子情報の蓄積と解析により、対策に
活用する。

動物医薬品検査所の検査事業費：
280百万円の一部を用いて、薬剤
耐性菌の遺伝子情報を蓄積し、解
析を行った

動物医薬品検査所の検査事業費：
309百万円の一部を用いて、薬剤
耐性菌の遺伝子情報を蓄積し、解
析予定。

農林水産省

・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁

地方衛生研究所の結核菌VNTR外部精度管理参加施設数および薬剤耐
性菌検査担当者向け研修に参加した施設数を評価する。

・地方衛生研究所　薬剤耐性菌検査担当者向け研修
基本コース：現地23施設23名＆聴講41施設82名（計55施設105名)
アップデートコース：66施設149名（うち現地参加4名）が参加した。

・地方衛生研究所12施設と53施設を対象に、結核菌ゲノム解析とVNTR解析に関す
る外部精度評価を行った。

厚生労働省

民間検査機関への精度管理実施数 ３件 農林水産省

標準化のための研修の実施回数を調査する。 ・地方衛生研究所を対象とした研修実技研修および講義研修を各1回ずつ、計2回
実施した。

・地方衛生研究所を対象に分子疫学解析に関する実地研修を2回実施した。

厚生労働省

検査法の技術研修参加自治体数 36都道府県（家畜防疫員）　５県（魚類防疫員） 農林水産省

分子疫学に基づく動向調査・監視で収集された標本数（サンプル
数)を調査する。

・薬剤耐性菌及び耐性遺伝子の分子疫学的解析を実施するために、サーベイラン
スによる標本の収集と全ゲノム解析を実施した。令和６年度までに、約18,000株
を解析に供し、これまでに解析を行った菌株を含めて706株の配列情報（生シー
クエンスデータ）についてDDBJ (DNA Data Bank of Japan)から公開した。
解析菌株の主な内訳は、
JARBS-GNR/VRE 2.0収集菌株約1,400株、厚労科研食品班収集菌株約1,500株、WHO
Tricycle surveillance関連収集株約3,900株、臨床分離グラム陰性桿菌及びグラ
ム陽性菌9,185株、地方衛生研究所との共同研究により感染症発生動向調査届け
出患者由来株約380株等である。

・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌の病原体サーベイランスとして全国の地方衛
生研究所において実施されたカルバペネマーゼ遺伝子等の試験結果が、令和６年
度までに、1944株分,感染症サーベイランスシステムに新たに登録された。

・結核療法研究協議会施設から収集した多剤耐性結核菌36株について全ゲノム解
析を実施し、Pre-XDR 10株を同定した。また系統解析ではMDRの直接伝播を示す
情報は無かった。

厚生労働省

疫学的ゲノムデータベース（J-VEG：Japanese Veterinary
Epidemiology and Genomics）への登録し、解析を行った標本数

334サンプル 農林水産省

分子疫学に基づく動向調査・
監視で収集された標本数（サ
ンプル数)

標準化のための研修の実施回
数

標準化実施機関数

 

■ 最新動向調査・監視技術の
導入と対策への応用

・研修会の継続実施。

・医療機関で実施される病原体遺伝子検査の標準化と精度管理を検討していく。また、関係機関における結核菌ゲノム解析を支援す
る。

・研修会の継続実施。

・医療機関で実施される病原体遺伝子検査の標準化と精度保証を検討していく。また、関係機関における結核菌ゲノム解析を支援す
る。

引き続き、民間検査機関の精度管理を実施する。　 

引き続き、都道府県の家畜防疫員や魚類防疫員等を対象とした実地研修を実施していく。 

引き続き、ゲノムデータの登録・解析を充実させる。 

引き続き、標本を収集する。病原体サーベイランスについては、バンコマイシン耐性腸球菌へ対象を拡大する。CREについては試験項
目に薬剤感受性データを追加する。動物、食品、環境からの菌株についてもワンヘルスサーベイランス-WHOが主導する三輪車サーベイ
ランスを実施し、ヒト（血液培養由来基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ（ESBL）産生大腸菌、健康妊婦直腸スワブ由来ESBL産生大腸
菌）、食品-食鳥盲腸由来ESBL産生大腸菌、環境-河川、流入下水、と畜場排水由来ESBL産生大腸菌株を収集する。食品由来耐性菌サー
ンベイランスとして患者および原因食品由来のサルモネラキャンピロバクター、豚肉由来の黄色ぶどう球菌、鶏肉由来のVRE, ESBL産
生大腸菌を収集する。
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戦略（2.5） ヒト、動物、食品、環境等に関する統合的なワンヘルス動向調査の実施機能の強化

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁

薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書の作成（2017年～2024年
計８回)

【継続】
「薬剤耐性ワンヘルス動向調査検討会」を開催し、ヒト医療分野、動物医療分
野、環境分野から専門家が出席した同会議を計１回開催するとともに、各分野の
サーベイランスや調査の結果を集約し、「薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告
書2024」を作成、公表した(令和７年３月14日公表)。

検討会における議論に基づいてヒト・動物・食品・環境等の薬剤
耐性の状況を定量的に評価し、年次報告書を作成する。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

厚生労働省
内閣府食品安全委員
会、農林水産省、環
境省

食品中の薬剤耐性（AMR）に関する動向調査・監視体制の確立に向
けた調査研究の実施

【継続】
厚生労働科学研究「ワンヘルス・アプローチに基づく食品由来薬剤耐性菌のサー
ベイランスと伝播機序解明のための研究」において、食品中から分離されたサル
モネラ、カンピロバクター、大腸菌、腸球菌、黄色ブドウ球菌等について、ゲノ
ム解読に基づく薬剤耐性遺伝子保有状況等を調査した。

「ワンヘルス・アプローチに基づく食品由来薬剤耐性菌のサーベ
イランスと伝播機序解明のための研究」において、ゲノム解読に
基づく薬剤耐性遺伝子保有状況等の調査結果を、「薬剤耐性ワン
ヘルス動向調査年次報告書」等に提供する。

44百万円 37百万円 厚生労働省

ヒト、動物、食品、環境等が保有する薬剤耐性伝達因子の解析及び
伝達過程の関連性に関する調査研究の実施

【継続】
ヒト、食品、環境から得られた菌株をNGS解析し、レプリコンのデータを抽出し
た。その中から候補株を選定し、プラスミドの全長塩基配列を得た。
また、環境における薬剤耐性遺伝子の伝達過程を確認するため、大腸菌ST131株
を用いた接合伝達実験およびテトラヒメナ属の体内における伝達効率の検討を開
始した。

JIHSにおいて、前年度に引き続き、プラスミドの配列解析および
接合伝達の効率に関する検討を実施する。

－ － 厚生労働省

【継続】
・臨床小児の臨床と病院排水から薬剤耐性菌を分離し、ESBL産生大腸菌を収集し
た。大学病院排水の薬剤耐性モニタリングを実施するための体制構築を進めた。
また、環境AMRの調査方法に関する文献収集を行った。

・水再生センター処理放流水の薬剤耐性遺伝子の年次・季節変動を定量的に評価
した。また、処理放流水の残留抗菌薬の調査を開始した。

・国内の全地方衛生研究所に対して「大都市圏の環境水調査」に関する研究協力
を依頼し、連携体制を構築した。

・31施設の地方衛生研究所から計49の下水処理場放流水サンプルを夏期・冬期に
それぞれ受領し、メタゲノム解析に供した。

JIHS等において、
・日本の医療施設における環境AMRの実態調査を継続する。
・費用対効果の高いメタゲノミクス法を採用し、より広範囲に薬
剤耐性の調査を継続する。
・自治体サンプルが示す環境AMRの指標を検討する。
・未参加の地方衛生研究所に対する研究協力を依頼し、全国的な
環境水モニタリングに発展させるための基盤となる知見の収集を
行う。

【継続】
・AMRワンヘルスプラットフォームの全国データを元に、抗菌薬使用量、薬剤耐
性菌割合、放流水中のARGを比較検討した。

・下水処理場流入水からバンコマイシン耐性腸球菌（VRE）分離の検討を行っ
た。23施設の地方衛生研究所から受領した検体から計29株のVREを分離し、全ゲ
ノム解読に供した。

JIHS等において、
・特定の地域に特化し、抗菌薬使用量、薬剤耐性菌割合、放流水
中のARGについて検討する。
・得られたデータを用いてVRE拡散状況の理解を目指す。

【継続】
・河川水を対象に抗菌薬の実態調査を行い、知見の収集に努めた。河川水からの
抗菌薬検出手法について河川底質からの検出にも適用する試験では最適化に至ら
なかった。

・河川水の抗菌薬濃度の推定値と実測値と比較することで推定の妥当性を検証
し、現在用いられている抗菌薬の検出法について検討した。また、環境水中の抗
菌薬濃度推定の有効性と調査方法の標準化およびハイスループット解析系につい
ての検討を行い、自治体の下水処理場の放流水（夏季45サンプル・冬季45サンプ
ル）を対象とした残留抗菌薬の濃度の測定を試みた。

JIHS等において、
・抗菌薬が長期に渡って蓄積される可能性がある底質からの残留
抗菌薬の検出について手法を確定し，実河川での調査を開始する
ことを目指す。
・環境水中の抗菌薬ハイスループット解析系を用いて、下水処理
場放流水を用いた全国的な調査への展望について検証を試みる。

【継続】
「薬剤耐性ワンヘルス動向調査検討会」を開催し、ヒト医療分野、動物医療分
野、環境分野から専門家が出席した同会議を計１回開催するとともに、各分野の
サーベイランスや調査の結果を集約し、「薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告
書2024」を作成、公表した(令和７年３月14日公表)。

左記検討会における議論に基づいてヒト・動物・食品・環境等の
薬剤耐性の状況を定量的に評価し、年次報告書を作成する。

【継続】
WHO GLASS主催のwebinarに参加し、GLASS2.0のデータ提出を開始するために必要
な確認・議論を行った。

JIHSにおいて、GLASS2.0へのデータ提出を開始する。

【継続】＜参考＞
薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書に基づきワンヘルスに関わるAMR、AMU、
感染症、予防接種、環境情報を集約したAMRワンヘルスプラットフォームを令和
５年度にデータを更新した。

JIHSにおいて、薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書の年次改
訂に合わせJ-SIPHEの情報を追加し、「AMRワンヘルスプラット
フォーム」を地域連携に活用しやすいように改修し、公開する。

・「ワンヘルス動向調査年次報告書」の取りまとめ（平成29年～）

・家畜由来の細菌について、ヒト由来の細菌との遺伝子レベルでの
関連性の比較解析を実施するなど、より高度な動向調査・監視を実
施。 (令和3年～）

【継続】
・厚生労働省他関係機関と連携し、「ワンヘルス動向調査年次報告書2024」を取
りまとめた。

・家畜由来細菌について、ヒト由来細菌との遺伝子レベルでの関連性の比較解析
を引き続き実施した。

引き続き、JVARMで収集した動向調査・監視の結果を実施ワンヘ
ルス動向調査年次報告書に報告する。

動物医薬品検査所の検査事業費：
280百万円の一部を用いて、薬剤
耐性菌の遺伝子情報を蓄積し、解
析を行った

動物医薬品検査所の検査事業費：
309百万円の一部を用いて、薬剤
耐性菌の遺伝子情報を蓄積し、解
析予定。

農林水産省

厚生労働省

■ ワンヘルス動向調査体制の
推進

・これまでに水再生センター処理放流水をメタゲノム解析方法の確
立、水環境中の耐性菌培養法の標準化に向けた培養法の改良、下水
処理場の放流口付近の残留抗菌薬濃度の測定法の確立を行った。

・水再生センター処理放流水をメタゲノム解析は2018年から継続
し、薬剤耐性（AMR）ワンヘルス動向調査年次報告書にて報告して
いる。

・国内の全地方衛生研究所に対して「大都市圏の環境水調査」に関
する研究協力を依頼し、計42機関との連携を構築した。

・「薬剤耐性ワンヘルス動向調査検討会」を開催し、「薬剤耐性ワ
ンヘルス動向調査年次報告書」を作成、公表した。（2017～2023
計７回）

・AMRワンヘルスプラットフォームの運用

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数
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昭和49年度より化学物質環境実態調査においてヒトや動物に使用さ
れる抗菌薬を含めた化学物質の環境中における残留量について調査
をしている。直近では令和元年度から４年度に抗菌薬の残留量の調
査を実施した。

【継続】
令和６年度調査の化学物質環境実態調査において抗菌薬のミコナゾール、フルコ
ナゾール、シプロフロキサシンの環境中における残留量の調査を実施した。

引き続き環境中の化学物質施策関係部署の要望に基づき抗菌薬を
含めた化学物質の残留量の調査を実施していく。

化学物質環境実態調査事業：207
百万円で化学物質環境実態調査を
実施した。

化学物質環境実態調査事業：138
百万円で化学物質環境実態調査実
施する見込みである。

環境省

・公共用水域の薬剤耐性菌の存在状況等の試行調査(R4年度)及び情
報収集（R2～4年度）。

・環境研究総合推進費を用いた研究において、環境中における薬剤
耐性遺伝子の伝播ポテンシャルと伝達機構について知見を収集（R2
～4年度）。

【継続】
・公共用水域の薬剤耐性菌の存在状況等の試行調査を引き続き実施。

・環境研究総合推進費を用いた研究において、環境中における薬剤耐性遺伝子の
伝播ポテンシャルと伝達機構についてや、ワンヘルスに向けた環境・野生動物に
おける新興感染微生物の発生動向とその評価手法の提案に向けた研究を実施し
た。

引き続き環境研究総合推進費による研究を通じて、環境中のAMR
の実態把握に向けた調査研究を実施していく。

水質汚濁防止事業：10百万円で公
共用水域の薬剤耐性菌の存在状況
等の試行調査を実施した。
環境研究総合推進費（23百万円）
での調査研究を2件実施した。

環境研究総合推進費(126百万円）
の調査研究を行う見込みである。

環境省

・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標

ヒト、動物等の垣根を越えた
世界規模での取組（ワンヘル
ス・アプローチ）による動向
調査の報告数

ワンヘルス・アプローチによる動向調査の報告数
ヒト、動物、食品、環境分野から専門家が出席した「薬剤耐性ワン
ヘルス動向調査検討会」を開催し、とりまとめた「薬剤耐性ワンヘ
ルス動向調査年次報告書」の数

1報 厚生労働省、内閣府
食品安全委員会、農
林水産省、環境省

各分野における薬剤耐性(AMR)に関する動向調査及び調査研究にお
ける標本数を調査する。

・令和５～６年（2023〜2024年）中に結核療法研究協議会で最大931株の結核菌
薬剤感受性情報を収集した。Pre-XDRが12株（1.6%）認められたが、新規三種病
原体に相当する多剤耐性結核菌はなかった。

・水再生センター処理放流水を対象として、メタゲノム解析による薬剤耐性遺伝
子の年次・季節変動を定量的に評価した（計613サンプル）。また、放流水の残
留抗菌薬のモニタリング調査を実施した。

厚生労働省

動物由来薬剤耐性菌モニタリング（JVARM：Japanese Veterinary
Antimicrobial Resistance Monitoring）での菌株収集合計数

計：3,943株
　畜産：1,997株
　水産：383株
　愛玩：1,563株

農林水産省

各分野における薬剤耐性
（AMR）に関する動向調査及び
調査研究における標本数

 

引き続き、家畜、養殖水産動物や愛玩動物の薬剤耐性に関する動向調査・監視をを通じて、菌株収集を実施する。

・結核療法研究協議会と連携し、全国のMDR-TB発生数を監視する。

・引き続き自治体の水再生センターに協力を依頼し、処理放流水の薬剤耐性遺伝子の定量的評価、および残留抗菌薬の測定を行う。

「薬剤耐性ワンヘルス動向調査検討会」を開催し、「薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書2025」を作成予定である。
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資料２－２

目標３　適切な感染予防・管理の実践により、薬剤耐性微生物の拡大を阻止する

戦略(3.1） 医療、介護における感染予防・管理と地域連携の推進生物の拡大を阻止する

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁

【継続】
入院患者も新たに対象として加えた「抗微生物薬適正使用の手引き（第三版）」
のダイジェスト版を作成、公表した(令和６年８月公表)。またブックレット版の
作成を行い、全国の医療従事者に配布を行った。

JIHSと共に、本手引きおよびダイ
ジェスト版の普及啓発に努める。
また、歯科版を追加し、第3版ま
での内容も刷新した第四版への改
訂を検討する。

【継続】
JANISに提出されたデータを検体別、年齢群別などの層別を行って都道府県別に集
計し、AMR臨床リファレンスセンターに提供し、薬剤耐性（AMR)ワンヘルスプラッ
トフォーム（WEB）上で、主要菌の各抗菌薬に対する耐性率の分布を可視化してお
り、令和６年度は新たに診療所のデータも対象に加えることができた。

JIHSにおいて、今後も毎年、同様
の集計行い、AMR臨床リファレン
スセンターに提供し、AMRワンヘ
ルスプラットフォーム（WEB）上
での閲覧を可能にする。

【継続】
研究班員が所属する小児感染管理ネットワークの継続的な活動の中で、小児感染
管理の指標、チェックリストを構築した。継続的な取り組みにより各施設で広域
抗菌薬の処方が減少し、薬剤耐性菌が減った成果を論文として公開した。継続性
のある方策の構築のために、地域の医療者と行政機関が急患センターを中心に連
携するモデルを兵庫で構築し、全国のコア施設(福井、千葉、静岡、奈良、愛媛)
にも広げた活動をまとめ報告した。

研究班において、ネットワークを
継続し拡充することで、感染管理
指標やチェックリストの普及につ
とめる

【継続】
地域における活用事例をセミナーやJ-SIPHEのWEBサイト上にて紹介し、地域での
取り組み推進を図った。

JIHSにおいて、学会やWEBサイト
上にてJ-SIPHE活用の事例紹介な
どを通じて地域連携の促進を図
る。

【新規】
ESBL産生菌に対する感染対策ポリシーによるESBL産生菌の発生状況の分析の開
始。

JIHSにおいて、日本における効率
的なESBL産生菌への感染対策のエ
ビデンスを確立する。

・介護老人保健施設に対し、IPCおよびAMSに関するPoint
Prevalence Surveyの実施および調査結果の公表

・療養型病床に対する、IPCおよびAMSに関する調査の実施および報
告

【継続】
高齢者施設で汎用可能な薬剤耐性菌対策ガイドの作成し、公表した(令和６年３月
公表)。

研究班において、公開した高齢者
施設における薬剤耐性菌対策ガイ
ドの普及に努めるとともに、使用
上の問題点について調査を行う。

厚生労働省

【継続】
AMR臨床リファレンスセンターの専用電話や問い合わせフォームを用い、相談対応
体制を整えている。令和６年度は相談対応なし。

JIHSにおいて、AMR臨床リファレ
ンスセンターの機能について引き
続き広報を図り、対応を継続す
る。

【継続】
地域の優良事例を収集し、ウェブサイトを通じての関係機関への紹介を行ってい
る。

JIHSにおいて、ガイダンス普及啓
発ための広報を行う。

【継続】
学会発表・ウェブサイト・メーリングリストを通じて宣伝し、J-SIPHE普及を促し
た。J－SIPHE年次報告書を作成し、加算区分別及び全国レベルのIPCに関する比
較・評価を行った。

JIHSにおいて、J-SIPHEの年次報
告書を作成し、地域レベルのデー
タの比較・評価を行う。

薬剤耐性感染症（ARI）の感染予防の推進に資する予防接種（肺炎球
菌、ヘモフィルス・インフルエンザb型（Hib）、インフルエンザワ
クチン等）について引き続き推進

【継続】
予防接種法に基づき、小児の肺炎球菌感染症、高齢者の肺炎球菌感染症、Hib感染
症、インフルエンザ等を対象疾病として、定期の予防接種を実施した。

定期の予防接種を着実に実施して
いく。

－ － 厚生労働省

IPC、AMSの評価に関する情報収集のシステム（J-SIPHE、診療所版J-
SIPHE等）の運営

【継続】
IPC、AMSの評価に関する情報収集のシステム（J-SIPHE、診療所版J-SIPHE等）を
運営し、年次報告書を作成した。

JIHSにおいて、J-SIPHEの活用調
査を継続する。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

厚生労働省

厚生労働省

・AMR臨床リファレンスセンターでの相談対応体制を構築

・AMR臨床リファレンスセンターにおいて教育資材の作成および公開

・医療機関、地域及び全国レベルでの感染予防・管理（IPC）に関す
る比較・評価（ベンチマーキング）及びその結果に基づくIPC対策へ
の活用に向けたJ-SIPHEの運用と改修

・中小病院でのAMR集団発生に関して、院内感染対策上重要である
Clostridioides difficile感染症のガイダンスを公開。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

厚生労働省

■ 感染予防・管理（IPC）の
推進及び連携強化

・抗微生物薬適正使用の手引きの作成・公表（最新の第三版は令和
５年）

・院内感染対策サーベイランス運営会議にて対象施設や対象項目の
見直しについて専門家による議論を実施

・研究班において地域における感染防止対策の標準モデル構築の検
討を実施

・地域における活用事例をセミナーやウェブサイト上で紹介して地
域での取り組み推進を図った。

・病院等における薬剤耐性菌発生状況と手指衛生の遵守状況につい
て分析を実施

■ 感染予防の推進

■ 検査機関と、医療機関、地
方自治体の連携体制整備
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・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁

薬剤耐性微生物（ARO）に起因
する医療関連感染症（HAI）発
生件数

感染症発生動向調査（NESID：National Epidemiological
Surveillance of Infectious Disease）およびJANIS の「全入院患
者部門」で薬剤耐性菌感染症の発生数（報告数）をモニタリングす
る

感染症発生動向調査（NESID：National Epidemiological Surveillance of
Infectious Disease）の指標は以下の通り。

【定点報告（定点当たり数）暫定値】
※令和６年１月―12月の報告数暫定値
ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)：893件（1.86件）
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）：15,548件（32.39件）
薬剤耐性緑膿菌（MDRP）：80件（0.17件）

【全数報告暫定値】
※令和６年１月―12月の報告数暫定値
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）: 2,277件
バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）：121件
薬剤耐性アシネトバクター（MDRA）：6件

※上記はいずれも薬剤耐性菌感染症の発生数（報告数）（全数届出の対象のもの
は医療関連感染症であるか否かの確認は可能（未実施）だが、定点のものは不可
能）

厚生労働省

要件を満たす「地域感染症対
策ネットワーク（仮称）」を
設立した自治体数

厚生労働科学研究班において、47都道府県・20政令指定都市を対象
に、感染症対策の地域ネットワークの現状についてのアンケートを
実施する。

厚生労働科学研究班において、47都道府県・20政令指定都市を対象に、感染症対
策の地域ネットワークの現状、今後の方向性についてのアンケート結果及びネッ
トワーク構築方法等をふまえ、標準モデル構築に必要な要件を抽出した。

厚生労働省

肺炎球菌、ヘモフィルス・イ
ンフルエンザ b 型（Hib）及
びインフルエンザワクチンの
予防接種率

定期の予防接種実施率 A類疾病（※令和５年度予防接種実施率）
・小児肺炎球菌ワクチン（1/2/3 回目）96.3/96.7/96.9％、追加接種 94.0％
・Hib ワクチン：（1/2/3 回目）96.4/96.7/96.9％、追加接種 94.4％ Ｂ類疾病
・高齢者肺炎球菌ワクチン 37.2％
・インフルエンザワクチン 54.3％

厚生労働省

JANIS及びNESIDを継続する。NESID、JANISのデータを組み合わせた薬剤耐性菌の伝播に関する研究を進
める。

・標準モデルの構築に必要な要件をふまえ、研究班の各チームにおいて診療所版J-SIPHEの実装を開始
した。

・地域ネットワーク参入に関する障壁に関する調査を行う予定。

引き続き、予防接種実施率について、把握していく。
※令和６年度の定期の予防接種実施率は令和８年９月頃に公表予定。
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戦略(3.2）畜水産、獣医療、食品加工・流通過程における感染予防・管理の推進の把握

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁

■ 家畜、養殖水産動物及び愛
玩 動 物 の 感 染 予 防 ・ 管 理
（IPC）の推進

・感染症を予防するための動物用ワクチンや、抗菌薬の代替となる
薬剤等の開発・実用化を推進するため、補助事業を開始。（平成29
年～）

・飼養衛生管理の徹底により感染症を減らすことが、抗菌剤の使用
機会の減少につながることを、通知やリーフレット等により周知。
（平成28年～）

・飼養衛生管理基準の遵守を徹底。（平成28年～）

・牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵の生産衛生管理ハンドブックを作成・公
表し、衛生管理の取組を推進。（平成28年～）

【継続】
・薬剤耐性対策に資する体外診断薬及び試薬、飼料添加物や抗菌剤の使用減少に
資する動物用ワクチン等の薬剤の実用化に必要な試験に加え、医療機器等を対象
に支援した。

・飼養衛生管理の徹底により感染症を減らすことが、抗菌剤の使用機会の減少に
つながる旨を講演等で周知した。

・飼養衛生管理基準の遵守の徹底を図るため、家畜保健衛生所における指導等を
推進するとともに、飼養衛生管理基準の遵守状況等について、報告をとりまとめ
HPに公開した(四半期ごとに公開)。

【新規】
・産業動物用ワクチンの開発促進・安定供給に向けた取組みとして、「動物用ワ
クチン戦略」を新たに策定した。

・引き続き、抗菌剤の使用機会を
減少させるための製品の開発・実
用化を支援する。

・引き続き、感染症予防及び抗菌
剤の使用機会の削減を周知する。

・引き続き、家畜伝染病予防法の
規定に基づく飼養衛生管理基準の
遵守の徹底を図る。

・引き続き、各畜種の生産衛生管
理ハンドブックの普及に努める。

・動物用ワクチン戦略に基づき、
ワクチンを活用した疾病対策の取
組について検討を行う。

・動物用医薬品対策事業：55百万
円の一部を用いて、抗菌剤の使用
機会を減少させるための製品の開
発・実用化を支援。

・動物用医薬品対策事業：83百万
円の一部を用いて、抗菌剤の使用
機会を減少させるための製品の開
発・実用化を支援するとともに、
ワクチンを活用した疾病対策の取
組について検討予定。

農林水産省

■ 食品加工・流通過程におけ
る感染予防・管理（IPC）の推
進

HACCP(ハサップ)の推進
食品衛生法等の一部を改正する法律が第196回通常国会で成立し、平
成30年６月13日に公布された。これにより、製造・加工、調理、販
売等を行う全ての食品等事業者を対象として、HACCPに沿った衛生管
理を求めることとなった（令和３年６月１日から本格施行。）。

【継続】
令和５年度に引き続き、小規模事業者が円滑にHACCPに取り組めるよう、各事業者
団体による分かりやすい手引書の作成を支援し、厚生労働省の検討会で内容を確
認した。

HACCPに沿った衛生管理の確実な
実施のための取組を引き続き実施
する。

－ － 厚生労働省

・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁

実用化された動物用ワクチン
や免疫賦活剤等の数

新たに承認されたワクチン数 17製剤 農林水産省

飼養衛生管理の遵守状況

家畜保健衛生所における指導・助言、勧告及び命令の実施状況（令
和６年度における行政手続法の規定による指導・助言の件数）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/in
dex.html

延べ48,484回 農林水産省

生産衛生管理ハンドブックの
関連ウェブページの閲覧数

関連ウェブページ（※）の閲覧数
※以下のサイト：
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/201108.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/attach/pdf/201108-1.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/attach/pdf/201108-8.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/other/ushi-furoku1.doc
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/other/buta-furoku2.docx
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/attach/pdf/201108-2.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/other/buta-furoku1.docx
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/other/buta-furoku2.docx
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/attach/pdf/201108-4.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/attach/pdf/201108-6.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/other/tori-furoku1.doc
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/other/tori-furoku2.doc
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/attach/pdf/201108-7.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/other/furoku.doc
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/other/furoku2.doc
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/attach/pdf/201108-9.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/attach/pdf/201108-10.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/attach/pdf/201108-3.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/attach/pdf/201108-5.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/attach/pdf/201108-11.pdf

17,503PV（月平均1,459PV） 農林水産省

家畜用、養殖水産動物用及び
愛玩動物用ワクチンの使用量

動物用医薬品の販売高年報における動物用生物学的製剤から血清、
診断液の部を抜いた販売額

令和６年：34,830,011千円 農林水産省

引き続き、補助事業等により、抗菌剤の使用機会の低減に資するための動物用ワクチンの実用化を促進
する。

引き続き、家畜伝染病予防法の規定に基づく飼養衛生管理基準の遵守の徹底を図る。

引き続き、畜産物の食品安全性を高めるため、生産現場における衛生管理の普及を図る。

引き続き、薬剤耐性対策に資する動物用ワクチンの使用を推進する。 
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戦略(3.3） 薬剤耐性感染症の集団発生への対応能力の強化

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁
【継続】
・NICUにおけるMRSAアウトブレイク対策、ノロウイルスアウトブレイク時の外部
評価を必要時に（年に1－2回程度）行った。

・アウトブレイク対応に関する医療機関からの相談に対応する窓口を設け、地域
での取り組みをアドバイスし、地域ネットワークの推進を図っている。令和６年
度は相談なし。

・AMRアウトブレイク対応に関し、４医療機関４自治体から国立感染症研究所実地
疫学専門家養成コース(FETP)への依頼を受け、FETPが実地疫学調査を支援し 、か
つ地域での取組をアドバイスしつつ、地域ネットワークの推進を図った。

・地域における薬剤耐性菌検出状況を県内各地の感染管理担当者・県行政と共有
する取り組みを開始した。

JIHS等において以下を実施
・感染管理ネットワークの事業と
して継続する。
・各地の自治体・保健所との情報
交換や相談対応を行うとともに、
セミナーを継続して展開し、技術
的なレベルアップを図る。
・自治体の依頼を受けた実地疫学
調査支援をする他、感染症発生動
向調査等でハイリスクと評価した
事例に関してJIHS（中央感染症情
報センター）から地方感染症情報
センターに対応などの問い合わせ
を行う。
・地域における薬剤耐性菌検出状
況の共有促進を継続する。

【継続】
研究班の構成員は地域の研修会における講師を年に4－5回勤めた。

研究班において、講習会を継続的
に実施する。

【継続】
全国保健所長会協力事業AMR対策等推進事業班と協力し、保健所職員のAMR対策に
関する知識の底上げを目指したオンラインセミナーを開催した。

【継続】
複数の地方自治体（北海道、岩手県、東京都、石川県金沢市、千葉県市川市、千
葉県野田市、群馬県高崎市）で保健所職員向けの薬剤耐性菌実地疫学調査に関す
る研修会を実施した。

■ 大規模集団発生に対する対
応能力強化

医療疫学講習会の開催による地域レベルで対応可能な人材の育成 【継続】
・医療疫学講習会の受講者へメーリングリスト登録を呼びかけた。

・薬剤耐性感染症の集団発生への対応能力を医療現場レベルで実践できる医療従
事者の育成と底上げを目的とした医療疫学講習会を開催。Webで開催し、95名が参
加した。

JIHSにおいて、AMR対策サポー
ターへの登録を呼びかけるととも
に、要望に応じて派遣するための
整備を進める。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

厚生労働省

・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁

薬剤耐性感染症（ARI）の集団
発生への対応件数及び患者数

ARIの集団発生への対応件数及び患者数を調査する。 AMRアウトブレイク（ARIの集団発生）対応に関し、４医療機関４自治体から国立
感染症研究所実地疫学専門家養成コース(FETP)への依頼を受け、FETPが実地疫学
調査を支援した。

厚生労働省

関係者向けの研修会の実施回
数

地方自治体の保健所職員や病院等の院内感染対策に関わる者を対象
とした研修会の実施回数を調査する。

・全国保健所長会協力事業AMR対策等推進事業班と協力し、保健所職員のAMR対策
に関する知識の底上げを目指したオンラインセミナーを開催し、グループワーク
のためのシナリオ教材を開発した。

・IHEAT研修や日本病院会の研修でAMRアウトブレイク事例の対応について取り上
げた他、複数の地方自治体（北海道、岩手県、東京都、石川県金沢市、千葉県市
川市、千葉県野田市、群馬県高崎市）で保健所職員向けの薬剤耐性菌実地疫学調
査に関する研修会を実施した。

厚生労働省

引き続き、AMR臨床リファレンスセンターの機能について周知するとともに相談体制を継続する。ま
た、JIHS実地疫学研究センター・AMR研究センター・実地疫学専門家養成コース(FETP)の調査・対応支
援体制を自治体に周知する。

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

厚生労働省

JIHSにおいて、保健所が地域感染
症ネットワーク構築や連携に寄与
することを目指し、保健所職員の
資質向上を目的とした対面又はオ
ンライン研修会を企画、実施す
る。

・研究班員が所属する小児感染管理ネットワークの中で、アウトブ
レイク発生時の支援体制を構築

・全国保健所長会協力事業AMR対策等推進事業班と協力し、薬剤耐性
を学ぶグループワーク教材を開発

・国立感染症研究所実地疫学専門家養成コース(FETP)による実地疫
学調査の支援を実施

・FETPによる保健所職員向けの薬剤耐性菌実地疫学調査に関する研
修会の実施

・AMR対策公衆衛生セミナーの実施

保健所職員の資質向上を目的としたオンライン研修会を引き続き企画、実施する。

■ 地域における薬剤耐性感染
症（ARI）集団発生対応支援

21



資料２－２

目標４　医療、畜水産等の分野における抗微生物剤の適正な使用を推進する

戦略(4.1）医療機関における抗微生物薬の適正使用の推進

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁
【継続】
・薬剤耐性(AMR)等に関する小委員会、「抗微生物薬適正使用（AMS）等に関する
作業部会」において公的なAMSガイドライン及び感染症診療マニュアルである「抗
微生物薬適正使用の手引き第三版　本編・別冊・補遺」について改訂の必要性を
議論し、第四版では第三版の内容整理および更新に加えて歯科領域編の追加を行
う方針を示した。

・抗微生物薬適正使用の手引き第三版について、臨床現場における医療従事者の
利便性を重視した「抗微生物薬適正使用の手引き 第三版 ダイジェスト版」を発
行し、webサイトで公開した(令和６年８月公表)。

JIHSと共に、以下を実施
・引き続きダイジェスト版も含め
て「抗微生物薬適正使用の手引き
第三版」について臨床現場への普
及に努める。
・「抗微生物薬適正使用の手引き
（第四版）」への改訂を進める。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

【継続】
令和４年度より運用を開始した診療所版J-SIPHEに診療所4,150施設、管理施設
（病院・その他）543施設が参加している。（令和６年3月26日時点）

JIHSにおいて、システム改修を進
め、全国への普及と機能追加・拡
充（抗菌薬使用量集計、グループ
機能）を行い、全国規模での診療
所版J-SIPHEシステム確立を目指
す。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

・最新の科学的根拠に基づく知見を収集し、抗微生物薬適正使用の
手引きの改版に合わせて反映を実施（最新は第三版　令和５年11月
発行）

【継続】
・感染症教育コンソーシアムで作成した/作成中のマニュアル・ガイドラインに最
新の知見を反映するため、専門学会を通じて専門家の参加を得た。抗菌薬マス
ターを一般公開し、WHOの定める一日標準使用量を示した。

・レセプトデータと薬剤感受性試験結果が結合されたデータが必要となるため、
国立病院機構の診療情報集積基盤NCDAを用いて解析を行うこととし、利用を申請
した。

・上気道炎に対する抗菌薬使用率情報を、薬剤耐性（AMR)ワンヘルスプラット
フォームに実装した。

JIHSにおいて、以下を実施
・「抗微生物薬適正使用の手引
き」の第三版の広報を図る。抗菌
薬の適正使用推進上課題となる添
付文書上の記載について、時宜に
かなった改訂を推進する仕組みを
構築する。
・データの確認・解析を行い、論
文化の準備を進める。
・臨床現場への配布など、「抗微
生物薬適正使用の手引き第三版」
の普及に取り組む。上気道炎に対
する抗菌薬使用率情報を、AMRワ
ンヘルスプラットフォームにて更
新する予定である。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

厚生労働省

抗微生物薬の添付文書の記載事項（使用上の注意等）の科学的根拠
に基づく見直し
令和２年９月に「抗微生物薬適正使用の手引き 第二版」に基づき抗
微生物薬の適正使用を行うよう、医薬品の添付文書に追記を求める
通知を発出した。

【継続】
抗微生物薬に関する国内外の副作用等報告、最新の科学的根拠等を収集、評価
し、添付文書の改訂要否を検討した。

引き続き、国内外の副作用等報告
や耐性菌の発現状況等に基づき、
適宜添付文書の改訂要否を検討す
る。

－ － 厚生労働省

・医療関係者向けに抗微生物薬適正使用や感染対策に関するセミ
ナーの開催や、eラーニングのシステムも含めた研修プログラムを提
供する体制を整備した。

・国内の医療機関を対象にAntimicrobial Stewardshipに関するアン
ケート調査を行い、中小規模の医療機関の方が大規模な医療機関と
比較し広域抗菌薬への早い介入が多く、抗真菌薬については取り組
みがほとんど行われていないことを明らかにした (BMC Infectious
Diseases, 2021; 21(1), 355)。

・感染症教育コンソーシアムを中心に医療機関におけるマニュアル
作成等の支援チームを結成し、アンチバイオグラム作成ガイドライ
ンを作成した(平成31年３月より公開)。

【継続】
医療関係者向けのセミナーを10回開催し、抗微生物薬適正使用や感染対策に関す
る研修プログラムを提供した。

JIHSにおいて、以下を実施
・引き続き各地でのセミナーを開
催するとともに、eラーニングコ
ンテンツの充実を図る。
・アンチバイオグラム作成ガイド
ラインの普及とともに、各種サー
ベイランスから得られる情報と合
わせ、ガイドライン・マニュアル
の整備を検討する。
・結果を取りまとめて報告する。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

厚生労働省

研究結果を踏まえ、抗微生物薬適正使用（AMS）実施を追加すること
について、中小病院に拡大することを検討

【継続】
令和６年度診療報酬改定において抗菌薬適正使用体制加算を新設した。

令和６年度診療報酬改定の影響を
調査・検証し、抗菌薬等の医薬品
の適正使用の在り方について引き
続き検討する。

－ － 厚生労働省

■ 抗微生物薬適正使用
（AMS）の推進に資するガイド
ライン・マニュアルの整備

・薬剤耐性(AMR)等に関する小委員会、抗微生物薬適正使用（AMS）
等に関する作業部会の設置および開催

・抗微生物薬適正使用の手引きの作成・公開および普及啓発

・診療所版J-SIPHEの運用（令和４年10月～）

厚生労働省

■ 抗微生物薬適正使用
（AMS）の推進のための診断、
治療に関わる規制の検討
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【継続】
・引き続き、AMR臨床リファレンスセンターにおいて相談対応を行った。

・研究班において、抗微生物薬適正使用を推進するために、診療所版J-SIPHEを使
用した抗菌薬適正使用の解析を進め、一次救急施設におけるモニタリングを開始
し参加地域・医療機関を拡充しながら、課題の抽出を行った。継続性のある方策
の構築のために、地域の医療者と行政機関が急患センターを中心に連携するモデ
ルを兵庫で構築し、全国のコア施設(福井、千葉、静岡、奈良、愛媛)にも広げそ
の成果を発表した。

・小児耳鼻咽喉科学会と合同のシンポジウムを２年連続で開催し、ワーキンググ
ループを通した連携を開始した。

JIHS等において、以下を実施
・引き続き、相談対応を行う。
・引き続き診療所版J-SIPHEを用
いた急病センターモデルの全国レ
ベルでの連携を行う。
・引き続き小児科以外の診療科と
の連携による適正使用と感染管理
の普及を行う。

【継続】
・J-SIPHEにて抗菌薬使用状況を集計した。

・抗微生物薬適正使用における薬剤師の役割について感染症教育コンソーシアム
を通じて意見交換を行った。

・日本病院薬剤師会などを通じ、病院薬剤師が行っている抗菌薬使用量調査の現
状についてアンケート調査を行い、結果をとりまとめた。

・レジメン登録システムの必要性を含めて検討を行った。

JIHSにおいて、J-SIPHEを引き続
き運営する。

・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁

包括的な抗微生物薬適正使用
（AMS）プログラム（抗微生物
薬適正使用チーム（AST）の設
置など）
を実施する医療機関数

感染症対策向上加算を取得しており、かつJ-SIPHEに参加している施
設数

総施設数：3,612施設
加算１施設：1,326施設
加算２施設：1,022施設
加算３施設：1,114施設
（令和７年３月26日時点）

厚生労働省

地域における抗微生物薬適正
使用（AMS）支援体制の整備数

・感染対策向上加算１の届出施設数 （施設基準通知の一部に、他の
保険医療機関から抗菌薬の適正使用の推進に関する相談等を受ける
体制を整備していることを規定している。）

・J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEにおいて作成されたグループ数

感染対策向上加算１の届出施設数 ：1,359件

J-SIPHE
※
において作成されたグループ　（令和７年3月26日時点）

・基本グループ数：997グループ
・任意グループ数：158グループ（研究等の目的で作成されたものを含む）
※
J-SIPHE参加施設数：3.612施設

診療所版J-SIPHE
※※

において作成されたグループ（令和７年3月26日時点）
・442グループ
※※

診療所版J-SIPHE参加施設数：4,150施設

厚生労働省

・AMR臨床リファレンスセンターにおいて、薬剤耐性菌関連の相談対
応やアウトブレイク支援の窓口を設置し、相談対応を行った。（平
成29年～）

・病院薬剤師が行っている抗菌薬使用量調査の現状についてアン
ケート調査の実施及び結果を報告した。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

厚生労働省
■ 医療機関における抗微生物
薬適正使用（AMS）体制の整備
支援

・引き続きJ-SIPHEへの新規参加医療機関の受け入れを推進する。

・診療報酬上の在り方について検討する。

・引き続きJ-SIPHEおよび診療所版J-SIPHEへの新規参加医療機関の受け入れを推進する。
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戦略(4.2）畜水産、獣医療等における動物用抗菌性物質の慎重な使用の徹底

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁
食品健康影響評価終了案件については、飼料添加物及び同系統の動
物用医薬品で26 物質, 11 系統のうち、家畜に使用されるものは全
て終了(ただし、養殖水産動物に使用される動物用医薬品３系統を除
く)、動物用医薬品の承認・再審査等で 38 件中33件終了した。（令
和５年度末時点）

【継続】
薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価を実施した。
【強化】
養殖水産動物の評価の考え方や、近年の評価経験から得られた知見等を踏まえ、
「家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響に関
する評価指針」を改正した。あわせて、令和６年２月にWHOが人医療上重要な抗菌
剤リストの第７版を公表したことを踏まえ、「食品を介してヒトの健康に影響を
及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付けについて」を改正した。

引き続き、食品健康影響評価を
着実に実施する。

－ － 内閣府食品安全委員
会

・食品安全委員会によるヒトへの健康影響に関するリスク評価の結
果を踏まえ、
(1) 動物用医薬品11成分（フルオロキノロン系、セフチオフル等）
について、第二次選択薬として限定的な使用、薬剤耐性菌の発生状
況の動向調査等を実施。（平成23年～）
・コリスチンを第二次選択薬として指定。（平成30年）
(2) 飼料添加物について、評価を終了し、ヒトの健康へのリスクが
無視できないと評価された５剤の指定を取り消した。（平成30年）

【継続】
(1) 動物分野では、内閣府食品安全委員会による食品健康影響評価の結果（フル
オロキノロン系抗菌性物質製剤第5版）を踏まえ、これまで同様「中程度」となっ
たことから、これまで実施している第二次選択薬としての指定及びモニタリング
を継続していくこととした。

引き続き、食品安全委員会の食品
健康影響評価の結果に基づき、リ
スク管理措置を的確に策定・見直
し、措置を実施する。

生産資材安全確保対策事業：203
百万円の一部を用いて、リスク評
価に必要な情報収集を実施した。

生産資材安全確保対策事業：209
百万円の一部を用いて、リスク評
価に必要な情報収集を実施してい
る。

農林水産省

■ 動物用抗菌性物質の適正使
用体制の整備

・魚類防疫員等の専門家の使用指導書がないと養殖業者が抗菌剤を
購入できない仕組みを導入。（平成29年～）

・生産現場での抗菌剤の使用実態を踏まえた指導を行えるよう、畜
産分野において獣医師が交付する指示書と生産現場での使用記録の
電子化の検討を実施。（令和２年～）

【継続】
農場ごとの抗菌剤の使用量を把握するためのツールである電子指示書システムの
開発を実施。

引き続き、電子指示書システムの
運用を進める。

飼養衛生管理情報通信整備事業：
89百万円（令和５年度補正：336
百万円）の一部を用いて電子指示
書システムの開発を実施。

飼養衛生管理情報通信整備事業：
13,587百万円※（令和６年度補
正：5,754百万円※）の一部を用
いて電子指示書システムを運用予
定。
※農林水産省全体のシステム予算

農林水産省

■ 動物用抗菌性物質の慎重使
用徹底のための体制の強化

・感受性ディスクの整備に向け、動物用抗菌剤の感受性ディスクの
承認制度を緩和し、届出制とした。（平成28年）感受性ディスクの
開発・製品化を支援した 。（令和３～５年）

・抗菌剤の使用を真に必要な場合に限定する「慎重使用」の考え方
をまとめたリーフレット、「牛呼吸器病における抗菌剤治療ガイド
ブック」を作成・配布する等により推進。（平成28年）

・抗菌剤の使用を真に必要な場合に限定する「慎重使用」の考え方
をまとめたリーフレット、「豚の呼吸器病及び牛の乳房炎における
抗菌剤治療ガイドブック」をウェブサイトで公表した。（平成30、
令和元年）

・都道府県、畜水産関連の生産者団体、獣医師会等に抗菌剤の慎重
な使用の徹底についての通知を発出。（平成28～令和元年、令和４
年）

・獣医師、生産者向けに抗菌剤の慎重使用に関する動画（薬剤耐性
対策の基礎、抗菌剤に頼らない畜産生産）を作成し、農林水産省
ウェブサイトに掲載（令和３年）

・養殖業者向けのパンフレットを作成し抗菌剤の適正・慎重使用や
薬剤耐性に関する情報を記載し、道府県等に配布することで現場指
導を徹底。（平成25年～）

・抗菌剤指導書制度を的確に運用するため、都道府県の魚類防疫員
を対象とした水産用医薬品薬事監視講習会や技術研修会等を実施。
（平成29年～）

【継続】
・養殖業者向けのパンフレットを作成し抗菌剤の適正・慎重使用や薬剤耐性に関
する情報を記載し、都道府県等に配布することで現場指導を徹底した。

・抗菌剤指導書制度を的確に運用するため、都道府県の魚類防疫員等を対象とし
た水産用医薬品薬事監視講習会や技術研修会等を実施。

・動物用医薬品対策事業において感受性ディスクの開発・製品化を支援する体制
を整備。

・引き続き、パンフレットの中身
も検証しつつ、作成し配布する予
定。

・引き続き、都道府県の魚類防疫
員等を対象とした水産用医薬品薬
事監視講習会や技術研修会等を実
施予定。

・引き続き、動物用医薬品対策事
業において感受性ディスクの開
発・製品化を支援する体制を整
備。

生産資材安全確保対策事業：203
百万円の一部を用いて都道府県の
魚類防疫員等を対象とした研修を
実施。

・生産資材安全確保対策事業：
209百万円の一部を用いて都道府
県の魚類防疫員等を対象とした研
修を実施。

・動物用医薬品対策事業費：83百
万円の一部を用いて、引き続き感
受性ディスクの開発・製品の支援
を実施予定。

農林水産省

・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁

リスク管理措置の策定・実施
数

内閣府食品安全委員会による食品健康影響評価の結果を踏まえたリ
スク管理措置数（継続含む）

４件 農林水産省引き続き、食品安全委員会の食品健康影響評価の結果に基づき、リスク管理措置を適確に策定・見直
し、措置を実施する。

■ 動物用抗菌性物質の使用に
よる薬剤耐性の食品を介した
ヒトへの健康影響に関するリ
スク評価・リスク管理の推進
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目標５　薬剤耐性の研究や、薬剤耐性微生物に対する予防・診断・治療手段を確保するための研究開発等を推進する

戦略(5.1）  薬剤耐性の発生・伝播機序及び社会経済に与える影響を明らかにするための研究の推進

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁
「新興・再興感染症研究基盤創生事業」において、タイ、ミャン
マー、インド、ガーナの各海外拠点及び日本国内で収集したカルバ
ペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）株の全ゲノム解析実施の結果、日
本、東南アジア、アフリカで系統的に大きく異なるCREの分布及び薬
剤耐性遺伝子の増強メカニズムを明らかにした。

【継続】
「新興・再興感染症研究基盤創生事業」において、中国、ベトナム、タイ、イン
ド、インドネシア、ガーナ、ザンビア、コンゴ民主共和国の各海外研究拠点を活
用し、薬剤耐性菌株の収集やゲノム解析等により薬剤耐性の発生・伝播に関する
研究を進めた。

「新興・再興感染症研究基盤創生
事業」において各海外研究拠点で
の薬剤耐性菌株の収集とゲノム解
析等、薬剤耐性（AMR）の発生・
伝播に関する研究を推進する。

新興・再興感染症研究基盤創生事
業（令和6年度予算額：2,329百万
円）の内数。

新興・再興感染症研究基盤創生事
業（令和７年度予算額：2,238百
万円）において、感染症の診断法
の開発等に資する基礎研究を推進
する。

文部科学省

【継続】
薬剤耐性菌バンクでは、令和７年３月までに18件の分与依頼を受け付け、計2498
株の菌株分与を行った。また、感染研・薬剤耐性研究センターのサーベイランス
収集株を基に新たに3つの薬剤耐性菌パネルを作成しており、ウェブサイトで公開
した(令和７年３月公開)。

JIHSにおいて、今後も様々なサー
ベイランスで収集した菌株を保存
し、ゲノムデータ、可能である場
合は臨床データを紐付けしてバン
クに収集するとともに、パネルを
更新し、製薬企業、アカデミア、
病院等への分与を進める。

【停止】
薬剤耐性ゲノムデータベース構築（GenEpid-J）は老朽化により停止した。

JIHSにおいて、GenEpid-Jの後継
として新たなプラットフォーム開
発を開始する。

【継続】
・血液由来黄色ブドウ球菌を全国の国立病院機構の参加施設から収集するJARBS-
SAでは、重複処理した580株のデータセットについてゲノム情報と患者臨床情報の
統合解析を行い、その成果をNature Communicationsに発表した。

・国内の医療機関や研究機関から分譲されたMRSAやバンコマイシン耐性腸球菌
（VRE）等について、バンクへ保管・登録した。

・皮膚科由来黄色ブドウ球菌の全国サーベイランスでは、全国の皮膚科クリニッ
ク・病院の参加機関から皮膚及び鼻腔スワブ検体を収集し、最終的に約5,720株ブ
ドウ球菌の分離同定し、ゲノム解析を行っており、論文化に向けて進行中であ
る。

・JARBSを持続的に発展させるために、 1) 菌株データのアップロードと還元デー
タのダウンロード（およびJARBS全体の成果の公開）が可能な本Webシステムを構
築し、2) 菌株データ入力を簡略化しJANISデータベースと連携して効率化した
Excelシートを開発し、3) 収集対象の菌種の見直しを行い、収集対象株数を絞り
込んだ上で、対象とする全菌株をゲノム解読できる体制の構築したJARBS2.0の運
用を軌道に乗せ、９回のフィードバックレポートを作成して参加医療機関に還元
した。

【継続】
・（厚労科研）大学や地方衛生研究所において分離された食品あるいは家畜由来
のサルモネラ菌、カンピロバクター菌、大腸菌、MRSA、腸球菌等の寄託を受け、
耐性菌バンクへの収納と全ゲノム解析を行った。薬剤耐性菌がヒト、動物、食
品、環境というセクターを超えて検出され、伝播する状況に至っているかどうか
を探り、その解析結果を初めて、ワンヘルス動向調査報告書に掲載した。

・薬剤耐性菌バンクでは、令和６年度末までに18件の分与依頼を受け付け、計
2498株の菌株分与を行った。これらには日本臨床微生物学会・外部精度管理事業
への菌株提供を含む。また、新たに3つの薬剤耐性菌パネルを公開し、一つの既存
パネルへの菌株追加を行った。

【継続】
世界保健機構三輪車プロジェクト（令和３年開始）に合わせてヒト・食品・環境
中の薬剤耐性菌の拡散と関係性をあきらかにする目的でESBL産生株を含む大腸菌
を収集した。
令和６年度末までに、日本では24,190株の大腸菌を収集し、このうち6,820株につ
いてNGS解析を実施した。また、ベトナムにて単離された全ての大腸菌1,443株の
NGS解析が終了した。ベトナムから328株、マレーシアから1,668株、インドネシア
から1,576株を日本へ輸送しNGS解析の準備を行った。日本で得られた菌株につい
て、解析結果をワンヘルス動向調査報告書に掲載した。
これらの株をバンクへ登録・保管すると共に、菌株のゲノム解析および薬剤感受
性測定結果から、日本株と海外株の比較解析を行った。

JI HSにおいて、 引き 続き イ ンド ネ
シア、 マレーシア、 ベト ナムから
菌株の受け入れ手続き を進めると
共に、 日本国内、 海外から の菌株
収集および解析を進める。

■薬剤耐性（AMR）の発生・伝
播に関する研究の推進

JIHSにおいて、引き続き、
JARBS2.0および厚労科研食品班の
菌株収集とゲノム解読に基づく
サーベイランスを継続し、その結
果をワンヘルス動向調査報告書に
掲載するための検討を進める。一
方、薬剤耐性菌バンクに耐性菌を
受け入れるとともに、今後は国内
のアカデミア・製薬企業に分譲す
るための仕組みを作り、分譲を進
める。

厚生労働省・薬剤耐性研究センターにて薬剤耐性菌バンク（菌株、ゲノムデー
タ、可能である場合は臨床データ）を運用

・薬剤耐性菌パネルの作成および分与

・検体のゲノムシークエンスの出力を有する自動前処理システムを
運用し、JANIS参加施設を対象として薬剤耐性グラム陽性・陰性菌を
広く収集するサーベイランス（JARBS）を実施し、国内の医療機関や
研究機関から分譲された薬剤耐性菌株について、バンクへ保管・登
録およびゲノム解析を実施

・世界保健機構三輪車プロジェクト（令和３年開始）に合わせてヒ
ト・食品・環境中の薬剤耐性菌の拡散と関係性をあきらかにする目
的でESBL産生株を含む大腸菌を収集

・ベトナム、インドネシア、マレーシアで水環境、食鳥盲腸、病院
から単離されたESBL産生大腸菌についても解析を実施

－ －
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【 継続】
薬剤耐性菌感染症症例に対し て、 臨床情報および菌株を収集する研究の体制を検
討し た。

JI HSにおいて、 薬剤耐性菌感染症
症例に対し て、 臨床情報および菌
株を収集する研究の体制を整え開
始する。

【継続】
・令和６年度末までに、国内の複数の医療機関にて、臨床分離および医療排水、
一般下水、水環境由来のエロモナス属菌を含むカルバペネム耐性菌500株超の分離
を行い、その薬剤耐性プラスミドに着目したゲノム解析を行った。また、医療排
水や一般下水から真のVRE（van遺伝子保有腸球菌株）約100株の分離を行い、その
完全ゲノム解析を行った。さらに、日本とベトナムの下水を用いたシングルセル
メタゲノム解析を行い、両国において薬剤耐性遺伝子-プラスミド-細菌の関係性
を網羅的に明らかにした。

・国立遺伝学研究所と連携して、微生物遺伝子アノテーションプログラムである
DFASTにおいてプラスミドの型別、薬剤耐性遺伝子や病原性遺伝子の検出を行うた
めの機能拡張版の開発し、公開した(令和６年５月公開)。

JIHSにおいて、以下を実施
・引き続き、医療排水や一般下水
を用いて薬剤耐性菌分離株および
細菌叢の解析、その手法の開発を
進める。また、薬剤耐性菌や薬剤
耐性遺伝子を検出するサーベイラ
ンス手法の標準化を試みる。
・既知の全て細菌のプラスミドを
網羅するデータベースを構築し、
DFASTに組み込む。

・統合的な動向調査に向けて、世界保健機関（WHO）三輪車プロジェ
クトに参加した。（令和３年～）

・動物分野における疫学的ゲノムデータベース（J-VEG: Japanese
Veterinary Epidemiology and Genomics）を構築し、解析を実施。
（令和元年～）

【継続】
・世界保健機構三輪車プロジェクト（令和３年開始）に合わせてヒト・食品・環
境中の薬剤耐性菌の拡散と関係性を明らかにする目的で、獣医療分野で検出され
た薬剤耐性菌の遺伝子情報（家禽由来ESBL産生大腸菌等に関するゲノムデータ
等）を提供し、ヒト医療分野（JANIS）と獣医療分野の動物由来薬剤耐性菌モニタ
リング（JVARM：Japanese Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring）
とでデータ等を共有した。

・家畜由来のESBL産生大腸菌等のゲノム情報から分子疫学解析を実施した。

引き続き、医療排水や一般下水を
用いて薬剤耐性菌分離株および細
菌叢の解析、その手法の開発を進
める。また、薬剤耐性菌や薬剤耐
性遺伝子を検出するサーベイラン
ス手法の標準化を試みる。

動物医薬品検査所の検査事業費：
280百万円の一部を用いて、薬剤
耐性菌の遺伝子情報を蓄積し、解
析を行った

動物医薬品検査所の検査事業費：
309百万円の一部を用いて、薬剤
耐性菌の遺伝子情報を蓄積し、解
析予定。

農林水産省

【継続】
国立国際医療研究センターの患者データを用いた単施設の検討では、入院から
MRSA菌血症発症までの日数が欧米に比して長く、入院期間を適切に短縮すること
でMRSA菌血症による疾病負荷・経済負荷の軽減に繋がる可能性が示唆された
(Okumura et al. Japan J Infect Dis 2024.)。

JIHSにおいて、以下を実施
・疾病負荷の経時的な推移につい
て検討するとともに経済的な負荷
についての検証を進める。
・他の菌種で薬剤耐性対策を行っ
た場合の医療費削減効果等につい
て検討する。

【継続】
医療機関における薬剤耐性菌、抗菌薬使用量、医療関連感染症等を体系的に評価
可能なプラットフォームである「J-SIPHE(Japan Surveillance for Infection
Prevention and Healthcare Epidemiology)」を構築・改修・運営した。大規模健
診データを利用した疾患負荷の評価の研究（「レセプトデータベースを用いた感
染症罹患率及び抗菌薬使用量に関する研究」）の解析を行った。

JIHSにおいて、J-SIPHEの年次報
告書を作成し、体系的なリスク評
価のあり方に関する研究を継続す
る。「レセプトデータベースを用
いた感染症罹患率及び抗菌薬使用
量に関する研究」をまとめ、疾患
負荷を明らかにする。

【継続】
AMR臨床リファレンスセンターや研究班によるNDB情報を用いた調査研究を支援し
た。

引き続き、NDBを活用した調査研
究を支援する。OECDなど、国際機
関の報告書へ情報を提供する。

－ －

・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁
厚生労働科学研究による論文掲載数 英語論文45本、日本語論文17本 厚生労働省

上記研究における論文、報告書、刊行物等の成果物数 10報 農林水産省

薬剤耐性菌及び耐性遺伝子の分子疫学的解析を実施するために、
サーベイランスによる標本の収集と全ゲノム解析を実施し、DDBJ
(DNA Data Bank of Japan) に登録を行った菌株数。

約18,000株を解析に供し、これまでに解析を行った菌株を含めて706株分の配列情
報（生シークエンスデータ）について登録・公開。

厚生労働省

疫学的ゲノムデータベース（J-VEG：Japanese Veterinary
Epidemiology and Genomics）への登録標本数

334サンプル 農林水産省

■ 薬剤耐性（AMR）の健康及
び社会経済への負荷に関する
研究の推進

該当領域の公的研究費による
論文掲載数

引き続き、動物分野における薬剤耐性菌に関する研究等を推進する。 

ゲノムデータベースに蓄積さ
れたゲノム情報数（国内及び
海外） 引き続き、ゲノムデータの登録・解析を充実させる。

・引き続き、薬剤耐性菌データベースの拡充を図る。動物、食品、環境からの菌株についても追加して
いく。

・GenEpid-Jの後継として新たなプラットフォーム開発を開始する。

引き続き、厚生労働科学研究により、AMRの発生・伝播機序の解明に向けた研究等を推進する。

・JANISデータを用いて主要な薬剤耐性菌の菌血症による死亡数を評
価し、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌およびフルオロキノロン耐性
大腸菌感染症に次いで、第３世代セファロスポリン耐性肺炎桿菌の
頻度が高い事を明らかにしている（ECCMID2020）。

・主要薬剤耐性菌による菌血症の疾病負荷は依然として高い水準に
あり、今後も改善に向けた取り組みが必要であることが示唆された
(Tsuzuki et al. Infect Dis Ther 2023.)

・某県の国民健康保険・後期高齢者医療制度レセプトデータを用い
て在宅医療と在宅医療以外における抗菌薬の実態を比較。

・J-SIPHEの運用およびデータ解析体制の構築

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

厚生労働省
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戦略(5.2）  薬剤耐性に関する普及啓発・教育、感染予防・管理、抗微生物剤の適正使用に関する研究の推進

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁
一般市民対象のAMRに関する意識調査の実施 【継続】

一般市民対象のAMRに関する意識調査を行い、平成28年度から令和５年度にかけて
行ってきた意識調査と結果を比較した。

JIHSにおいて、国民対象の意識調
査を定期的に行い、教育・啓発活
動の効果を検証する。

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

厚生労働省

獣医学生への薬剤耐性に関する講義と併せて意識調査を実施し、
「薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書」に内容をまとめた。
（令和２年～）

【継続】
14大学の獣医学生に、薬剤耐性に関する講義と併せて意識調査を実施した。ま
た、令和５年度の意識調査結果を「薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書
2024」に内容をまとめた。

引き続き、獣医学生を対象とした
意識調査を実施する。

－ － 農林水産省

【継続】
診療所版J-SIPHEを構築し、疾病名や抗菌薬指標について検討した。

・JIHSにおいて、迅速抗原検査等
の有用性も含め、引き続き検討を
行う。

・JIHSにおいて、診療所版J-
SIPHEを構築し、疾病名や抗菌薬
指標について引き続き検討を行
う。

【継続】
・名古屋大学医学部附属病院中央感染制御部のホームページに掲載した研究成果
物の普及に努めた。

・研究班成果物を基に設立されたJ-SIPHEについて、「J-SIPHE 専門家ミーティン
グ委員」として、委員会に参加し、開発・普及・運用を支援した。

・「介護施設等における薬剤耐性菌対策ガイド」も参照にして、「高齢者施設に
おける薬剤耐性菌対策ガイド」（大毛班）の作成に貢献した。

・引き続き研究成果物を協力して
いただいた医療機関に配布すると
ともに、JIHSのホームページにも
掲載する。

・JIHSにおいて、「耐性菌条件警
告・案内定義メッセージの標準
化」「2DCM-web」「Σ-alert
matrix」は引き続き学会等で啓発
する。

・JIHSにおいて、J-SIPHE開発・
普及・運用の支援は継続して行
う。

・JIHSにおいて、「介護施設等に
おける薬剤耐性菌対策ガイド」の
追加資料を作成する。

【継続】
研究班において、介護老人福祉施設に対し、感染予防・管理（IPC）および抗微生
物薬適正使用（AMS）に関するPoint Prevalence Survey（PPS）を行い公表した。

JIHSにおいて、介護老人福祉施設
に対する、IPCおよびAMSに関する
調査を実施公表する予定である。

【継続】
国立国際医療研究センターと共催で主に医療従事者向けに医療疫学講習会を開催
し、アウトブレイク対応の対応力強化を図った。WPROが作成したAMRアウトブレイ
ク対応ガイダンスを翻訳し、サイトで公開し、医療機関や自治体におけるAMRアウ
トブレイク対応で参照できるようにした。同ガイダンスも参考にしながら、複数
の自治体で、自治体職員や医療従事者を対象にしたAMRアウトブレイク事例対応の
研修を実施した。

JI HSと 共催で主に医療従事者向け
に医療疫学講習会を開催し 、 アウ
ト ブレイ ク 対応の対応力強化を7
月に図っ た。 引き 続き 、 複数の自
治体で、 自治体職員や医療従事者
を対象にし たAMRアウト ブレイ ク
事例対応の研修を実施し ていく 。
また、 今後、 WPROのAMRアウト ブ
レイ ク 対応ガイ ダンスやJI HSのサ
イ ト で公開し ているAMR関連のコ
ンテンツに関する評価を行っ てい
く 。

【 継続】
各医療機関において、 カ ルバペネム耐性腸球菌・ 緑膿菌の検出率と 手指消毒薬の
消費量には相関がないこ と を報告し た( Hayakawa et  al .  J I nf ect  Publ i c Heal t h
2024. ) 。 また、 MRSAの検出率と 手指消毒薬の消費量にも 明ら かな相関は見ら れな
かっ た。

JI HSにおいて、 他の菌種・ 耐性に
ついても 検討する。 手指消毒薬の
剤型を考慮し た解析の準備を進め
る。

■ 行動変容に関する研究

■ 医療における抗微生物薬適
正使用（AMS）及び感染予防・
管理（IPC）に関する臨床研

究・疫学研究の推進

厚生労働省国内の医療機関における実態調査として以下を報告。
・医療機関の規模とAntimicrobial Stewardshipの実施状況について
(BMC Infectious Diseases, 2021; 21(1), 355).。
・検査室の有無とアンチバイオグラムの活用状況について(Ishioka
et al. J Infect Chemother 2023.)。

・ベトナムで行った調査で、インフルエンザ・RSVの迅速検査を行っ
た気道感染症症例では抗菌薬処方率が低いことが明らかになった。

・J-SIPHEおよび診療所版J-SIPHEの運用

・研究成果物として「介護施設等における薬剤耐性菌対策ガイド」
「グラム陰性薬剤耐性菌制御に関わる環境整備に関する資料集」
「CREとCPE対策のエッセンス」「急性上気道感染症（感冒（か
ぜ）・急性咽頭炎・急性備副鼻腔炎・急性気管支炎）患者説明資
料」を作成し、名古屋大学医学部附属病院中央感染制御部のホーム
ページに掲載した。

・「グラム陰性薬剤耐性菌制御に関わる環境整備に関する資料集」
については「院内感染対策マニュアル作成の手引き」の参考文献と
して引用した。

・ナショナルデータベースを用いた小児における抗菌薬使用状況を
調査

・AMR臨床リファレンスセンターを設立し、抗菌薬適正使用に関する
資材の作成および関係機関への提供

・J-SIPHEを用いたIPCに関する地域連携活動の推進について報告し
た。（Am J Infect Control. 2023; 51(2): 163-171)

・ヘリコバクター・ピロリの薬剤感受性試験の精度管理のための標
準パネル菌株を整備し分与体制を構築した。

・診療所における抗菌薬適正使用に関して，問題視されている第3世
代セファロスポリン系薬とキノロン系薬の使用量が多い診療所で
は，これらの抗菌薬に耐性の大腸菌が有意に高率に検出されている
事を報告。（Hosaka Y. J Antimicrob Chemother 2024;79:312-9）

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

AMRに関する臨床情報センター事
業費387百万の内数
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【継続】
・ナショナルデータベースを用いた小児における調査により、抗菌薬処方量の動
向と耐性菌減少率の相関を分析し、相関が明らかなものと明確でないものの存在
が明らかになった 。新生児のＭＲＳＡ保菌に関わる要因について検討し、市中開
業産科医における伝播保菌の可能性が示唆された。引き続き調査研究のため、ナ
ショナルデータベースを用いた小児における抗菌薬使用状況の調査を申請した。

・データベース研究から、小児抗菌薬適正使用支援加算の効果が長期にわたって
継続することが確認された。

JIHSにおいて、抗菌薬処方の年次
推移を評価し、COVID19によるパ
ンデミックの抗菌薬処方への影響
の分析及び解析を行う。

【継続】
抗菌薬適正使用に関するポスター・リーフレット、ダイジェスト版などの資材を
作成し、関係機関への提供を行っている。

JIHSにおいて、引き続き左記機関
においてツールの作成・提供を続
ける。

【継続】
JANISに除菌歴情報を直接報告できるシステムとするには大幅なシステム改修が必
要であるため、現在のJANISシステムをベースにして、別途に薬剤感受性試験結果
ならびに除菌歴情報を収集することとし準備を開始した。また、日本ヘリコバク
ター学会と日本臨床微生物学会会員向けにアンケートを実施した結果、検査機関
により試験法が大きく異なること、精度管理のための標準株パネルの普及率が低
いことが分かった。一方、また、国として薬剤耐性ピロリ菌サーベイランスを実
施する体制が議論された。

JIHSにおいて、現在のJANISシス
テムをベースにした薬剤感受性試
験結果ならびに除菌歴情報の収集
を行う体制を構築する。また、標
準法ではない微量液体希釈法を用
いている大手検査機関や医療機関
が多いことから、試験法による結
果の違いについて検証を行う。

在宅医療等における薬剤耐性微生物（ARO）の分離率及び分子疫学解
析に関する研究の実施
平成29年までに非急性期施設と急性期医療機関との間での入所者や
患者等の行き来などを通じて、遺伝的な性質が同じMRSAやESBL産生
大腸菌が共有されていることを示唆する研究成果が得られた。

【継続】
新たな研究の必要性の有無について判断すべく、状況を注視した。

新たな研究の必要性の有無につい
て判断すべく、状況を注視する。

－ －

－ 【 継続】
薬局薬剤師の居宅訪問による外来抗菌薬における残薬の実態調査を実施し 、 結果
を報告し た（ J I nf ect  Chemot her .  2025 Mar ; 31( 3) : 102623. doi :
10. 1016/j . j i ac. 2025. 102623. ） 。

JI HS等において、 薬局薬剤師の
AMR対策への貢献に必要な情報を
得るための新たな研究計画につい
て関係団体と 調整する。

－ －

■ 畜水産、獣医療等における
動物用抗菌性物質の適正使用
（AMS）及び感染予防・管理
（IPC）に関する研究の推進

・乳牛の乳房炎及び牛豚の下痢症・呼吸器病について、抗菌剤の慎
重な使用を徹底するため、現場の獣医師が抗菌剤の投与前に治療効
果を簡便に推定するための指標の検討を行った。（平成28年）

・抗菌性飼料添加物の使用を中止した場合に生じる課題への対処や
代替となる飼料添加物などについて検討するとともに、生産現場に
おける抗菌性飼料添加物の使用に代わる飼養管理の試行などの技術
的検証を行った。（平成29年度～令和３年度）

・研究結果を踏まえ、乳牛の乳房炎及び牛豚の下痢症・呼吸器病の
抗菌剤の使用マニュアルの作成に向けた検討を行った。（平成29
年）

・水産養殖動物に対して、より効率的な抗菌剤の投与方法等に関す
る研究を実施した。（令和５年～）

【継続】
・豚の病原性大腸菌データベース及び薬剤耐性迅速診断法について、一部都道府
県での活用及び試験運用を開始した。

・水産養殖動物に対して、より効率的な抗菌剤の投与方法等に関する研究を実施
した。

・家畜感染症の治療に必要な抗菌
剤を迅速に選択できる検査法を開
発し、感染症発生の際に抗菌剤の
適正使用に資する研究を推進す
る。

・引き続き、水産養殖動物におけ
る抗菌剤の投与方法等の研究を継
続し、成果が出たら、事業終了を
待たずに現場に還元していく予
定。

・安全な農畜水産物安定供給のた
めの包括的レギュラトリーサイエ
ンス研究推進事業「環境への抗菌
剤・薬剤耐性菌の拡散量低減を目
指したワンヘルス推進プロジェク
ト」：104百万円の一部を用い
て、家畜における抗菌剤の適正使
用に資する研究を実施した。

・みどりの食料システム戦略実現
技術開発・社会実装促進事業：36
百万の一部を用いて効果的な抗菌
剤投与法等の開発を実施。

・安全な農畜水産物安定供給のた
めの包括的レギュラトリーサイエ
ンス研究推進事業「環境への抗菌
剤・薬剤耐性菌の拡散量低減を目
指したワンヘルス推進プロジェク
ト」：90百万円の一部を用いて、
家畜における抗菌剤の適正使用に
資する研究を実施予定。

・みどりの食料システム戦略実現
技術開発・社会実装促進事業：32
百万の一部を用いて効果的な抗菌
剤投与法の開発を実施。

農林水産省

・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和６年度の目標 担当府省庁
厚生労働科学研究における本年度の論文、報告書、刊行物等の成果
物数、学会発表等の報告数

論文、報告書、刊行物等の成果物数　46件
学会発表等の報告数　38件

厚生労働省

上記研究における、論文、学会発表会等の報告数 26報 農林水産省引き続き、感染症予防や抗菌剤の適正使用に資する研究を推進する。
前述の取組に関連する調査研
究の実施状況

引き続き、厚生労働科学研究により、薬剤耐性に関する普及啓発・教育、感染予防・管理、抗微生物剤
の適正使用に関する研究等を推進する。
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戦略(5.3） 感染症に対する既存の予防・診断・治療法の最適化に資する臨床研究の推進

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁
・多剤耐性菌を対象としたファージ療法の研究を推進
・抗菌薬耐性菌に対する新たな治療選択肢としてファージ療法の研
究を進め、日米連携の下で米国の先端技術を導入し、国内での臨床
応用を見据えた基盤を整備。
・マウス感染モデルでファージ療法の有効性を確認。
・将来の耐性菌パンデミックに備え、ファージライブラリーを拡充
（大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌など主要耐性菌に有効なファー
ジを収集：1,000種類以上）。
・殺菌力や宿主範囲を強化した合成ファージを開発（10種類以
上）。

【継続】
ファージと細菌の相互作用の理解を深めるため、ファージ感染時の細菌内におけ
るタンパク質発現や核酸修飾の変化を網羅的に解析し、防御システムの作動原理
を明らかにした。これにより、抗菌薬との併用時における効果的な組み合わせ方
の指針を得た。また、厚労省やPMDAと協議を行い、国内初となる個別化ファージ
療法の導入に向けた制度設計や安全性評価の枠組みを検討した。加えて、合成
ファージ技術を発展させ、特定の因子を導入することで殺菌力や宿主範囲を強化
した新規ファージの設計を進めた。これらの取り組みにより、基礎的知見を臨床
現場へと橋渡しする体制を強化し、既存治療法をより効果的に活用するための基
盤を整備した。

前年度までに得られた成果を踏ま
え、国内初の個別化ファージ療法
を実施し、その標準的な治療プロ
トコルを策定する。これにより、
国内におけるファージ療法の普及
を加速させるとともに、既存の抗
菌薬治療との併用による最適化を
図る。さらに、ファージライブラ
リーのさらなる充実を図り、治療
効果の高いファージの探索を継続
する。治療戦略としては、抗菌薬
との併用療法や複数ファージを組
み合わせたカクテル療法を開発
し、より高い治療効果を追求す
る。また、合成ファージ技術を一
層発展させ、防御システムを突破
し感染効率を高める合成ファージ
の開発を推進することで、既存の
予防・診断・治療法を強化・最適
化し、耐性菌対策の実効性を高め
る。

－ － 厚生労働省

【継続】
・既存の抗菌薬を有効活用するために、添付文書改訂に必要な情報収集（海外添
付文書、PK/PDなど）を行った。また、海外の抗微生物薬開発状況を調査した。

・欧米で承認された既存の抗菌薬を本邦で利用できる体制を検討した。新規抗菌
薬開発のシーズについて検討した。本邦にある既存の抗菌薬について、PK/PD理論
に基づき適切な抗菌薬使用方法を検討した。

JIHSにおいて、以下を実施
・引続き既存の抗菌薬を有効活用
するために、添付文書改訂に必要
な情報収集（海外添付文書、
PK/PDなど）を行う。
・欧米で承認された既存の抗菌薬
を本邦で利用するための申請を行
う予定。引き続き新規抗菌薬開発
のシーズについて検討する。引き
続き本邦にある既存の抗菌薬につ
いて、PK/PD理論に基づき適切な
抗菌薬使用方法を検討する。

【継続】
国際医療センター病院を例に取りMRSA菌血症が発生する時期についてまとめ、入
院期間を短縮することでMRSA菌血症の削減に繋がる可能性が示唆されることを報
告した(JJID 2024, 77(6) 345-347.)。

JIHSにおいて、引き続き、研究班
での検討を行う。

【 継続】
AWaRe 分類に基づく 日本の評価及び AWaRe 分類を用いたガイ ド ブッ ク を和訳する
など抗菌薬適正支援チーム（ AST） や外来処方の取組の研究の実施。

JI HSにおいて、 引き 続き 抗菌薬適
正支援チーム（ AST） や外来処方
の取組の研究を実施する。

【 新規】
MCMの研究開発支援の対象と なる重点感染症のグループC（ AMR） における対象微生
物を具体化し た。

・ MCMの研究開発支援の対象と な
る重点感染症のグループC（ AMR）
の研究開発を推進するための優先
度を設定する。

・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁

前述の取組に関連する調査研
究の実施状況

厚生労働科学研究における本年度の論文、報告書、刊行物等の成果
物数、学会発表等の報告数

論文、報告書、刊行物等の成果物数　７件
学会発表等の報告数　10件

厚生労働省

■ 既存の予防・診断・治療法
の最適化に関する研究

・既存の抗菌薬を有効活用を目的とした添付文書改訂に必要な情報
収集の推進

・国内の医療機関を対象にAntimicrobial Stewardshipに関するアン
ケート調査を行い、中小規模の医療機関の方が大規模な医療機関と
比較し広域抗菌薬への早い介入が多く、抗真菌薬については取り組
みがほとんど行われていないことを明らかにした (BMC Infectious
Diseases, 2021; 21(1), 355)。

－ － 厚生労働省

引き続き、厚生労働科学研究により、感染症に対する既存の予防・診断・治療法に関する研究等を推進
する。
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戦略(5.4）新たな予防・診断・治療法等の開発に資する研究及び産学官連携の推進

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁
「新興・再興感染症研究基盤創生事業」において、タイ、ミャン
マー、インド、ガーナの各海外拠点及び日本国内で収集したカルバ
ペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）株の全ゲノム解析実施の結果、日
本、東南アジア、アフリカで系統的に大きく異なるCREの分布及び薬
剤耐性遺伝子の増強メカニズムを明らかにした。

【継続】
「新興・再興感染症研究基盤創生事業」において、中国、ベトナム、タイ、イン
ド、インドネシア、ガーナ、ザンビア、コンゴ民主共和国の各海外研究拠点を活
用し、薬剤耐性菌株の収集やゲノム解析等により薬剤耐性の発生・伝播に関する
研究を進めた。

「新興・再興感染症研究基盤創生
事業」において各海外研究拠点で
の薬剤耐性菌株の収集とゲノム解
析等、薬剤耐性（AMR）の発生・
伝播に関する研究を推進する。

新興・再興感染症研究基盤創生事
業（令和6年度予算額：2,329百万
円）の内数。

新興・再興感染症研究基盤創生事
業（令和７年度予算額：2,238百
万円）において、感染症の診断法
の開発等に資する基礎研究を推進
する。

文部科学省

薬剤耐性菌を従来法より も 迅速に検出する検査の開発についての研
究を推進

【 継続】
欧米で承認さ れた既存の抗菌薬を本邦で利用するための申請を行っ た。 新規抗菌
薬開発のシーズについて検討し た。 本邦にある既存の抗菌薬について、 PK/PD理論
に基づき 適切な抗菌薬使用方法を検討し た。

左記の研究は令和６ 年度に終了。 － － 厚生労働省

・ワクチンを含む免疫誘導技術等の研究プロジェクトを実施（平成
29年～令和３年）

・水産分野において、より有効なワクチン接種方法の開発を開始
（令和４年～）

【継続】
・豚の細菌性下痢症および牛の乳房炎に対するワクチン研究を継続して実施

・養殖現場でワクチンを２回接種（追加免疫）した場合の効果を感染試験により
評価し、追加免疫の有効性について検討した。

・家畜感染症を未然に防ぐための
ワクチン候補を開発し、抗菌剤の
使用機会低減に資する研究を推進
する。

・引き続き、薬剤耐性対策に資す
るデータが出た場合に都度還元予
定。

・引き続き、水産分野において、
より有効なワクチン接種方法の開
発を推進する。

・安全な農畜水産物安定供給のた
めの包括的レギュラトリーサイエ
ンス研究推進事業「環境への抗菌
剤・薬剤耐性菌の拡散量低減を目
指したワンヘルス推進プロジェク
ト」：104百万円の一部を用い
て、家畜における抗菌剤の使用機
会低減に資する研究を実施した。

・水産防疫対策事業委託費：71百
万円の一部を用いて、水産動物疾
病の診断・予防・まん延防止に係
る技術開発等の確立を実施。

・安全な農畜水産物安定供給のた
めの包括的レギュラトリーサイエ
ンス研究推進事業「環境への抗菌
剤・薬剤耐性菌の拡散量低減を目
指したワンヘルス推進プロジェク
ト」：90百万円の一部を用いて、
家畜における抗菌剤の使用機会低
減に資する研究を実施予定。

・水産防疫対策事業委託費：72百
万円の一部を用いて、水産動物疾
病の診断・予防・まん延防止に係
る技術開発等の確立を実施予定。

農林水産省

「新興・再興感染症研究基盤創生事業」において、ザンビアの患者
由来検体を用いて、現地で伝播している結核菌株の遺伝子型を迅速
に検出するため簡便・安価・迅速な診断キットを開発した。

【継続】
正確性、簡易性、安定性を確保したスクリーニング方法を確立し、各拠点での診
断に役立つ研究を支援した。また、異なる研究分野間の連携や、それに伴う斬新
な視点・発想に基づいた新規技術開発による診断に役立つ研究を支援した。

「新興・再興感染症研究基盤創生
事業」において、感染症の診断法
の開発等に資する基礎研究を推進
する。

新興・再興感染症研究基盤創生事
業（令和6年度予算額：2,329百万
円）の内数。

新興・再興感染症研究基盤創生事
業（令和７年度予算額：2,238百
万円）において、感染症の診断法
の開発等に資する基礎研究を推進
する。

文部科学省

・現場獣医師の適切な抗菌剤の選択に資するよう、牛呼吸器病、牛
乳房炎、豚呼吸器病における抗菌剤の使用マニュアルを作成・配布
した。（平成28～30年）

・薬剤感受性ディスクが販売されていない製剤について、感受性
ディスクの開発・製品化を支援した 。（令和３～５年）

・水産分野における薬剤感受性試験マニュアルを作成した（令和４
年）

【継続】
・ディスク法による感受性試験の判定基準が定められていない菌種・薬剤につい
て、ディスク法と微量液体希釈法による薬剤感受性試験成績を比較解析し、現場
で薬剤感受性の判定に活用できるデータをウェブページにおいて公開した。

・動物用医薬品対策事業において感受性ディスクの開発・製品化を支援する体制
を整備。

・牛の呼吸器病原因菌（パスツレラ）およびその薬剤耐性遺伝子を検出する診断
法を開発し、共同研究機関である民間企業から上市した。

・引き続き、薬剤感受性ディスク
が市販されていない製剤につい
て、動物用医薬品対策事業におい
て感受性ディスクの開発・製品化
を支援する体制を整備。また、昨
年度までの薬剤感受性ディスクの
整備状況について取りまとめを行
う。

・引き続き、薬剤感受性の検査に
活用できる情報について対象菌種
を拡大し情報発信を行う。

・動物用医薬品対策事業：55百万
円の一部を用いて、薬剤耐性対策
に資する製品の開発・実用化の支
援を実施。

・動物医薬品検査所の検査事業
費：280百万円の一部を用いて、
ディスク法による感受性試験の判
定基準に係る情報を発信した。

・安全な農畜水産物安定供給のた
めの包括的レギュラトリーサイエ
ンス研究推進事業「環境への抗菌
剤・薬剤耐性菌の拡散量低減を目
指したワンヘルス推進プロジェク
ト」：104百万円の一部を用い
て、家畜における抗菌剤の使用機
会低減に資する研究を実施した。

・動物用医薬品対策事業：83百万
円の一部を用いて、引き続き薬剤
耐性対策に資する製品の開発・実
用化の支援を実施予定。

・動物医薬品検査所の検査事業
費：309百万円の一部を用いて、
ディスク法による感受性試験の判
定基準に係る情報を発信予定。

・安全な農畜水産物安定供給のた
めの包括的レギュラトリーサイエ
ンス研究推進事業「環境への抗菌
剤・薬剤耐性菌の拡散量低減を目
指したワンヘルス推進プロジェク
ト」：90百万円の一部を用いて、
家畜における抗菌剤の使用機会低
減に資する研究を実施予定。

農林水産省

■ 新たな治療法の研究開発の
推進

「新興・再興感染症研究基盤創生事業」において、薬剤耐性病原体
に対する新規治療法に資する基礎的な研究課題を支援した。休眠遺
伝子資源を活用した微生物抽出物や天然物のライブラリーを構築す
る技術開発を実施し、抗菌活性を示す抽出物や新たな化合物の作製
にも成功した。また、薬剤耐性遺伝子を標的とする、CRISPR-Cas13
を搭載したプラスミドを標的細菌へ移入する技術の最適化に向けて
標的遺伝子の詳細検討、宿主域の拡大、殺菌活性の増強などを実施
した。

【継続】
異なる研究分野間の連携や、それに伴う斬新な視点・発想に基づいた新規技術開
発を目的として、薬剤耐性病原体に対する新規の治療技術の開発を一つの対象課
題とし、成果創出に向けて引き続き支援を行った。

「新興・再興感染症研究基盤創生
事業」において、感染症の治療法
の開発等に資する基礎研究を推進
する。

新興・再興感染症研究基盤創生事
業（令和6年度予算額：2,329百万
円）の内数。

新興・再興感染症研究基盤創生事
業（令和７年度予算額：2,238百
万円）において、感染症の治療法
の開発等に資する基礎研究を推進
する。

外務省

■ 新たな診断法の研究開発の
推進

■ 新たな予防法の研究開発の
推進
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・新たに予防・診断・治療法の研究開発、薬剤耐性（AMR）の発生・
伝播の解明に向けた研究等を推進するため、７学会合同感染症治
療・創薬促進検討委員会及び AMED 感染症創薬産学官連絡会の取組
を強化し、産学官連携による感染症領域の創薬を推進。これまで
に、日米欧を含む薬事規制当局国際連携組織（ICMRA）において、革
新的なヒト用抗微生物薬等の開発を促進するための規制要件の効率
化等に関する共同声明をとりまとめている（令和元年７月）。

・AMRに係る創薬促進や基礎研究促進を視野に入れた薬剤耐性菌バン
ク（Japan Antimicrobial Resistant Bacterial Bank：JARBB)を国
立感染症研究所・薬剤耐性研究センターで令和元年より運営してい
る。

【】
JARBBへの耐性菌の受け入れおよび国内製薬企業、アカデミア、病院検査室への菌
株譲渡の実施、薬剤耐性研究センターによる収集菌株の多検体ゲノム解読を行
い、令和６年度には2,498株の分与を行った。

引き続きJARBBを運営し、収納菌
株数の増加および菌株の分与を推
進する。

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

厚生労働省

【新規】
産業動物用ワクチンの開発促進・安定供給に向け新たに策定した「動物用ワクチ
ン戦略」の取組みを進めるため、産学官の動物用医薬品関係者が連携する場とし
てVMC（Veterinary Medicine Industry-Academia-Government Collaboration）プ
ラットフォームを立上げた。

VMCプラットフォームのもと、ワ
クチンに関する開発促進、承認審
査の適正化及び安定供給につい
て、検討を行う。

・動物用医薬品対策事業：83百万
円の一部を用いて、関係者の連携
体制を整備し、開発促進、承認審
査の適正化及び安定供給等につい
て検討予定。

農林水産省

日米欧を含む薬事規制当局国際連携組織（ICMRA）において、革新的
なヒト用抗微生物薬等の開発を促進するための規制要件の効率化等
に関する共同声明をとりまとめるとともに（令和元年７月）、新た
にAMRワーキンググループを設置し（令和３年４月）、COVID-19パン
デミックの経験を踏まえた新規抗微生物薬の開発推進等における各
国の好事例の収集・分析を行い、報告書を公表した(令和4年11月）

【継続】
日米EUを含めた国際薬事規制当局間において、WHO等が主導する「世界薬剤耐性
（AMR）啓発週間」に際し、革新的な抗菌薬・ワクチン・診断製品の研究開発の必
要性と適切な使用を呼びかける情報資材を作成した。

引き続き薬事規制当局間での検討
を進める。

－ －

薬機法改正により、薬剤耐性感染症に対するものを含む革新的医薬
品に対して優先的に対面助言や承認申請を行う先駆け審査指定制度
の法制化等を行い、迅速な開発の促進に資する制度整備を行い、適
切に運用した。

【継続】
薬剤耐性感染症に対するものを含む革新的医薬品に対して優先的に対面助言や承
認申請を行う先駆け審査指定制度等を引き続き適切に運用した。

引き続き薬機法を適切に運用す
る。

－ －

【 新規】
MCMの研究開発支援の対象と なる重点感染症のグループC（ AMR） における対象微生
物を具体化し た。

・ MCMの研究開発支援の対象と な
る重点感染症のグループC（ AMR）
の研究開発を推進するための優先
度を設定する。

－ －

令和５ 年度までの事業対象薬の延べ数　 １ 剤 【 継続】
抗菌薬確保支援事業について応募事業者の審査を行い、 塩野義製薬株式会社およ
びフ ァ イ ザー株式会社を事業者と し て採択し た。

引き 続き 、 令和７ 年度の抗菌薬確
保支援事業を行う 。

抗菌薬確保支援事業費1, 229百万
円

抗菌薬確保支援事業費1, 262百万
円

厚生労働省

・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁
新興・再興感染症研究基盤創生事業による論文数 19報 引き続き、基礎研究を推進する。 文部科学省

厚生労働科学研究における本年度の論文、報告書、刊行物等の成果
物数、学会発表等の報告数

論文、報告書、刊行物等の成果物数　７件
学会発表等の報告数　10件

厚生労働省

抗菌剤に頼らない生産体制を推進するため、「動物用医薬品対策事
業」等により、支援した薬剤耐性対策に資する動物用ワクチンや試
薬等の実用化数

３製品 農林水産省

ディスク法による薬剤感受性試験の判定参考値を公開した菌種・薬
剤数

２菌種・30薬剤 農林水産省

上記委託事業等の公的研究費による論文掲載数 10報 農林水産省

戦略(5.5） 薬剤耐性の研究及び薬剤耐性感染症に対する新たな予防・診断・治療法等の研究開発に関する国際共同研究の推進

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁

厚生労働省

引き続き、薬剤感受性試験の判定参考地を検討していく。 

令和７年度も引き続き研究を推進する。 

■ 産学官連携の推進

■ 開発促進策の検討・実施

前述の取組に関連する調査研
究の実施状況

引き続き、厚生労働科学研究により、感染症に対する既存の予防・診断・治療法に関する研究等を推進
する。

令和７年度も引き続き、予算を確保し、薬剤耐性対策に資する製品の開発・実用化の支援を実施する。
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・AMR創薬研究の活性化のためAMED感染症創薬産学官連絡会を設立し
(2018年）、創薬の出口戦略としての国際連携を学会・製薬協ととも
に協議を継続している。我が国のAMRリストの検討を行い、感染症関
係7学会の承認の下に公開した(2021年2月）

・海外機関官民連携スキーム（PPP：Public　Private
Partnership）との連携体制強化に向けて、WHO傘下のDNDi(Drugs
for Neglected Diseases initiative： 「顧みられない病気」で苦
しむ人びととのために新しい治療薬・治療法を開発する非営利の研
究開発組織 (本部ジュネーブ））とCDA(Confidential Disclosure
Agreement：秘密保持契約)締結した(2020年6月）。

【継続】
・令和5年に開催したAMED感染症創薬産学官連絡会にて幅広い議論を進めていると
ころ、感染症領域の創薬課題及び今後の進め方に関するアンケートを、産官学に
対して実施し、その結果について取りまとめを行った（令和6年6月）。また感染
症に関連するAMED内事業間連携を目指した組織内会議体を設置し、本アンケート
結果についても共有を行った。

・PPPであるDNDi、MMV（Medicine for Malaria Venture)、TB（Tuberculosis）ア
ライアンスと支援課題に関するCDAを締結するとともに、「創薬ブースター事業」
においてはGHITへの導出を目指すためのデータパッケージ創出活動を実施した。

・CARB-Xとの日米合同シンポジウムにおいて、AMED支援の創薬シーズに関し事業
化に向けたピッチイベントを実施（令和6年6月）。

・AMED感染症創薬産学官連絡会を
継続的に実施するとともに、AMED
内会議体を用いて部署間連携を行
いつつ、包括的に感染症分野の課
題解決・事業推進を図る

・引き続きPPPとの連携を進める
とともに、CARB-X、GARDP等の海
外のファンドへの導出も含め、
AMR研究課題の実用化を推進す
る。

－ － 内閣府健康・医療戦
略推進事務局

日米欧を含む薬事規制当局国際連携組織（ICMRA）において、革新的
なヒト用抗微生物薬等の開発を促進するための規制要件の効率化等
に関する共同声明をとりまとめるとともに（令和元年７月）、新た
にAMRワーキンググループを設置し（令和３年４月）、COVID-19パン
デミックの経験を踏まえた新規抗微生物薬の開発推進等における各
国の好事例の収集・分析を行い、報告書を公表した。（令和４年11
月）

【継続】
日米EUを含めた国際薬事規制当局間において、WHO等が主導する「世界薬剤耐性
（AMR）啓発週間」に際し、革新的な抗菌薬・ワクチン・診断製品の研究開発の必
要性と適切な使用を呼びかける情報資材を作成した。

引き続き薬事規制当局間での検討
を進める。

－ － 厚生労働省

動物用医薬品の承認申請資料の調和に関する国際協力（VICH：
International Cooperation on Harmonization of Technical
Requirements for Registration of Veterinary Medicinal
Products） の枠組による、ミツバチ（はちみつ）、魚介類の残留試
験法ガイドラインの策定、遺伝毒性試験及び生殖毒性試験のガイド
ラインの改訂について、検討作業に参画し、食品中の残留動物用医
薬品の試験法として、ハチミツ中の残留試験計画のガイドライン
（平成30年）、魚介類の残留試験法ガイドライン（令和元年度）及
び微生物学的一日摂取許容量（ADI）設定の一般的アプローチについ
ての改正ガイドライン（令和元年）を策定した。

【継続】
食品中の残留動物用医薬品の安全性評価に関する遺伝毒性試験及び生殖毒性試験
のガイドライン改訂の検討作業に参画した。

引き続き、VICHガイドライン策
定・改訂作業に積極的に参画・貢
献していく。

動物用医薬品対策事業：55百万円
の一部を用いて、承認審査資料に
関する国際基準への我が国の実態
の反映及び当該国際基準の新興国
への普及啓発活動を対象とする動
物用医薬品の承認申請資料に関す
る国際基準作成推進事業（補助事
業）を実施

動物用医薬品対策事業：83百万円
の一部を用いて、引き続き補助事
業を実施予定。

農林水産省

①薬剤耐性(AMR)に関する研究開発の推進に寄与するための、薬剤耐
性（AMR）に関する国際的な活動への継続的な参加（国際的な研究者
の人事交流を含む）及び日本主導の国際臨床研究ネットワーク
（ARISE）のプラットフォームの活用

【継続】 引き続き、諸会議への参加等を通
じて、国際的なAMR研究動向の把
握、我が国における研究支援の取
組状況や成果の発信に努める。

- - 厚生労働省

革新的先端研究開発支援事業AMED-CREST「感染症創薬基盤」領域の
「細菌感染症創薬に向けた新規抗菌カプシドの技術基盤の創出」に
おいてファージセラピーの実用化を目的として、大腸菌および腸球
菌において複数のファージ防御システム阻害因子を発見し、その構
造と作用メカニズムを解明した。これらの知見を応用し、従来の野
生型ファージを上回る殺菌効果を有するカウンターファージを構築
し、臨床分離株およびマウス感染モデルにおいて有効性を確認し
た。さらに、本連携研究により腸球菌ファージの解析を進めた。こ
れら一連の成果に基づいて個別ファージ療法の基盤を整備した。

【継続】
ピッツバーグ大の研究員を感染研で受け入れ、令和5年度までに実施した大腸菌お
よび腸球菌におけるファージ防御システム阻害因子の同定と構造解析、さらにそ
れらを活用したカウンターファージの構築と有効性評価を行った。加えて、個別
ファージ療法については、米国の方法を参考にしつつ日本の法制度に則って整備
する方針が確定した。これにより、日米連携による基礎研究と臨床応用に向けた
取組は本成果をもって完結し、令和6年度は成果の論文化を中心に進めた。

無し 革新的先端研究開発支援事業（R6
当初：11,012百万円）の内数

無し 文部科学省

 

■ 臨床評価手法等の国際調和
の推進
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・ 各国で得ら れたサーベイ ラ ンスデータ を効率的に集計し てレポー
ト を作成し 、 WHO提出のナショ ナルデータ を作成可能なASI ARS-Netシ
ステムの運用

・ 世界保健機構三輪車プロジェ ク ト においてアジア各国を支援し 共
同研究を推進

・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁

日米 EU を含めた国際薬事規
制当局間における抗微生物薬
開発に資する規制措置等を取
りまとめた共同文書の策定の
有無

薬事規制当局国際連携組織（ICMRA）のウェブサイトにおける関連文
書の掲載：
https://www.icmra.info/drupal/strategicinitatives/amr

１件 厚生労働省

抗菌剤等の動物用医薬品の承
認申請に必要な世界共通試験
ガイドラインの策定の有無

動物用医薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力（VICH:
International Cooperation on Harmonization of Technical
Requirements for Registration of Veterinary Medicinal
Products）の枠組による、試験のガイドライン策定・改訂に関する
会合への参画回数

16回 農林水産省

厚生労働省

■ 国際共同研究の推進

引き続き薬事規制当局間での検討を進める。

【 継続】
・ 発生動向に関する調査及びネッ ト ワーク
( 1)  各国で得ら れたサーベイ ラ ンスデータ を効率的に集計し てレポート を作成
し 、 WHO提出のナショ ナルデータ を作成可能なASI ARS-Netシステムについて機能追
加及び改良を行い、 8月にベト ナムで対面のチュ ート リ アルおよびシンポジウムを
開催し た。 その後、 ベト ナムの軍事病院ネッ ト ワーク および大手検査会社での
ASAI RS-Netの活用が進んだ。 東京で現地開催するこ と のでき たTokyo AMR One-
Heal t h Conf er enceでも ASI ARS-Net紹介、 及びt r i al への参加を呼び掛け、 特にイ
ンド ネシアと はMOA締結に向けた調整を開始し た。 アジア圏外以外にも ウク ラ イ ナ
でASAI RS-Netを活用し たレポート が作成が行われた。
( 2)  アジア各国において、 昨年度に引き 続き 三輪車プロジェ ク ト のプロト コ ルを
使用し たESBL保有大腸菌サーベイ ラ ンスを進めた。

・ 抗菌薬へのアク セスと 規制
( 1)  欧米およびアジア諸国の抗菌薬のアク セス規制について文献調査を実施し 、
東京ワンヘルス会議にて報告し た。
( 2)  抗微生物薬適正使用の手引き 第二版英訳、 ベト ナム語訳のド ラ フ ト を作成し
た。
( 3)  抗菌薬適正使用プログラ ムの推進について、 協力候補国（ ベト ナム、 ブータ
ン王国、 ラ オス） の担当者へ協力依頼をし た。
( 4)  Tr ansat l ant i c Taskf or ce on Ant i mi cr obi al  Resi st ance 会議に参加し 、 AMR
対策に関連する最新の知見を収集すると と も に、 欧州各国と コ ミ ュ ニケーショ ン
をと っ た。

・ その他

( １ ) 医療従事者を対象に「 カ ンジダ・ アウリ スの臨床、 行政対応アウト ブレイ ク
の備え」 講習会を実施し 、 米国および日本国内での知見を共有し た。
( ２ ) 国内のサーベイ ラ ンス体制の構築について、 検体・ 分離株搬送、 連絡票や調
査票の開発と 試行及び質問票最終版の完成、 業務フ ローの検討と 最終版の完成、
サーベイ ラ ンスや調査に必要な説明資料の作成、 厚生労働省・ 国立国際医療研究
センタ ー・ 国立感染症研究所の連絡体制の構築、 などを実施し た。

JI HSにおいて、 引き 続き
・ 発生動向に関する調査及びネッ
ト ワーク
・  抗菌薬へのアク セスと 規制
の２ 分野の研究開発の推進を進め
る。

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

ワンヘルス・ アプローチに関する
国際会議費26百万円の内数

薬剤耐性菌発生動向調査事業費
113百万円の内数

ワンヘルス・ アプローチに関する
国際会議費26百万円の内数

引き続き、VICHガイドライン策定・改訂作業に積極的に参画・貢献していく。 
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戦略(5.6） 抗微生物薬の持続的な開発、安定供給の強化

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁

■ 新たな抗微生物薬の研究開
発の推進

新興・ 再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業にてヒ
ト における薬剤耐性感染症の治療に資する新し い機序の抗微生物薬
の研究の課題数　 ２ 課題（ 令和５ 年度）

【 継続】
新興・ 再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業にてヒ ト における薬
剤耐性感染症の治療に資する新し い機序の抗微生物薬の研究が６ 課題行われてい
る。

【 新規】
MCMの研究開発支援の対象と なる重点感染症のグループC（ AMR） における対象微生
物を具体化し た。

・ 引き 続き 、 抗微生物薬の研究開
発の推進に取り 組む。
・ MCMの研究開発支援の対象と な
る重点感染症のグループC（ AMR）
の研究開発を推進するための優先
度を設定する。

－ － 厚生労働省

令和５ 年度までの事業対象薬の延べ数　 １ 剤 【 継続】
抗菌薬確保支援事業について応募事業者の審査を行い、 塩野義製薬株式会社およ
びフ ァ イ ザー株式会社を事業者と し て採択し た。

引き 続き 、 令和７ 年度の抗菌薬確
保支援事業を行う 。

抗菌薬確保支援事業費1, 229百万
円

抗菌薬確保支援事業費1, 262百万
円

厚生労働省

薬機法改正により 、 薬剤耐性感染症に対するも のを含む革新的医薬
品に対し て優先的に対面助言や承認申請を行う 先駆け審査指定制度
の法制化等を行い、 迅速な開発の促進に資する制度整備を行い、 適
切に運用し た。

【 継続】
薬剤耐性感染症に対するも のを含む革新的医薬品に対し て優先的に対面助言や承
認申請を行う 先駆け審査指定制度等を引き 続き 適切に運用し た。

引き 続き 薬機法を適切に運用す
る。

－ － 厚生労働省

■ 原料等の国内生産推進等に
よる抗菌薬の安定供給の強化

・ 原薬等の海外依存度が高い抗菌薬等の医薬品のサプラ イ チェ ーン
の強靱化を図り 、 我が国における安定供給体制を整備するため、 令
和４ 年度までは、 「 医薬品安定供給支援事業」 を実施し た。 さ ら
に、 令和５ 年度から は、 経済安全保障推進法に基づき 造成し た基金
（ 抗菌薬原薬国産化支援基金。 安定供給確保支援独立行政法人： 国
立研究開発法人医薬基盤・ 健康・ 栄養研究所） により 、 同法に基づ
き 認定し た供給確保計画に係る民間事業者（ 認定事業者） に対し
て、 抗菌薬原薬国産化のための製造設備等への助成を開始し た。

・ 日本薬局方抗生物質標準品の製造・ 交付、 試験法の検討および後
発医薬品等品質確保事業での抗生物質医薬品の品質試験

【 継続】
・ 引き 続き 、 抗菌薬原薬国産化支援基金により 、 認定事業者に対し て、 抗菌薬原
薬国産化のための製造設備等への助成を実施し た。

・ 日本薬局方抗生物質標準品の安定供給のため、 一部の標準品を供給能力の高い
レギュ ラ ト リ ーサイ エンス財団標準品センタ ーに移管し た。

・ 引き 続き 、 抗菌薬原薬国産化支
援基金により 、 認定事業者に対す
る支援を実施する。

・ JI HSにおいて、 抗生物質の試験
法の国際調和に関する検討を実施
する。

抗菌薬原薬国産化支援基金（ 令和
4年度補正553億円）

抗菌薬原薬国産化支援基金（ 令和
4年度補正553億円）

厚生労働省

・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁

新規抗微生物薬の開発数・承
認数

毎年度、 新規に開発・ 承認さ れた、 抗菌薬の数をPMDA等の資料を基
に把握する。

令和６ 年度： １ 件 PMDAから の公表等も 参考に、 新規の承認数等について確認する。 厚生労働省

■ 抗微生物薬市場における市
場イ ンセンティ ブの仕組みの
導入
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目標６　国際的視野で多分野と協働し、薬剤耐性対策を推進する

戦略(6.1） 薬剤耐性に関する国際的な政策に係る日本の主導力の発揮

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁
世界保健機関（WHO）の薬剤耐性（AMR）に対する取組の支援
・WHO拠出金を通じて、ＡＭＲを含む感染症対策事業を支援。ほぼ定
例(年1回)でWHOと共催で、AMRワンヘルス東京会議を開催している。
同会議にはアジア諸国と国際機関の担当者を招き、各国のナショナ
ルアクションプランに基づく取組の共有を行っている

【継続】
引き続きWHO拠出金を通じて、AMRを含む感染症対策事業を支援。AMRワンヘルス東
京会議を開催した。

WHO拠出金を通じて、引き続き支
援していく。今後も各国の情報共
有の場を提供すべく、取組を行
う。ASPIREの一環としてWPRO参加
国と共同でサーベイランスネット
ワークの体制を構築するための協
議を実施するとともにアジア太平
洋地域の国々において、WPROと共
にHealth-care managementの分野
で薬剤耐性菌アウトブレイク事例
のリスク評価と迅速かつ効果的な
対応を行っていく体制づくりを推
進する。

WHO拠出金： 302百万円の内数 WHO拠出金： 591百万円の内数 厚生労働省

G7及びG20において薬剤耐性（AMR）の取組を引き続き推進 【継続】
G7・G20保健大臣会合等の場を通じて国際社会のAMRに関する議論に貢献した。

引き続き、G7・G20関連会合等の
場を通じて国際社会のAMRに関す
る議論に貢献する。

－ － 厚生労働省

世界健康安全保障アジェンダ（GHSA）の「薬剤耐性（AMR）アクショ
ンパッケージ」におけるリード国としてアジア等での取組の推進

【継続】
GHSAの「AMRアクションパッケージ」に参加し、AMRに関するGHSAの取組に貢献。

引き続き、GHSA、及びそのAMRア
クションパッケージの取り組みを
支援する。

－ － 厚生労働省

日米欧を含む薬事規制当局国際連携組織（ICMRA）において、革新的
なヒト用抗微生物薬等の開発を促進するための規制要件の効率化等
に関する共同声明をとりまとめるとともに（令和元年７月）、新た
にAMRワーキンググループを設置し（令和３年４月）、COVID-19パン
デミックの経験を踏まえた新規抗微生物薬の開発推進等における各
国の好事例の収集・分析を行い、報告書を公表した（令和４年11
月）

【継続】
日米EUを含めた国際薬事規制当局間において、WHO等が主導する「世界薬剤耐性
（AMR）啓発週間」に際し、革新的な抗菌薬・ワクチン・診断製品の研究開発の必
要性と適切な使用を呼びかける情報資材を作成した。

引き続き薬事規制当局間での検討
を進める。

－ － 厚生労働省

・G7 首席獣医官（CVO）フォーラムを開催し、薬剤耐性における現
状の課題を共有するとともに、今後の取組強化に向けた議論を深め
た。（平成28年、令和５年）

・国際獣疫事務局（WOAH）が定めた国際基準であるWOAHコードの改
正案に対して意見を提出すること、動物用抗菌剤の使用量データ
ベース構築に当たって我が国の専門家が会議等に出席しデータの提
供や助言等を行うこと等により、WOAHの薬剤耐性に対する取組を支
援した。（平成28年～）

・国際食品規格の策定等を行っているコーデックス委員会の薬剤耐
性対策の実施規範の改正に関するタスクフォースでの作業に積極的
に参画・貢献した。（平成28～令和３年）

【継続】
・WOAHコード第6.10章の改正の議論に参画し、WOAHの薬剤耐性に対する取組を支
援した。

・WOAHの動物用抗菌性物質使用量データベースにおけるデータ収集等のための会
議等に専門家を派遣し、WOAHのAMUに対する取組を支援した。

・引き続き、WOAHコード改正の議
論に参画し、WOAHのAMRに対する
取組を支援する。

・引き続き、WOAHの動物用抗菌性
物質使用量データベースにおける
データ収集等のための会議等に専
門家を派遣し、WOAHのAMUに対す
る取組を支援する。

－ － 農林水産省

■ 薬剤耐性（AMR）に関する
国際的な政策の推進
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・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁
AMRワンヘルス東京会議の開催 令和７年２月にWHOと共催で、AMRワンヘルス東京会議を開催した。同会議にはア

ジア諸国と国際機関の保健分野及び農業分野の担当者を招き、各国のアクション
プランに基づく取組の共有を行った。

厚生労働省

WHOへの資金拠出実績
GARDP及びCARB-Xに対する資金拠出実績

・WHO拠出金を通じて、WHOのAMRを含む感染症対策事業を支援した。

・グローバル抗菌薬研究開発パートナーシップ（GARDP）及び薬剤耐性菌対策バイ
オ製薬アクセラレーター（CARB-X）への拠出を通じて、新規抗菌薬の創出を支援
した。

厚生労働省

動物分野では、国際獣疫事務局（WOAH：World Organisation for
Animal Health）が主催するウェビナーに参加し、各国におけるAMR
対策について情報収集した。また、AMRに関するWOAHの作業グループ
に我が国の専門家を派遣し、今後WOAHが取り組むべき課題を議論す
ること等により、WOAHによる薬剤耐性に対する取組を支援した。

・令和６年５月にタイで開催されたアジア太平洋地域Tripartite (FAO,WHO,WOAH)
主催によるAMRに関するワークショップに参加。

・令和６年６月にタイで開催されたWOAH主催の不正医薬品報告システム（VSAFE)
に関するワークショップに参加。

・令和６年７月にタイで開催されたFAO主催のInFARMに関するトレーニングに参
加。

・令和６年７月、10月に開催されたWOAH主催のワークショップに参加。

・令和６年９月に南アフリカで開催されたWOAH主催の抗菌薬使用量に関するワー
クショップにおいて、日本の状況について発表。

農林水産省

会議等への参加国数

AMRワンヘルス東京会議･シンポジウムへの参加国数 令和６年２月にAMRワンヘルス東京会議を開催した。（令和５年度：回数１回、参
加国数：34か国 アジア太平洋地域を中心とした国と国際機関から 184 人の参加
者）

厚生労働省

先進７カ国（G７）首脳会議進
捗報告書コミットメント 13
（薬剤耐性（AMR））指標

WHO総会、G7、G20保健大臣会合等への参加 令和６年度もWHO総会（5-6月）やG7保健大臣会合（10月）・G20保健大臣会合（10
月）等の場を通じて国際社会のAMRに関する議論に貢献した。
また、令和６年度のG7保健大臣会合では、AMRを含むワンヘルス・アプローチを優
先課題の一つと位置づけ、この課題に関する各国のコミット等を盛り込んだG7保
健大臣コミュニケをとりまとめた。

厚生労働省

世界健康安全保障アジェンダ
（GHSA） 「薬剤耐性（AMR）
アクションパッケージ」目標
の達成状況

GHSAの「AMRアクションパッケージ」への参加 GHSAの「AMRアクションパッケージ」に参加し、各国とのAMRの議論に貢献した
（１回）。

厚生労働省

今後も国際会議などを通じて情報共有を行う。

・WHO拠出金を通じて、引き続きAMRを含む感染症対策事業を支援していく。

・GARDP及びCARB-Xを通じて、引き続き、支援していく。

引き続き、WHO総会やG7・G20関連会合等の場を通じて国際社会のAMRに関する議論に貢献する。

引き続き、GHSA及びそのAMRアクションパッケージの取組を支援する。

アジア諸国の担当者による国際会議を開催する。 薬剤耐性（ AMR） に関するアジア太平洋ワンヘルス・
イ ニシアチブ（ ASPI RE： Asi a Paci f i c I ni t i at i ve on Repr oduct i on） に基づく 国際会議を開催する

各取組の活動状況
引き続き、国際機関等が開催する会合に参加し、薬剤耐性対策の議論に貢献する。
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戦略(6.2） 薬剤耐性に関するグローバル・アクション・プラン達成のための国際協力の展開

・取組について

これまでの主な実績 令和６年度の取組 令和７年度以降の取組方針 令和６年度の予算額 令和７年度の予算額 担当府省庁

■ 公衆衛生領域における国際
協力

JICA技術協力プロジェクト等を活用し、以下の国際協力事業を展開
した。

①技術協力(技術協力プロジェクト)：8件
・ガボン「公衆衛生上問題となっているウイルス感染症の把握と実
験室診断法の確立プロジェクト」（平成28年5月～令和4年3月）
・ガーナ「ガーナにおける感染症サーベイランス体制強化とコレラ
菌・HIV等の腸管粘膜感染防御に関する研究」（平成28年8月～令和4
年3月）
・ベトナム「感染症の予防・対応能力向上のための実験室の機能及
び連携強化プロジェクト」（平成29年7月～令和5年3月）
・ブラジル「ブラジルと日本の薬剤耐性を含む真菌感染症診断に関
する研究とリファレンス協力体制強化プロジェクト」（平成29年9月
～令和4年9月）
・ナイジェリア「公衆衛生上の脅威の検出及び対応強化プロジェク
ト」（令和元年12月～令和5年12月）
・コンゴ民「感染症疫学サーベイランスシステム強化プロジェク
ト」（令和2年1月～令和6年1月）
・フィリピン「感染症検査ネットワーク強化プロジェクト」（令和4
年5月～令和8年4月）
・ガーナ「野口記念医学研究所　安全・質管理向上プロジェクト」
（令和4年7月～令和7年7月）

②技術協力(個別専門家)：2件
・ケニア「疾病サーベイランスアドバイザー」（平成31年3月～令和
4年3月）
・ザンビア「感染症対策アドバイザー」（令和2年1月～令和4年1
月）

【継続】
①技術協力（技術協力プロジェクト）
・フィリピン「感染症検査ネットワーク強化プロジェクト」（令和4年5月～令和8
年4月）
・ザンビア「感染症対策のためのラボサーベイランス強化プロジェクト」(令和5
年4月～令和10年4月)
・タイ「ゲノム情報や新技術を活用した感染症対策の社会実装プロジェクト」
（令和5年11月～令和8年10月）
・ガーナ「野口記念医学研究所　安全・質管理向上プロジェクト」（令和4年7月
～令和7年7月）

②技術協力（個別専門家）
・コンゴ民「国立生物医学研究所広域研修センター能力強化」（令和5年7月～令
和8年5月）

③技術協力（研修）：6件
・第三国研修：アフリカ向け「新興疾病撲滅のための研究と危機管
理手法」（平成31年4月～令和5年3月）
・第三国研修：「東アフリカ地域における国際的な脅威となる感染
症対策に係るラボ能力強化」（平成31年4月～令和6年3月）
・第三国研修：アフリカ向け「医療施設における感染予防及び管理
の基礎」（令和3年4月～令和6年3月）
・第三国研修：「西アフリカ地域における感染症対策のための検査
能力強化」（令和3年9月～令和6年3月）
・第三国研修：「南部アフリカ地域における新興・再興感染症の
PREPAREプログラム」（令和3年10月～令和6年3月）
・国別研修：「ASEAN感染症対策センターにおける公衆衛生危機管
理」（令和3年10月～令和4年3月）

③技術協力（研修）
・第三国研修：イエメン向け「院内感染対策の基礎」（令和4年4月～令和8年3
月）
・第三国研修：アフリカ向け「途上国における新興疾病撲滅のための研究と危機
管理手法」（令和6年4月～令和9年3月）
・第三国研修：アフリカ向け「結核・新型コロナ等呼吸器感染症対策」（令和4年
4月～令和7年3月 ）
・課題別研修：「健康危機における結核制圧と薬剤耐性のための最新診断－実施
指導による基礎技術から次世代シークエンス－」
・課題別研修：「健康危機に対応する結核対策-革新的技術を用いた保健システム
構築」
・課題別研修：「HIVを含む各種感染症コントロールのための検査技術とサーベイ
ランス強化」
・課題別研修：「感染予防と管理：薬剤耐性と医療関連感染」
・課題別研修：「臨床検査技術ー新興・再興感染症にも対応できる臨床微生物学
―」

引き続き、JICA技術協力プロジェ
クト等による感染予防・管理対
策、抗微生物薬の利用性の確保、
検査室機能強化等に関する技術協
力を実施する。

JICA運営費交付金（約147,413百
万円）の内数

JICA運営費交付金（約147,843百
万円）の内数

外務省
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【継続】
・引き続きアジア地域にJANIS海外展開版システム（ASIARS-Netシステム）の予備
導入を行うための準備・検討を実施し、各国のWHONETまたはExcelのデータを変換
しASIARS-Netシステムを活用してレポートを作成するための手順書を、各国と共
有した。特にベトナムでは、軍事病院をコアとしてまず合計8病院のネットワーク
が構築され、その中でASIARS-Netシステムが活用され、フィードバックレポート
の作成による病院間比較まで可能になった。アジア地域以外でも、ウクライナで
ASIARS-Netシステムが活用され、レポートを作成することが出来た。三輪車プロ
ジェクト関連では、今後この手法の導入を検討しているバングラデシュに対して
プロトコルの説明を行うと共に今後の進め方を協議した。マレーシア、インドネ
シア、ベトナムでは引き続き菌株収集を行い、日本に菌株を輸送した。また、日
本とWPRO/SEAROの共催でTokyo AMR One Health Conferenceを開催し、AMR に関す
るアジア太平洋ワンヘルス・イニシアチブ（ASPIRE）のもとで、議論を行った。
また、WPROが主催したマレーシアにおけるAMRアウトブレイク対応力強化に関する
ワークショップに現地参加し技術的支援を行った。

JIHSにおいて、引き続き、ベトナ
ムでJANIS海外版（ASIARS-Net）
システムの導入を進める。その過
程で、ASIARS-Netのwebセミナー
を開催し、その内容を今後再利用
できるようにする。またWPROなら
びにアジア各国と連携し、耐性菌
情報を収集する体制基盤を整え
る。AMR に関するアジア太平洋ワ
ンヘルス・イニシアチブ
（ASPIRE）のワーキンググループ
で、アジア太平洋諸国が直面して
いる課題に対して、引き続き議論
や技術支援を実施する。また、引
き続き、WPRO主催の域内諸国にお
けるAMRアウトブレイク対応力強
化に関するワークショップへの技
術的支援を行う。

厚生労働省

薬剤耐性に関するグローバル・アクション・プラン達成のための国際協力の展開
令和3年度よりe-ASIAによりフィリピン国立結核研究所（NTRL）に対して耐性結核
新規薬剤感受性検査法の指導を開始している。令和6年度は米国CRDF資金による研
究を継続し、日本で新規作成したプレートによるMIC測定を精度保証と共に導入し
ている。これにより、新薬の薬剤感受性試験が可能となっている。
SATREPSによりモンゴル国立感染症病院（NCCD）にナノポアシーケンサーによる全
ゲノム解析技術と網羅的結核菌薬剤耐性推定システム（AmporeTB）を導入し、ゲ
ノム解析トレーニングを行った。結核感染診断について、モンゴル国立感染症研
究センターと共同で調査研究を実施し、一般人口でのIGRA陽性率を明らかにし
た。

・結核研究所において、モンゴル
及びフィリピンでの活動を継続す
る。

・結核研究所において、新規抗抗
酸菌薬剤の開発を行う（東北大
学・オーストラリアCharles
Sturt Universityとの共同研究）

薬剤耐性菌発生動向等調査事業費
113百万の内数

ワンヘルス・アプローチに関す
る国際会議費26百万円の内数

薬剤耐性菌発生動向等調査事業費
113百万の内数

ワンヘルス・アプローチに関す
る国際会議費26百万円の内数

・JANIS海外展開版システム（ASIARS-Netシステム）の開発および改
良

・AMR ワンヘルス東京会議（Tokyo AMR One Health Conference）の
開催（平成29年度-令和５年度　計６回）

・e-ASIAにより、フィリピン国立結核研究所（NTRL）に対して耐性
結核新規薬剤感受性検査法の指導を実施しており、令和3年度はこれ
に日本で新規作成したプレートによるMIC測定を追加し、さらにその
バリデーションを行って、目的とするフルオロキノロンの感受性測
定精度を外部的に評価した。令和4年度には同一検体のクロスチェッ
クをNTRLと結核研究所で実施し、MICデータ齟齬の解決を行った。

・世界保健機関（WHO）連携センターとして日本で取り組んでいる薬
剤耐性菌株の収集とゲノム解読に基づくサーベイランスの紹介、抗
菌薬適正使用システムおよび疾病負荷論文のアドバイス、AMRグロー
バルアクションプランの普及支援をおこなった。

・ストップ結核パートナーシップへの拠出を通じて、我が国で開発
された結核診断機器や多剤耐性結核治療薬の国際展開を推進し、結
核蔓延国における、多剤耐性結核を含む結核の診断、治療を促進し
た。
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【継続】
・Tokyo AMR One Health ConferenceでWHONETとASIARS-Netの最新連携機能の紹介
や、参加国へのstep by stepチュートリアルの提供等を引き続き行った。また、
ASPIREのwebサイト上で、Tokyo AMR One Health Conferenceのための各国が作成
したポスターのPDFファイルを一覧化し、参加国が閲覧できるようにした。

・世界保健機関（WHO）連携センターとして、抗菌薬適正使用システムのアドバイ
ス、疾病負荷論文のアドバイス、AMRグローバルアクションプランの普及支援をお
こなった。

JIHSにおいて、以下を実施
・今後も引き続きWHOのサポート
の下で、WHONETとASIARS-Netを組
み合わせた各国の薬剤耐性サーベ
インランスの発展、および三輪車
プロジェクト導入への貢献を続け
る他、各国のAMRアウトブレイク
対応や対応力強化支援を行ってい
く。
・世界保健機関（WHO）連携セン
ターとして、抗菌薬適正使用シス
テムのアドバイス、疾病負荷論文
のアドバイス、AMRグローバルア
クションプランの普及支援を引き
続きおこなう。

薬剤耐性菌発生動向等調査事業費
113百万の内数

薬剤耐性菌発生動向等調査事業費
113百万の内数

【継続】
JICA支援による国際研修で検査室マネジメント及び耐性結核診断法の研修を実施
した。

結核研究所において、耐性結核の
診断・治療等に関する国際研修を
継続する。

－ － 厚生労働省
（新規）外務省

■ 動物衛生領域における国際
協力

・国境を越えた脅威となる薬剤耐性について、特にアジア地域にお
ける国際獣疫事務局（WOAH）の取組を支援するための予算を確保。
（平成25年～）

・国際獣疫事務局（WOAH）コラボレーティングセンターである動物
医薬品検査所にて、アジア地域各国の薬剤感受性試験の検査担当者
に対する検査技術等に関する研修を実施した。（平成28年～）

・越境性動物疾病への対応に関する日中韓の協力覚書に基づく薬剤
耐性ワーキンググループ会合を開催し、薬剤耐性菌や抗菌剤使用量
の監視・動向調査等について情報共有の議論を行った。（平成28、
29年）

・動物用医薬品の承認申請資料の調和に関する国際協力（VICH）の
アウトリーチフォーラム（VOF）において、動物用医薬品の承認に際
しVICHメンバー及びオブザーバー国が実施している薬剤耐性に関す
るリスク管理措置について情報共有した。（平成28, 29年）

・VICH運営会議において令和３年以降のVICH活動の5か年計画の中
で、薬剤耐性対策に積極的に貢献することを優先事項として定めた
（令和２年）。

・VOFメンバーに対して、食用動物に使用する新動物用医薬品の承認
に必要となるAMRに関する承認前試験指針の運用実例動画を公開し、
それに対するメンバーからの質問に答える形でフォローアップウェ
ビナーを開催した（令和２年）。

・アジア地域の動物分野における薬剤耐性菌の動向調査に関するガ
イドラインの検討に向けた会議に参加し助言を行った。（令和元、
２年）

【継続】
・令和６年11月に、アジア地域各国の薬剤感受性試験の検査担当者に対する検査
技術等に関する研修を実施。

・国際獣疫事務局（WOAH）の薬剤感受性試験法に関するマニュアル2.11章の改訂
の議論に参画し、WOAHの薬剤耐性に対する取組を支援した。

・アジア地域各国の感受性試験の
検査担当者に対する、抗菌剤の慎
重使用や動向調査・監視などの薬
剤耐性対策に関する技術研修・セ
ミナーを行う。

・VICHのフォーラムの活用によ
り、アジアにおける抗菌剤の承認
に必要な資料の調和を図る。

・引き続き、WOAHのマニュアル改
訂の議論に参画し、支援してい
く。

・ワンヘルス・アプローチによる
動物疾病対策事業：55百万円の一
部を用いて、薬剤耐性対策を含む
WOAHの取組を支援した。

・動物用医薬品対策事業：55百万
円の一部を用いて、承認審査資料
に関する国際基準への我が国の実
態の反映及び当該国際基準の新興
国への普及啓発活動を対象とする
動物用医薬品の承認申請資料に関
する国際基準作成推進事業（補助
事業）を実施

・SPSルール・メイキング戦略推
進事業（うちWOAH拠出金事業）：
142百万円の一部を用いて、薬剤
耐性対策を含むWOAHの取組を支援
予定。

・動物用医薬品対策事業：83百万
円の一部を用いて、引き続き補助
事業を実施予定。

農林水産省
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・評価指標について

評価指標の確認方法について 評価指標の推移 令和７年度の目標 担当府省庁
研修会の実施回数、参加国数 ・WPROが公開したAMRアウトブレイク対応ガイダンスを使用した、WPRO主催のアジ

ア太平洋地域での政府関係者や医療従事者対象の指導者研修に対して行った現地
研修支援：回数３回、参加国数３か国（ブルネイ、フィリピン、モンゴル）。

・アジア太平洋地域向けAMRアウトブレイク対応に関する講義：１回（インドネシ
ア）

・上記は各国のAMRアクションプランの改定への議論につながった。

厚生労働省
（新規）外務省

薬剤耐性に係る研修会回数と参加国数
※WOAHコラボレーティングセンターである動物医薬品検査所におい
て開催されたウェビナーや技術研修の回数・参加国数

回数：１回
参加国数：５か国

農林水産省

薬剤耐性（AMR）アクションプ
ラン策定・実施のために支援
を行った国の数

薬剤耐性（AMR）アクションプラン策定・実施のために支援を行った
国の数

29か国（※令和７年２月開催のAMRワンヘルス東京会議への参加国数） 厚生労働省引き続き、国際会議の開催等をして、アジア諸国に対して、AMRアクションプラン実施のための情報提
供の支援・情報交換を行う。

研修会の実施回数、参加国数

引き続き、研修等の実施方法の充実を図りつつ、アジア諸国の薬剤耐性の検査担当者に対する抗菌剤の
慎重使用や動向調査・監視など薬剤耐性対策に関する技術支援・セミナーを実施していく。

・ヒト分野については、引き続き、主にアジア諸国を対象として、検査技術の研修、データ処理等に関
する研修を実施していく。

・WPROのAMRアウトブレイク対応ガイダンスを元にしたアジア太平洋地域での研修に技術的支援を行っ
ていく。
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